
再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 函館・江差自動車道（一般国道２２８号） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
はこだて え さ し

茂辺地木古内道路 区分 主体 北海道開発局
も へ じ き こ な い

起終点 自：北海道北斗市茂辺地 延長
ほっかいどうほく と も へ じ

至：北海道上磯郡木古内町字大平 １６．０km
ほっかいどうかみいそ きこないちょう おおひら

事業概要

函館・江差自動車道は、函館市を起点とし、北斗市、木古内町を経由して江差町に至る延長約７０ｋ

ｍの自動車専用道路である。

このうち茂辺地木古内道路は、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地

域間交流の活性化及び重要港湾函館港、拠点空港函館空港等への物流効率化等の支援を目的とした、北斗

茂辺地インターチェンジから木古内インターチェンジ（仮称）に至る延長１６．０ｋｍの事業である。

Ｈ６年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ１０年度用地着手 Ｈ１３年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約７０７億円 事業進捗率 ６２％ 供用済延長 ０．０km

計画交通量 １０，２００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．１ ２９５/６５１億円 ７２９/７２９億円 平成２５年

事 業 費：266/623億円 走行時間短縮便益： 573/ 573億円

(残事業) ２．５ 維持管理費： 28/ 28億円 走行経費減少便益： 112/ 112億円

交通事故減少便益： 43/ 43億円

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量：B/C=1.01～1.2（交通量±10%）【残事業】交通量：B/C=2.2～2.7（交通量±10%）

事業費：B/C=1.1～1.2（事業費±10%） 事業費：B/C=2.2～2.7（事業費±10%）

事業期間：B/C=1.1～1.2（事業期間±20%） 事業期間：B/C=2.4～2.5（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①主要都市間の利便性向上

・函館市と江差町の所要時間が短縮され、渡島西部・檜山南部地域の利便性向上や地域間交流の活性

化が期待される。

②物流の利便性向上

＜水産品の流通利便性向上＞

・マグロやスルメの流通利便性が向上し、松前町「総合計画」の目標としている水産物のブランド化

による漁業関係者の所得向上に貢献し、地域の生産性向上が期待される。

＜農産品の流通利便性向上＞

・速達性及び定時性の高い輸送ルートが確保され、知内町から道内外に運ばれるニラの流通利便性が

向上し、知内町「まちづくり総合計画」のニラ生産量増加に貢献。また、輸送時のトマトの荷傷み

等が軽減され、生産量増加と品質確保によるブランド力向上に貢献し、地域の生産性向上が期待さ

れる。

③観光地への利便性向上

・木古内町と函館市との所要時間短縮や利便性向上が図られ、広域観光の活性化を支援し、観光入込

客数の目標達成に貢献する。

④救急搬送の安定性向上

・松前町から函館市の医療施設までの所要時間が短縮されるなど、高次医療施設への救急搬送の迅速

性・安定性向上が期待される。

⑤道路交通の安全性向上

・並行現道から当該道路への交通転換が見込まれ、隣接区間同様に道路交通の安全性向上が期待

される。

⑥災害時の緊急輸送ルートの強化

・津波浸水想定区域を回避し、緊急時の避難や迅速な救急搬送、救援物資輸送の確実性向上が期待

される。



⑦日常生活の利便性向上

・移動時間の短縮が図られ、販売地区の増加や販売時間の延長など、日常生活の利便性向上が期待

される。

⑧ＣＯ2排出量の削減

・自動車からのＣＯ2排出量３，８５４（t-CO2/年）の削減が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

函館市など２市１６町の首長等で構成される「高規格幹線道路函館・江差自動車道早期建設促進期成会」

等より早期整備の要望を受けている。

知事の意見：

高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び、重要港

湾函館港、拠点空港函館空港、新幹線駅へのアクセス強化が図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の

活性化に寄与することから、当該事業の継続について異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめること。また、より一層、徹底したコ

スト縮減を図るとともに、これまで以上に効率的・効果的に執行し、早期供用を図ること。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・函館新道が七飯藤城ＩＣ～函館ＩＣまで開通

・函館・江差自動車道が函館ＩＣ～北斗茂辺地ＩＣまで開通

・北海道縦貫自動車道が八雲ＩＣ～大沼公園ＩＣまで開通

・函館新外環状道路が函館ＩＣ～赤川ＩＣまで開通

・一般国道２７８号尾札部道路が函館市尾札部町～豊崎町まで開通

・一般国道２７８号鹿部道路が全線開通

・北海道新幹線 新青森駅～新函館北斗駅間開業

・道南いさりび鉄道開業

・市町村合併により、｢函館市｣ ｢森町｣ ｢八雲町｣ ｢北斗市｣が誕生

・「どうなん・追分シーニックバイウェイルート」指定

・道の駅「みそぎの郷きこない」開業

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１３年度に工事着手して、用地進捗率９９％、事業進捗率６２％となっている。(平成２８年３月

末現在)

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

平成３１年度：北斗茂辺地ＩＣ～（仮称）木古内ＩＣ 延長１６．０ｋｍ（２／４）開通予定

施設の構造や工法の変更等

トンネル掘削パターンの変更や不良土対策の見直し及び埋蔵文化財調査費の変更。引き続きコスト縮

減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 費用対効果分析に係る項目は平成２５年評価時点。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 深川・留萌自動車道（一般国道２３３号） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ふかがわ る も い

幌糠留萌道路 区分 主体 北海道開発局
ほろぬかるもい

起終点 自：北海道留萌市大字留萌村字幌糠 延長
ほつかいどうる も い る も い ほろぬか

至：北海道留萌市堀川町 １３．０km
ほつかいどうる も い ほりかわ

事業概要

深川・留萌自動車道は、深川市を起点とし、秩父別町、沼田町、北竜町を経由して留萌市に至る延長約

４９ｋｍの自動車専用道路である。

このうち幌糠留萌道路は、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間

交流の活性化及び重要港湾留萌港への物流効率化等の支援を目的とした、留萌幌糠インターチェンジから

留萌インターチェンジ（仮称）に至る延長１３.０ｋｍの事業である。

Ｈ８年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ１２年度用地着手 Ｈ１２年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約５２２億円 事業進捗率 ７８％ 供用済延長 ８．９km

計画交通量 ７，５００～８，５００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．３ １３７/５２６億円 ２８４/６５９億円 平成２５年

事 業 費：113/490億円 走行時間短縮便益：227/536億円

(残事業) ２．１ 維持管理費：24/36億円 走行経費減少便益：41/91億円

交通事故減少便益：16/33億円

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.4（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=1.8～2.3（交通量±10%)

事業費 ：B/C=1.2～1.3（事業費±10%) 事業費 ：B/C=1.9～2.3（事業費±10%)

事業期間：B/C=1.2～1.3（事業期間±20%) 事業期間：B/C=1.9～2.2（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①主要都市間の利便性向上

・留萌市と旭川市間の所要時間が短縮され、地域住民の利便性向上や地域間交流の活性化が期待

される。

②重要港湾の利便性向上

・並行国道の渋滞箇所や信号交差点を回避することにより、速達性及び定時性の高い輸送ルートが

確保され、留萌港から上川方面等に運ばれる貨物の流通及び留萌港の利便性向上が期待される。

③物流の利便性向上

＜水産品の流通利便性向上＞

・速達性及び定時性の高い輸送ルートが確保され、留萌管内から運ばれる水産品の流通利便性向上が

期待される。

＜畜産品の流通利便性向上＞

・留萌管内から旭川市等へ運ばれる畜産品の流通利便性向上が期待される。

＜食料加工品の流通利便性向上＞

・速達性及び定時性の高い輸送ルートが確保され、食料加工品の流通利便性向上が期待される。

④救急搬送の安定性向上

・留萌市の医療施設から第三次救急医療機関への搬送時間が短縮されるなど、救急搬送の安定性向上

が期待される。

⑤観光地への利便性向上

・留萌管内と道央圏を結ぶ広域観光ネットワークの形成が図られ、主要な観光地への利便性向上が

期待される。

⑥“音楽合宿のマチ”留萌市への利便性向上

・楽器輸送時間が短く、揺れの少ない安定性の高いルートが確保され、“音楽合宿のマチ”留萌市へ

の利便性向上が期待される。



⑦日常生活の利便性向上

・速達性及び安定性の高い運行ルートが確保され、都市間バス利用者の利便性向上が期待される。

⑧ＣＯ2排出量の削減

・自動車からのＣＯ2排出量５，３７７（t-ＣＯ2/年）の削減が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

留萌市など留萌管内の１市６町１村の首長等で構成される「北海道留萌地域総合開発期成会」等より

事業促進の要望を受けている。

知事の意見：

高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び、重要港

湾留萌港等へのアクセス強化が図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、

当該事業の継続について異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめること。また、より一層、徹底したコ

スト縮減を図るとともに、これまで以上に効率的・効果的に執行し、早期供用を図ること。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・深川・留萌自動車道が深川ＪＣＴ～留萌大和田ＩＣまで開通

・ゴールデンビーチるもいが全面オープン

・留萌港三泊地区－１２ｍ岸壁が運用開始

・シーニックバイウェイ北海道「萌える天北オロロンルート」が指定

・留萌港が拠点化形成促進港に選定

・道の駅「おびら鰊番屋」リニューアルオープン

・船場公園オープン

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１２年度に工事着手して、用地進捗率９７％、事業進捗率７８％となっている。（平成２８年３月

末時点）

平成２４年度：留萌幌糠ＩＣ～留萌大和田ＩＣ間 延長８．９ｋｍ（２／４）部分開通

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

平成３１年度：留萌大和田ＩＣ～（仮称）留萌ＩＣ間 延長４．１Ｋｍ（２／４）開通予定

施設の構造や工法の変更等

トンネル掘削パターンの変更、軟弱地盤対策工の見直し等による変更。引き続きコスト縮減に取り組

んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 費用対効果分析に係る項目は平成２５年評価時点。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 日高自動車道（一般国道２３５号） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ひ だか

門別厚賀道路 区分 主体 北海道開発局
もんべつあつ が

起終点 自：北海道沙流郡日高町字平賀 延長
ほつかいどう さ る ひ だか ひら が

至：北海道沙流郡日高町字美原 ２０．０km
ほつかいどう さ る ひ だか み はら

事業概要

日高自動車道は、苫小牧市を起点とし、厚真町、むかわ町、日高町、新冠町、新ひだか町を経由して浦

河町に至る延長約１２０ｋｍの自動車専用道路である。

このうち門別厚賀道路は、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間

交流の活性化及び、国際拠点港湾苫小牧港、拠点空港新千歳空港等への物流効率化等の支援を目的とした、

日高富川インターチェンジから厚賀インターチェンジ（仮称）に至る延長20.0kmの事業である。

Ｈ５年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ１０年度用地着手 Ｈ１３年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約９５９億円 事業進捗率 ６４％ 供用済延長 ５．８km

計画交通量 １１,８００～１４，１００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．２ ３９１/９６３億円 ９６９/１，１６４億円 平成２５年

事 業 費： 352/916億円 走行時間短縮便益：819/977億円

(残事業) ２．５ 維持管理費： 39/ 48億円 走行経費減少便益：105/130億円

交通事故減少便益： 46/ 58億円

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.3（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=2.3～2.7（交通量±10%)

事業費 ：B/C=1.2～1.3（事業費±10%) 事業費 ：B/C=2.3～2.7（事業費±10%)

事業期間：B/C=1.1～1.3（事業期間±20%) 事業期間：B/C=2.3～2.6（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①主要都市間の利便性向上

・苫小牧市と新ひだか町間の所要時間が短縮され、地域住民の利便性向上や地域間交流の活性化が

期待される。

②災害時の緊急輸送ルートの強化

・津波浸水想定区域を回避し、緊急時の避難や迅速な救急搬送、救援物資等の輸送の確実性向上が

期待される。

③拠点空港への利便性向上

・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、浦河町や新ひだか町から新千歳空港への農産品の

流通利便性向上が期待される。

④物流の利便性向上

＜畜産品の流通利便性向上＞

・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、軽種馬の流通利便性向上が期待される。

＜水産品の流通利便性向上＞

・速達性及び定時性の高い輸送ルートが確保され、道内外へ出荷される水産品の流通利便性向上が

期待される。

⑤救急搬送の安定性向上

・新ひだか町から苫小牧市の医療施設までの所要時間が短縮されるなど、高次医療施設への救急搬送

の安定性向上が期待される。

⑥地域プロジェクト推進の支援

・速達性及び定時性の高いアクセスルートが確保され、交流人口の拡大や企業誘致等、地域プロジェ

クトの推進が支援される。

⑦日常生活の利便性向上

・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、高齢者の日常生活の利便性向上が期待される。



⑧観光地への利便性向上

・日高管内や十勝地域の観光地との連携強化が図られるなど、主要観光地への利便性向上が期待

される。

⑨ＣＯ2排出量の削減

・自動車からのCO2排出量１，９２５（t-CO2/年）の削減が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

日高町、新ひだか町など７町の首長等で構成される「北海道日高総合開発期成会」等より整備促進の

要望を受けている。

知事の意見：

高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び、国際拠

点港湾苫小牧港、拠点空港新千歳空港等へのアクセス強化が図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の

活性化に寄与することから、当該事業の継続について異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめること。また、より一層、徹底したコ

スト縮減を図るとともに、これまで以上に効率的・効果的に執行し、早期供用を図ること。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・日高自動車道が苫小牧東ＩＣ～日高門別ＩＣまで開通

・市町村合併により、｢日高町｣、「むかわ町」、「新ひだか町」が誕生

・苫小牧港 東港区へ国際コンテナターミナルが移転

・苫小牧港 国際拠点港湾に指定（特定重要港湾から名称変更）

・新千歳空港 国際線ターミナルが運用開始

・様似町 アポイ岳ジオパークが世界ジオパークに認定

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１３年度に工事着手して、用地進捗率９８％、事業進捗率６４％となっている。（平成２８年３月

末時点）

平成２３年度：日高富川ＩＣ～日高門別ＩＣ間 延長５．８ｋｍ（２／４）部分開通

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

平成２９年度：日高門別ＩＣ～（仮称）厚賀ＩＣ間 延長１４．２ｋｍ（２／４）開通予定

施設の構造や工法の変更等

法面復旧工の追加による変更。引き続きコスト縮減に取り組んで行く。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 費用対効果分析に係る項目は平成２５年評価時点。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 日高自動車道（一般国道２３５号） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ひ だか

厚賀静内道路 区分 主体 北海道開発局
あつ が しずない

起終点 自：北海道沙流郡日高町字美原 延長
ほつかいどう さ る ひ だか み はら

至：北海道日高郡新ひだか町静内神森 １６．２km
ほつかいどう ひ だか しん しずないかみもり

事業概要

日高自動車道は、苫小牧市を起点とし、厚真町、むかわ町、日高町、新冠町、新ひだか町を経由して浦

河町に至る延長約１２０ｋｍの自動車専用道路である。

このうち厚賀静内道路は、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間

交流の活性化及び、国際拠点港湾苫小牧港、拠点空港新千歳空港等への物流効率化等の支援を目的とした、

厚賀インターチェンジ（仮称）から静内インターチェンジ（仮称）に至る延長１６．２ｋｍの事業である。

Ｈ７年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２３年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約５７８億円 事業進捗率 １５％ 供用済延長 ０．０km

計画交通量 １１,１００～１３，０００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．９ ４１１/５２５億円 1,000/1,000億円 平成２８年

事 業 費：378/493億円 走行時間短縮便益：841/841億円

(残事業) ２．４ 維持管理費： 32/ 32億円 走行経費減少便益：116/116億円

交通事故減少便益： 43/ 43億円

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C=1.7～2.2（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=2.1～2.8（交通量±10%)

事業費 ：B/C=1.8～2.1（事業費±10%) 事業費 ：B/C=2.2～2.7（事業費±10%)

事業期間：B/C=1.8～2.0（事業期間±20%) 事業期間：B/C=2.3～2.5（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①主要都市間の利便性向上

・苫小牧市と新ひだか町間の所要時間が短縮され、地域住民の利便性向上や地域間交流の活性化が

期待される。

②災害時の緊急輸送ルートの強化

・津波浸水想定区域を回避し、緊急時の避難や迅速な救急搬送、救援物資等の輸送の確実性向上が

期待される。

③拠点空港への利便性向上

・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、浦河町や新ひだか町から新千歳空港への農産品等

の流通利便性向上が期待される。

④物流の利便性向上

＜畜産品の流通利便性向上＞

・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、軽種馬の流通利便性向上が期待される。

＜水産品の流通利便性向上＞

・速達性及び定時性の高い輸送ルートが確保され、道内外へ出荷される水産品の流通利便性向上が

期待される。

⑤救急搬送の安定性向上

・新ひだか町から苫小牧市の医療施設までの所要時間が短縮されるなど、高次医療施設への救急搬送

の安定性向上が期待される。

⑥地域プロジェクト推進の支援

・速達性及び定時性の高いアクセスルートが確保され、交流人口の拡大や企業誘致等、地域プロジェ

クトの推進が支援される。

⑦日常生活の利便性向上

・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、高齢者の日常生活の利便性向上が期待される。



⑧観光地への利便性向上

・日高管内や十勝地域の観光地との連携強化が図られるなど、主要観光地への利便性向上が期待

される。

⑨ＣＯ2排出量の削減

・自動車からのＣＯ2排出量８，０７１（t-CO2/年）の削減が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

日高町、新ひだか町など７町の首長等で構成される「北海道日高総合開発期成会」等より整備促進の

要望を受けている。

知事の意見：

高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び、国際拠

点港湾苫小牧港、拠点空港新千歳空港等へのアクセス強化が図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の

活性化に寄与することから、当該事業の継続について異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめること。また、より一層、徹底したコ

スト縮減を図るとともに、これまで以上に効率的・効果的に執行し、早期供用を図ること。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・日高自動車道が苫小牧東ＩＣ～日高門別ＩＣまで開通

・市町村合併により、｢日高町｣、「むかわ町」、「新ひだか町」が誕生

・苫小牧港 東港区へ国際コンテナターミナルが移転

・苫小牧港 国際拠点港湾に指定（特定重要港湾から名称変更）

・新千歳空港 国際線ターミナルが運用開始

・様似町 アポイ岳ジオパークが世界ジオパークに認定

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成２３年度に工事着手して、用地進捗率４１％、事業進捗率１５％となっている。（平成２８年３月

末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

津波浸水予測区域の見直しによる計画ルートの変更。引き続きコスト縮減に取り組んで行く。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 函館新外環状道路（一般国道２７８号） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
はこだてしんそとかんじょう

空港道路 区分 主体 北海道開発局
くうこう

起終点 自：北海道函館市桔梗町 延長
ほっかいどうはこだて ききょう

至：北海道函館市上湯川町 １０．０km
ほっかいどうはこだて かみゆのかわ

事業概要

函館新外環状道路は、函館市桔梗町を起点とし、函館市古川町に至る延長約１５ｋｍの地域高規格道

路である。

空港道路は、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化

及び重要港湾函館港、拠点空港函館空港等への物流効率化等を支援するとともに、函館市内の交通混雑の

緩和、交通事故の低減等による道路交通の定時性、安全性の向上を目的とした函館インターチェンジから

函館空港インターチェンジに至る延長１０．０ｋｍの事業である。

Ｈ１９年度事業化 Ｈ１８年度都市計画決定 Ｈ２０年度用地着手 Ｈ２１年度工事着手

（Ｈ－年度変更））

全体事業費 約６３９億円 事業進捗率 ４９％ 供用済延長 ２．４km

計画交通量 １４，３００～２９，７００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．８ ３５６/５６５億円 １,０３７/１,０３７億円 平成２５年

事 業 費：334/542億円 走行時間短縮便益： 840/ 840億円

(残事業) ２．９ 維持管理費： 22/ 22億円 走行経費減少便益： 129/ 129億円

交通事故減少便益： 69/ 69億円

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量：B/C=1.8～2.1（交通量±10%） 【残事業】交通量：B/C=2.9～3.4（交通量±10%）

事業費：B/C=1.7～2.0（事業費±10%） 事業費：B/C=2.7～3.2（事業費±10%）

事業期間：B/C=1.7～2.0（事業期間±20%） 事業期間：B/C=2.7～3.1（事業期間±20%）

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①交通混雑の緩和

・函館・江差自動車道と一体となった環状道路が形成され、市内に流入する交通の分散と産業道路等

を通過する交通の転換が見込まれ、交通混雑の緩和が期待される。

②道路交通の安全性向上

・函館・江差自動車道と一体となった環状道路が形成され、市内に流入する交通の分散と産業道路等

を通過する交通の転換が見込まれ、道路交通の安全性向上が期待される。

③拠点空港への利便性向上

・速達性及び安定性の高いルートが確保されることで、北斗市から函館空港までの所要時間が短縮

されるなど、函館空港への利便性向上が期待される。

④物流の利便性向上

＜水産品の流通利便性向上＞

・ウニ加工品の品質低下防止や定時性の確保が見込まれ、水産品の流通利便性向上が期待される。

＜農産品の流通利便性向上＞

・函館空港への速達性及び安定性の高いルートが確保され、農産品の流通利便性向上が期待される。

⑤工業団地等の利便性向上

・工業団地からの函館空港などの主要交通拠点や主要都市へのアクセス向上が見込まれ、企業立地の

促進と函館市の税収増加など、地域経済の活性化が期待される。

⑥拠点開発プロジェクトの支援

・道内や新幹線駅及び函館空港などの主要拠点からのアクセスが高まり、施設利用の利便性向上と

ともに、地域プロジェクトの円滑な推進及び運営を支援する。

⑦観光地への利便性向上

・産業道路に代わる円滑で安定性及び快適性の高い周遊ルートが確保され、観光拠点への利便性向上

が期待される。



⑧救急搬送の安定性向上

・七飯町から函館市の医療施設までの所要時間が短縮されるなど、救急搬送の迅速性・安定性向上が

期待される。

⑨ＣＯ2排出量の削減

・自動車からのＣＯ2排出量３，８８４（t-CO2/年）の削減が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

函館市など２市９町の首長等で構成される「北海道渡島総合開発期成会」等より、整備促進の要望を

受けている。

知事の意見：

高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び、重要港

湾函館港、拠点空港函館空港、新幹線駅へのアクセス強化とともに、函館市内の交通混雑の緩和、交通事

故の低減等が図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、当該事業の継続に

ついて異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、平成18年3月30日付け環政第1825号｢函館圏都市計画道路1･4･3新外環

状線環境影響評価準備書について｣の知事意見を遵守するなど環境に配慮するとともに、都市計画に沿っ

て整備を図ること。また、徹底したコスト縮減を図るとともに、これまで以上に効率的・効果的に執行し、

早期供用を図ること。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・函館新道が七飯藤城ＩＣ～函館ＩＣまで開通

・函館・江差自動車道が函館ＩＣ～北斗茂辺地ＩＣまで開通

・北海道縦貫自動車道が八雲ＩＣ～大沼公園ＩＣまで開通

・函館新外環状道路が函館ＩＣ～赤川ＩＣまで開通

・一般国道２７８号尾札部道路が函館市尾札部町～豊崎町まで開通

・一般国道２７８号鹿部道路が全線開通

・北海道新幹線 新青森駅～新函館北斗駅間が開業

・函館空港滑走路３，０００ｍに延長、函館空港新ターミナルビル開業

・北海道立道南四季の杜公園開園 ・函館アリーナ及び函館フットボールパーク開館

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成２１年度に工事着手して、用地進捗率９８％、事業進捗率４９％となっている。（平成２８年３月

末時点）

平成２６年度：函館ＩＣ～赤川ＩＣ間 延長２．４ｋｍ（２／４）部分開通

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

平成３２年度：函館ＩＣ～赤川ＩＣ 延長２．４ｋｍ（４／４）、

赤川ＩＣ～函館空港ＩＣ 延長７．６ｋｍ（２／４）開通予定

施設の構造や工法の変更等

施設の構造や工法等の変更はないが、引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 費用対効果分析に係る項目は平成２５年評価時点。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 道央圏連絡道路（一般国道３３７号） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
どうおうけんれんらくどう ろ

泉 郷道路 区分 主体 北海道開発局
いずみさと

起終点 自：北海道千歳市中 央 延長
ほっかいどうちとせ ちゅうおう

至：北海道夕張郡長沼町幌内 ８．２km
ほっかいどうゆうばり ながぬま ほろない

事業概要

道央圏連絡道路は、千歳市を起点とし小樽市に至る延長約８０ｋｍの地域高規格道路である。

このうち泉郷道路は、北海道横断自動車道千歳東ＩＣと接続し、高速ネットワークの拡充による札幌圏

の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び拠点空港新千歳空港、国際拠点港湾苫小牧港等への物

流効率化等の支援を目的とした中央ランプから南長沼ランプに至る延長８．２kmの事業である。

Ｈ１３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ１５年度用地着手 Ｈ１８年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約２５３億円 事業進捗率 ４２％ 供用済延長 ０．０km

計画交通量 ２０，４００～２１，２００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．９ １３９/２８３億円 ５４６ /５４６億円 平成２８年

事 業 費：105/249億円 走行時間短縮便益：361/361億円

(残事業) ３．９ 維持管理費：34/34億円 走行経費減少便益：121/121億円

交通事故減少便益：64/64億円

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C= 1.6～2.2（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=3.3～4.4（交通量±10%)

事業費 ：B/C= 1.9～2.0（事業費±10%) 事業費 ：B/C=3.7～4.3（事業費±10%)

事業期間：B/C= 1.9～2.0（事業期間±20%) 事業期間：B/C=3.9～4.1（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①物流拠点間の利便性向上

・石狩湾新港地域と苫小牧港間の所要時間が短縮され、物流輸送の利便性向上や地域間交流の活性化

が期待される。

②国際拠点港湾への利便性向上

・並行する国道からの交通転換が見込まれ、交通事故の減少や所要時間短縮により、拠点港湾の流通

利便性向上が期待される。

③拠点空港への利便性向上

・道内出荷地と拠点空港を結ぶ速達性及び定時性の高い輸送ルートが確保され、拠点空港への流通

利便性向上が期待される。

④観光産業への支援

・旭川市からの所要時間が短縮されるなど、道北・オホーツク方面から新千歳空港への利便性向上が

見込まれ、観光産業の支援が期待される。

⑤企業立地の促進

・新千歳空港周辺の利便性向上が見込まれ、更なる交通事業者等の企業立地の促進が期待される。

⑥救急搬送の安定性向上

・速度減少箇所の回避が可能となり、周辺地域から医療施設までの所用時間が短縮されるなど、救急

搬送の安定性向上が期待される。

⑦交通混雑の緩和

・札幌市内へ流入する通過交通が減少し、交通混雑の緩和が期待される。

⑧道路交通の安全性向上

・並行する国道を通過する交通の転換が見込まれ、道路交通の安全性向上が期待される。

⑨ＣＯ2排出量の削減

・自動車からのＣＯ2排出量１，８１９（t-CO2/年）の削減が期待される。



関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

江別市など５市３町の首長等で構成される「道央圏連絡道路整備促進期成会」等より整備促進の要望

を受けている。

知事の意見：

北海道横断自動車道千歳東ＩＣと接続し、高速ネットワークの拡充による札幌圏の連絡機能の強化を図

り、地域間交流の活性化及び、拠点空港新千歳空港、国際拠点港湾苫小牧港へのアクセス強化が図られ、

道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、当該事業の継続について異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめること。また、より一層、徹底したコ

スト縮減を図るとともに、これまで以上に効率的・効果的に執行し、早期供用を図ること。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・道央圏連絡道路 新千歳空港ランプ～中央ランプ、江別東ＩＣ～蕨岱ランプが開通

・北海道横断自動車道が夕張ＩＣ～トマムＩＣまで開通

・北海道縦貫自動車道 新千歳空港ＩＣが開通

・一般国道３３７号 当別バイパス開通

・新千歳空港 国際ターミナル開業

・石狩湾新港 石狩ＬＮＧ基地が稼働

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１８年度に工事着手して、用地進捗率１００％、事業進捗率４２％となっている。（平成２８年３

月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

平成３１年度：中央ランプ～南長沼ランプ間 延長８．２ｋｍ（２／４）開通予定

施設の構造や工法の変更等

埋蔵文化財調査や軟弱地盤対策の見直し及び土工計画の変更。引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 道央圏連絡道路（一般国道３３７号） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
どうおうけんれんらくどう ろ

中樹林道路 区分 主体 北海道開発局
なかじゆりん

起終点 自：北海道空知郡南幌町 南 １５線西 延長
ほつかいどうそら ち なんぽろ みなみ せんにし

至：北海道江別市江別太 ７．３km
ほつかいどう え べつ え べつぶと

事業概要

道央圏連絡道路は、千歳市を起点とし小樽市に至る延長約８０ｋｍの地域高規格道路である。このうち

中樹林道路は、北海道縦貫自動車道江別東ＩＣと接続し、高速ネットワークの拡充による札幌圏の連絡機

能の強化を図り、地域間交流の活性化及び拠点空港新千歳空港、国際拠点港湾苫小牧港等への物流効率化

等の支援を目的とした南幌ランプから江別市江別太に至る延長７．３kmの事業である。

Ｈ２１年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２５年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約２０４億円 事業進捗率 ２２％ 供用済延長 ０．０km

計画交通量 １３，３００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) ２．０ １７０ /１９４億円 ３８９ /３８９億円 平成２５年

事 業 費：145/169億円 走行時間短縮便益：275/275億円

(残事業) ２．３ 維持管理費： 25/25億円 走行経費減少便益： 75/75億円

交通事故減少便益： 38/38億円

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C=1.7～2.3（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=2.0～2.6（交通量±10%)

事業費 ：B/C=1.9～2.2（事業費±10%) 事業費 ：B/C=2.1～2.5（事業費±10%)

事業期間：B/C=1.9～2.1（事業期間±20%) 事業期間：B/C=2.2～2.4（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①物流拠点間の利便性向上

・石狩湾新港地域と苫小牧港間の所要時間が短縮され、物流輸送の利便性向上や地域間交流の活性化

が期待される。

②国際拠点港湾への利便性向上

・並行する国道からの交通転換が見込まれ、交通事故の減少や所要時間の短縮により拠点港湾への

流通利便性向上が期待される。

③拠点空港への利便性向上

・道内出荷地と拠点空港を結ぶ速達性及び定時性の高い輸送ルートが確保され、拠点空港への流通

利便性向上が期待される。

④観光産業への支援

・旭川市からの所要時間が短縮されるなど、道北・オホーツク方面から新千歳空港への利便性向上が

見込まれ、観光産業の支援が期待される。

⑤救急搬送の安定性向上

・大型車の回避が可能となり、周辺地域から医療施設までの所用時間が短縮されるなど、救急搬送の

安定性向上が期待される。

⑥交通混雑の緩和

・札幌市内へ流入する通過交通が減少し、交通混雑の緩和が期待される。

⑦道路交通の安全性向上

・並行する国道を通過する交通の転換が見込まれ、道路交通の安全性向上が期待される。

⑧日常生活の利便性向上

・南幌町から札幌市や江別市への所要時間が短縮されるなど、日常活動圏中心都市への利便性向上が

期待される。

⑨冬期走行環境の安全性向上

・地吹雪や吹雪発生時においても走行可能な視認性が確保され、冬期走行環境の安全性向上が期待

される。



⑩ＣＯ2排出量の削減

・自動車からのＣＯ2排出量１，９９３（t-CO2/年）の削減が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

江別市など５市３町の首長等で構成される「道央圏連絡道路整備促進期成会」等より整備促進の要望

を受けている。

知事の意見：

北海道縦貫自動車道江別東ＩＣと接続し、高速ネットワークの拡充による札幌圏の連絡機能の強化を図

り、地域間交流の活性化及び、拠点空港新千歳空港、国際拠点港湾苫小牧港へのアクセス強化が図られ、

道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、当該事業の継続について異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、平成19年12月25日付け環政第1171号｢地域高規格道路道央圏連絡道路

長沼町～江別市間環境影響評価準備書について｣における知事意見を遵守すること。また、徹底したコス

ト縮減を図るとともに、これまで以上に効率的・効果的に執行し、早期供用を図ること。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・道央圏連絡道路 新千歳空港ランプ～中央ランプ、豊栄ランプ～蕨岱ランプが開通

・北海道横断自動車道が夕張ＩＣ～トマムＩＣまで開通

・北海道縦貫自動車道 新千歳空港ＩＣが開通

・一般国道３３７号 当別バイパス開通

・新千歳空港 国際ターミナル開業

・石狩湾新港 石狩ＬＮＧ基地が稼働

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成２５年度に工事着手して、用地進捗率９０％、事業進捗率２２％となっている。（平成２８年３月

末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

施設の構造や工法等の変更はないが、引き続きコスト縮減に取り組んで行く。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 費用対効果分析に係る項目は平成２５年評価時点。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道３８号 釧路新道 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
くしろしんどう

区分 主体 北海道開発局

起終点 自：北海道釧路市新野 延長
ほっかいどうく し ろ に い の

至：北海道釧路市北園 ８．８km
ほっかいどうく し ろ きたぞの

事業概要

一般国道３８号は、滝川市を起点とし、釧路市に至る延長約３００ｋｍの幹線道路である。

釧路新道は、拠点空港釧路空港、国際バルク戦略港湾釧路港への物流効率化等の支援をするとともに、

釧路市街における交通混雑、交通事故の低減等を目的とした、釧路市新野から釧路西インターチェンジに

至る延長８．８ｋｍの事業である。

Ｈ４年度事業化 Ｓ５３年度都市計画決定 Ｈ４年度用地着手 Ｈ４年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約４９８億円 事業進捗率 ７８％ 供用済延長 ８．８km

計画交通量 １１,８００～２２，３００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．１ ９９/７１３億円 １３１/７６８億円 平成２８年

事 業 費：89/679億円 走行時間短縮便益： 120/690億円

(残事業) １．３ 維持管理費：11/ 34億円 走行経費減少便益： 5.9/ 65億円

交通事故減少便益： 4.9/ 12億円

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C=1.01～1.1（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C= 1.2～1.4（交通量±10%)

事業費 ：B/C= 1.1～1.1（事業費±10%) 事業費 ：B/C= 1.2～1.4（事業費±10%)

事業期間：B/C=1.03～1.1（事業期間±20%) 事業期間：B/C= 1.3～1.4(事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①交通混雑の緩和

・釧路市内を通過する交通の当該道路への転換が見込まれ、更なる交通混雑の緩和が期待される。

②道路交通の安全性向上

・釧路市内を通過する交通の転換が見込まれ、道路交通の安全性向上が期待される。

③拠点空港への利便性向上

・釧路市内から釧路空港までの所要時間が短縮されるなど、釧路空港への利便性向上が期待される。

④救急搬送の安定性向上

・白糠町等から釧路市の医療施設までの所要時間が短縮されるなど、高次医療施設への救急搬送の

安定性向上が期待される。

⑤物流の利便性向上

＜畜産品の流通利便性向上＞

・乳用牛生産地から家畜市場や道内外への所要時間が短縮されるなど、畜産品の流通利便性向上が

期待される。

＜畜産品の流通利便性向上＞

・苫小牧港や小樽港への速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、畜産品の流通利便性向上が

期待される。

＜水産品の流通利便性向上＞

・釧路空港、苫小牧港等への速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、水産品の流通利便性向

上が期待される。

⑥観光地への利便性向上

・釧路市街地内の交通混雑を回避するなど、主要な観光地への利便性向上が期待される。

⑦災害時の緊急輸送ルートの強化

・大規模な迂回の回避や避難階段設置による津波時の緊急避難道路として活用、迅速な救急搬送や

救援物資等の輸送の確実性向上が期待される。



⑧ＣＯ2排出量の削減

・自動車からのＣＯ2排出量９，０８５（t-CO2/年）の削減が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

釧路市など１市６町１村の首長等で構成される「北海道釧路地方総合開発促進期成会」等より

早期整備の要望を受けている。
知事の意見：

バイパスの整備により、拠点空港釧路空港、国際バルク戦略港湾釧路港へのアクセス強化とともに、釧

路市街における交通混雑、交通事故の低減等が図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与

することから、当該事業の継続について異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめること。また、徹底したコスト縮減を

図るとともに、これまで以上に効率的・効果的に執行し、早期供用を図ること。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・北海道横断自動車道が池田ＩＣ～阿寒ＩＣ、本別ＪＣＴ～足寄ＩＣ、訓子府ＩＣ～北見西ＩＣまで開通

・国道３８号・４４号 釧路外環状道路 釧路西ＩＣ～釧路東ＩＣ開通

・国道２７２号 上別保道路 部分開通（L＝１．２ｋｍ）

・市町村合併により、｢釧路市｣が誕生

・釧路港が国際バルク戦略港湾（穀物）、特定貨物輸入拠点港湾（穀物）に指定

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成４年度に工事着手して、用地進捗率１００％、事業進捗率７８％となっている。（平成２８年３月

末時点）

平成２５年度：延長８．８ｋｍ（２／４）全線開通

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

施設の構造や工法等の変更はないが、引き続きコスト縮減に取り組んでいく。
対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道３８号・４４号 釧路外環状道路 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
くしろそとかんじょう

区分 主体 北海道開発局

起終点 自：北海道釧路市鶴野 延長
ほっかいどうく し ろ つ る の

至：北海道釧路郡釧路町字別保 １６．８km
ほっかいどうく し ろ く し ろ べ っ ぽ

事業概要

一般国道３８号は、滝川市を起点とし、釧路市に至る延長約３００ｋｍの幹線道路であり、一般国道

４４号は、釧路市を起点とし、根室市に至る約１２４ｋｍの幹線道路である。

釧路外環状道路は、釧路市街における交通混雑及び交通事故の低減による道路交通の定時性、安全性の

向上を目的とした、釧路西インターチェンジから釧路別保インターチェンジに至る延長１６．８ｋｍの一

般国道のバイパス事業である。

Ｈ７年度事業化 Ｈ１０年度都市計画決定 Ｈ１０年度用地着手 Ｈ１０年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約９５３億円 事業進捗率 ７７％ 供用済延長 ９．９km

計画交通量 １４,２００～１７，１００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．２ ２０２/１，０１９億円 １，１９７/１，１９７億円 平成２５年

事 業 費: 165/982億円 走行時間短縮便益：1,087/1,087億円

(残事業) ５．９ 維持管理費: 36/ 36億円 走行経費減少便益： 32/ 32億円

交通事故減少便益： 78/ 78億円

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C=1.00～1.3（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=5.1～6.8（交通量±10%)

事業費 ：B/C= 1.2～1.2（事業費±10%) 事業費 ：B/C=5.5～6.5（事業費±10%)

事業期間：B/C= 1.1～1.3（事業期間±20%) 事業期間：B/C=5.6～6.3（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①交通混雑の緩和

・所要時間の短縮による釧路市内を通過する交通の転換が見込まれ、主要渋滞箇所の解消や交通混雑

の緩和が期待される。

②道路交通の安全性向上

・釧路市内を通過する交通の転換が見込まれ、道路交通の安全性向上が期待される。

③災害時の緊急輸送ルートの強化

・大規模な迂回の回避や津波発生時の緊急避難道路として活用、迅速な救急搬送や救援物資等の輸送

の確実性向上が期待される。

④物流の利便性向上

＜水産品の流通利便性向上＞

・釧路空港、苫小牧港等への速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、水産品の流通利便性向

上が期待される。

＜畜産品の流通利便性向上＞

・釧路港、苫小牧港、小樽港への速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、畜産品の流通利便

性向上が期待される。

＜畜産品の流通利便性向上＞

・乳用牛生産地から家畜市場や道内外への所要時間が短縮されるなど、畜産品の流通利便性向上が

期待される。

⑤救急搬送の安定性向上

・周辺地域から釧路市の医療施設までの所要時間が短縮されるなど、高次医療施設への救急搬送の

安定性向上が期待される。

⑥観光地への利便性向上

・釧路市街地内の交通混雑を回避するなど、主要な観光地への利便性向上が期待される。



⑦ＣＯ2排出量の削減

・自動車からのＣＯ2排出量３，６７３（t-CO2/年）の削減が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

釧路市など１市６町１村の首長等で構成される「北海道釧路地方総合開発促進期成会」等より

早期整備の要望を受けている。
知事の意見：

バイパスの整備により、釧路市街における交通混雑及び交通事故の低減による道路交通の定時性、安全

性の向上等が図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、当該事業の継続に

ついて異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、平成10年10月26日付け道路第283号｢一般国道４４号釧路町別保道路（釧

路町）に係る環境影響評価準備書に関する意見について｣の知事意見を遵守するなど環境に配慮するとと

もに、都市計画に沿って整備を図ること。また、より一層、徹底したコスト縮減を図るとともに、これま

で以上に効率的・効果的に執行し、早期供用を図ること。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・北海道横断自動車道が池田ＩＣ～阿寒ＩＣ、本別ＪＣＴ～足寄ＩＣ、訓子府ＩＣ～北見西ＩＣまで開通

・国道３８号 釧路新道 全線開通（暫定２車線を含む）

・国道２７２号 上別保道路 部分開通（L＝１．２ｋｍ）

・市町村合併により、｢釧路市｣が誕生

・釧路港が国際バルク戦略港湾（穀物）、特定貨物輸入拠点港湾（穀物）に指定

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１０年度に工事着手して、用地進捗率９９％、事業進捗率７７％となっている。（平成２８年３月

末時点）

平成２７年度：釧路西ＩＣ～釧路東ＩＣ間 延長９．９ｋｍ（２／４）開通

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

平成３０年度：釧路東IC～釧路別保IC間 延長６．９ｋｍ（２／４）開通予定

施設の構造や工法の変更等

冠水箇所回避による接続位置の変更。引き続き、コスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 費用対効果分析に係る項目は平成２５年評価時点。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道４５２号 盤の沢道路・五稜道路 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ばん さわ ごりょう

区分 主体 北海道開発局

起終点 自：北海道芦別市黄金町(盤の沢道路起点) 延長
ほっかいどうあしべつ こ が ね

至：北海道上川郡美瑛町字ルベシベ(五稜道路終点) １８．５km
ほっかいどうかみかわ び え い

事業概要

一般国道４５２号は、夕張市を起点とし、旭川市に至る延長約１１０ｋｍの幹線道路である。

このうち盤の沢道路・五稜道路は、通行不能区間の解消を図り、地域間交流の活性化及び、物流効率化

等の支援を目的とした、芦別市黄金町から上川郡美瑛町字ルベシベに至る延長１８．５ｋｍの事業である。

Ｈ５年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ６年度用地補償着手 Ｈ５年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約４６６億円 事業進捗率 供用済延長 ２．６km

（盤の沢道路：２１２億円） （盤の沢道路） １１％

（五稜道路：２５４億円) （五稜道路） １２％

計画交通量 ４,８００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １.２ ３３３/４１４億円 ４８７/４８７億円 平成２５年

事 業 費： 309/379億円 走行時間短縮便益：410/410億円

(残事業) １.５ 維持管理費： 24/34億円 走行経費減少便益： 66/66億円

交通事故減少便益： 11/11億円

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.3（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=1.3～1.6（交通量±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.3（事業費±10%) 事業費 ：B/C=1.3～1.6（事業費±10%)

事業期間：B/C=1.1～1.2（事業期間±20%) 事業期間：B/C=1.3～1.5（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①通行不能区間の解消

・上川中部圏と中空知圏を結ぶ新たなルートが形成され、時間短縮が図られることにより、移住・定住促進や

交流人口拡大などの地域計画の支援が期待される。

②拠点空港への利便性向上

・旭川空港１時間到達圏域の人口が１６千人増加するなど、旭川空港の利便性向上が期待される。

③新たな広域周遊観光ルートの形成を支援

・芦別市、美瑛・富良野地域、旭川空港を結ぶ新たな広域周遊観光ルートの形成を支援する。

④農産品の流通利便性向上

・輸送時間が短縮され、余裕をもった出荷工程が組めるようになるなど、農産品の流通利便性向上が

期待される。

⑤災害時の緊急輸送ルートの強化

・被害想定地域と空港等の交通拠点を結ぶネットワークが形成されるなど、災害時の緊急輸送ルートの

強化が期待される。

⑥物流効率化により地域産業を支援

・工業団地から旭川空港への利便性が向上することで、輸送コストの縮減や新規受注の増加など、物流

効率化による生産性向上が期待される。

⑦ＣＯ2排出量の削減

・自動車からのＣＯ2排出量２，６０６（t-CO2/年）の削減が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

芦別市など４市２町の首長で構成される｢一般国道４５２号建設促進期成会｣等より早期整備の要望を

受けている。



知事の意見：

通行不能区間の解消により、地域間交流の活性化及び物流効率化等の支援が図られ、道民生活の向上や

経済・社会活動の活性化に寄与することから、当該事業の継続について異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめること。また、徹底したコスト縮減を

図るとともに、これまで以上に効率的・効果的に執行し、早期供用を図ること。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・北海道横断自動車道が夕張ＩＣ～十勝清水ＩＣまで開通

・一般国道３８号芦別バイパス、赤平バイパスが全線開通

・シーニックバイウェイ北海道「大雪・富良野ルート」指定

・富良野・美瑛広域観光圏整備実施計画認定

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成５年度に工事着手し、盤の沢道路の用地進捗率４４％、事業進捗率１１％、五稜道路の用地進捗率

９５％、事業進捗率１２％となっている。（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

施設の構造や工法等の変更はないが、引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 費用対効果分析に係る項目は平成２５年評価時点。

 



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道４５２号 盤の沢道路・五稜道路 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ばん さわ ごりょう

区分 主体 北海道開発局

起終点 自：北海道芦別市黄金町(盤の沢道路起点) 延長
ほっかいどうあしべつ こ が ね

至：北海道上川郡美瑛町字ルベシベ(五稜道路終点) １８．５km
ほっかいどうかみかわ び え い

事業概要

一般国道４５２号は、夕張市を起点とし、旭川市に至る延長約１１０ｋｍの幹線道路である。

このうち盤の沢道路・五稜道路は、通行不能区間の解消を図り、地域間交流の活性化及び、物流効率化

等の支援を目的とした、芦別市黄金町から上川郡美瑛町字ルベシベに至る延長１８．５ｋｍの事業である。

Ｈ５年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ６年度用地補償着手 Ｈ５年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約４６６億円 事業進捗率 供用済延長 ２．６km

（盤の沢道路：２１２億円） （盤の沢道路） １１％

（五稜道路：２５４億円) （五稜道路） １２％

計画交通量 ４,８００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １.２ ３３３/４１４億円 ４８７/４８７億円 平成２５年

事 業 費： 309/379億円 走行時間短縮便益：410/410億円

(残事業) １.５ 維持管理費： 24/34億円 走行経費減少便益： 66/66億円

交通事故減少便益： 11/11億円

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.3（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=1.3～1.6（交通量±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.3（事業費±10%) 事業費 ：B/C=1.3～1.6（事業費±10%)

事業期間：B/C=1.1～1.2（事業期間±20%) 事業期間：B/C=1.3～1.5（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①通行不能区間の解消

・上川中部圏と中空知圏を結ぶ新たなルートが形成され、時間短縮が図られることにより、移住・定住促進や

交流人口拡大などの地域計画の支援が期待される。

②拠点空港への利便性向上

・旭川空港１時間到達圏域の人口が１６千人増加するなど、旭川空港の利便性向上が期待される。

③新たな広域周遊観光ルートの形成を支援

・芦別市、美瑛・富良野地域、旭川空港を結ぶ新たな広域周遊観光ルートの形成を支援する。

④農産品の流通利便性向上

・輸送時間が短縮され、余裕をもった出荷工程が組めるようになるなど、農産品の流通利便性向上が

期待される。

⑤災害時の緊急輸送ルートの強化

・被害想定地域と空港等の交通拠点を結ぶネットワークが形成されるなど、災害時の緊急輸送ルートの

強化が期待される。

⑥物流効率化により地域産業を支援

・工業団地から旭川空港への利便性が向上することで、輸送コストの縮減や新規受注の増加など、物流

効率化による生産性向上が期待される。

⑦ＣＯ2排出量の削減

・自動車からのＣＯ2排出量２，６０６（t-CO2/年）の削減が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

芦別市など４市２町の首長で構成される｢一般国道４５２号建設促進期成会｣等より早期整備の要望を

受けている。



知事の意見：

通行不能区間の解消により、地域間交流の活性化及び物流効率化等の支援が図られ、道民生活の向上や

経済・社会活動の活性化に寄与することから、当該事業の継続について異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめること。また、徹底したコスト縮減を

図るとともに、これまで以上に効率的・効果的に執行し、早期供用を図ること。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・北海道横断自動車道が夕張ＩＣ～十勝清水ＩＣまで開通

・一般国道３８号芦別バイパス、赤平バイパスが全線開通

・シーニックバイウェイ北海道「大雪・富良野ルート」指定

・富良野・美瑛広域観光圏整備実施計画認定

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成５年度に工事着手し、盤の沢道路の用地進捗率４４％、事業進捗率１１％、五稜道路の用地進捗率

９５％、事業進捗率１２％となっている。（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

施設の構造や工法等の変更はないが、引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 費用対効果分析に係る項目は平成２５年評価時点。

 



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４５号 天間林道路 一般国道

てんまばやし

区分 主体 東北地方整備局

自：青森県上北郡七戸町字附田向
かみきた しちのへまち つくたむかい

起終点 延長 ８．３ｋｍ
至：青森県上北郡七戸町字後 平

かみきた しちのへまち うしろたいら

事業概要

一般国道４５号は宮城県仙台市を起点に太平洋沿岸地域をはじめ八戸市や十和田市を経由し、青森市に
至る延長約６７０．５ｋｍの幹線道路である。
天間林道路は、上北自動車道の一部を形成し、青森県上北郡七戸町字附田向～同県上北郡七戸町字後平

に至る延長８．３ｋｍ、２車線の自動車専用道路である。

Ｈ２４年度事業化 Ｈ１６年度都市計画決定 Ｈ２５年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手
全体事業費 約２６０億円 事業進捗率 １２％ 供用済延長 －ｋｍ
計画交通量 １１,１００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 194億円 ／ 247億円 605億円／605億円
分析結果 2.4 事 業 費 ： 167億円 ／ 220億円 走行時間短縮便益： 496億円／496億円 平成２８年

(残 事 業) 維持管理費 ： 28億円 ／ 28億円 走行経費減少便益： 76億円／76億円
3.1 交通事故減少便益： 33億円／33億円

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=2.2～2.6(交通量 ±10%)【残事業】B/C=2.8～3.4(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=2.3～2.6(事業費 ±10%) B/C=2.9～3.4(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=2.2～2.6(事業期間 ±20%) B/C=2.9～3.3(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・渋滞損失時間：11.6万人・時間/年、渋滞損失削減率：約3割削減

②国土・地域ネットワークの構築
・東北縦貫自動車道八戸線と並行する自専道路としての位置づけ
・当該路線が新たに拠点都市である青森市～八戸市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成

（青森市から八戸市 現況：114分→整備後：91分）
③災害への備え
・青森県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定
・東北縦貫自動車道弘前線（第一次緊急輸送道路）の代替路となる 他５項目に該当

関係する地方公共団体等の意見
○青森県知事の意見
・事業の継続に異存はありません。
・本県においても、国が掲げている「地方創生」、「国土強靭化」を推し進めるためには、高規格幹線
道路網の整備が不可欠であることから、早期整備をお願いします。

・なお、事業の執行にあたっては、引き続き、より一層のコスト縮減に努めていただきますようお願い
します。

○以下の団体等から、「天間林道路」整備促進について要望あり。
・高規格道路建設及び道路整備促進青森県総決起大会
・青森地区国道協議会（会長：青森県）
・青森県東北縦貫自動車道八戸線建設促進期成同盟会（会長：青森市）
・上十三地域広域市町村圏協議会（会長：十和田市）
・上十三地区商工会連絡協議会
・青森県トラック協会上十三支部
・十和田市商工会議所 他



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成２５年３月２４日 上北道路（六戸JCT～上北IC）開通 延長＝７．７ｋｍ

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２４年度に事業化、用地進捗率８５％、事業進捗率１２％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・平成３４年度の供用を目指して事業を実施中

施設の構造や工法の変更等
○機能補償道路の本線横断箇所の集約等を行うことでコスト縮減を図っている

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
青森市と八戸市の連携強化を図り、上北地域の救急医療、企業立地への貢献を図るため、
早期整備の必要性が高い。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４５号 上北天間林道路 一般国道

かみきたてんまばやし

区分 主体 東北地方整備局

自：青森県上北郡東北町大字大浦
かみきた とうほくまち おおうら

起終点 延長 ７．８ｋｍ
至：青森県上北郡七戸町字附田向

かみきた しちのへまち つくたむかい

事業概要

一般国道４５号は宮城県仙台市を起点に太平洋沿岸地域をはじめ八戸市や十和田市を経由し、青森市に
至る延長約６７０．５ｋｍの幹線道路である。
上北天間林道路は、上北自動車道の一部を形成し、青森県上北郡東北町～同県上北郡七戸町に至る延長

７．８ｋｍ、２車線の自動車専用道路である。

Ｈ２０年度事業化 Ｈ１６年度都市計画決定 Ｈ２２年度用地着手 Ｈ２３年度工事着手
全体事業費 約２６９億円 事業進捗率 ８６％ 供用済延長 －ｋｍ
計画交通量 １４,７００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 102億円 ／ 274億円 1059億円／1059億円
分析結果 3.9 事 業 費 ： 75億円 ／ 247億円 走行時間短縮便益： 880億円／ 880億円 平成２６年

(残 事 業) 維持管理費 ： 27億円 ／ 27億円 走行経費減少便益： 104億円／ 104億円
10.4 交通事故減少便益： 75億円／ 75億円

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=3.5～4.3(交通量 ±10%)【残事業】B/C= 9.4～11.4(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=3.8～4.0(事業費 ±10%) B/C= 9.7～11.2(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=3.7～4.0(事業期間 ±20%) B/C=10.0～10.7(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・渋滞損失時間：51.2万人・時間/年、渋滞損失削減率：約5割削減

②国土・地域ネットワークの構築
・東北縦貫自動車道八戸線と並行する自専道路としての位置づけ
・当該路線が新たに拠点都市である青森市～八戸市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成

（青森市から八戸市 現況：114分→整備後：91分）
③災害への備え
・青森県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定
・東北縦貫自動車道弘前線（第一次緊急輸送道路）の代替路となる 他５項目に該当

関係する地方公共団体等の意見
○青森県知事の意見
・事業の継続に異存はありません。
・本県においても、国が掲げている「地方創生」、「国土強靭化」を推し進めるためには、高規格幹線
道路網の整備が不可欠であることから、早期整備をお願いします。

・なお、事業の執行にあたっては、引き続き、より一層のコスト縮減に努めていただきますようお願い
します。

○以下の団体等から、「上北天間林道路」整備促進について要望あり。
・高規格道路建設及び道路整備促進青森県総決起大会
・青森地区国道協議会（会長：青森県）
・青森県東北縦貫自動車道八戸線建設促進期成同盟会（会長：青森市）
・上十三地域広域市町村圏協議会（会長：十和田市）
・上十三地区商工会連絡協議会
・青森県トラック協会上十三支部
・十和田市商工会議所 他

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成２５年３月２４日 上北道路（六戸JCT～上北IC）開通 延長＝７．７ｋｍ
・平成２４年度 天間林道路事業化 延長＝８．３ｋｍ



事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２０年度に事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率８６％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・平成３０年度の供用を目指して事業を実施中

施設の構造や工法の変更等
○付加車線設置計画位置の見直し
○こ道橋交差形状の見直し
○横断水路函渠の削減
等を行うことでコスト縮減を図っている

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
青森市と八戸市の連携強化を図り、上北地域の救急医療、企業立地への貢献を図るため、
早期整備の必要性が高い。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４６号 盛岡西バイパス 一般国道

もりおかにし

区分 主体 東北地方整備局

自：岩手県盛岡市永井第一地割字高屋
もりおか ながいだいいちちわり た か や

起終点 延長 ７．８ｋｍ
至：岩手県盛岡市上 厨 川字前潟

もりおか かみくりやがわ まえがた

事業概要

一般国道４６号は、岩手県盛岡市から秋田県秋田市に至る延長１０７．２ｋｍの主要な幹線道路である。
もりおか あ き た

盛岡西バイパスは盛岡市永井第一地割字高屋から盛岡市上 厨 川字前潟に至る延長７．８ｋｍの４車線（一
もりおかにし もりおか ながいだいいちちわり た か や もりおか かみくりやがわ まえがた

部６車線）道路である。
Ｓ５９年度事業化 Ｓ５９年度都市計画決定 Ｓ６１年度用地着手 Ｓ６２年度工事着手
（H１４年度事業延伸） （H２１年度変更）
全体事業費 ４３０億円 事業進捗率 ７４％ 供用済延長 ７．８km
計画交通量 ３０，３００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体)１．８ １１５億円／ ６２６億円 ８４０億円 ／１，１１０億円
分析結果 事 業 費 ：１００億円／ ５７６億円 走行時間短縮便益：７３９億円／ ９８５億円 平成２５年

(残 事 業 )７．３ 維持管理費 ： １5億円／ ５０億円 走行経費減少便益： ８０億円／ １００億円
交通事故減少便益： ２１億円／ ２５億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.6～2.0(交通量 ±10%)【残事業】B/C=6.7～8.1(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.7～1.8(事業費 ±10%) B/C=6.7～8.0(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.6～1.9(事業期間±20%) B/C=6.7～7.8(事業期間±20%)

事業の効果等
・円滑なモビリティの確保

前潟地区から第三種空港である花巻空港へのアクセスが向上（64分→61分）
・都市の再生

市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとして盛岡南新都市土地区画整理事業と連携

関係する地方公共団体等の意見
・岩手県知事の意見

１． 「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
２． 本県では、盛岡都市圏の交通を円滑化にし、都市機能を高める一般国道４６号の整備促進を求め

ているところです。
「盛岡西バイパス」は、盛岡広域都市圏の渋滞緩和や新たな交通軸形成による新市街地発展に大

きく寄与する重要な事業であることから、暫定２車線区間の４車線化について、早期完成を図って
いただくとともに、盛岡西バイパス南進についても、早期事業化をお願いしたい。

・以下の団体等から、盛岡西バイパスの整備促進について要望あり。
岩手県（知事）、盛岡市（市長）、矢巾町（町長）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。
・平成２５年度全線暫定開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率７４％（うち用地進捗率１００％）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
・通水断面の大きい円形側溝とすることで排水枡及び流末処理工の数を削減し、コスト削減を図った。



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４号 金ヶ瀬拡幅 一般国道

か な が せ

区分 主体 東北地方整備局

自：宮城県刈田郡蔵王町宮
か つ た ざおうまちみや

起終点 延長 ３．７ｋｍ
至：宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬

し ば た おおがわらまち か な が せ

事業概要

一般国道４号は、 東京 都 中央 区から青森市までの福島市、仙台市、盛岡市等の東北地方の主要都市を
とうきよう ちゆうおう あおもり ふくしま せんだい もりおか

結ぶ、延長約874kmの主要幹線道路である。
金ヶ瀬拡幅は、刈田郡蔵王町宮から柴田郡大河原町金ヶ瀬に至る延長3.7kmの４車線拡幅事業である。

Ｈ１６年度事業化 Ｈ６年度都市計画決定 Ｈ１７年度用地着手 Ｈ２１年度工事着手
（Ｈ-年度変更）

全体事業費 ８４億円 事業進捗率 ６５％ 供用済延長 ２．９ km
計画交通量 ２５，２００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体)１．７ ３６億円／９３億円 １１８億円／１５６億円
分析結果 事 業 費 ： ３１億円／８０億円 走行時間短縮便益： １１４億円／１５１億円 平成２５年

(残 事 業)３．２ 維持管理費 ： ５．５億円／１３億円 走行経費減少便益： １．６億円／１.６億円
交通事故減少便益： ２．１億円／３.２億円

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.4～2.0(交通量 ±10%)【残事業】B/C=2.9～3.6(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.6～1.8(事業費 ±10%) B/C=3.0～3.6(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.5～1.9(事業期間±20%) B/C=3.1～3.4(事業期間±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

（現道等における混雑時旅行速度が20㎞/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される）
②安全で安心できるくらしの確保

（三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる）（現況：28分→整備後：23分） 他４項目に該当

関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
・「対応方針（原案）」案のとおり継続で異議ありません。

○以下の団体等から、金ヶ瀬拡幅の整備促進について要望あり
・宮城県（宮城県知事）
・蔵王町（蔵王町長）
・宮城県道路利用者会議（宮城県トラック協会会長）
・国道４号拡幅改良（４車線）建設促進期成同盟会（大崎市長、大衡村長、富谷市長、大和町長）

事業評価監視委員会の意見
・対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率６５％（うち用地進捗率１００％）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
・切土法面（切土段数MAX4段)区間について追加の地質調査実施による土層区分の設定切土

勾配の見直しを行い、コスト縮減を図る。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

：開通済
：事業中
：未事業化□□□

：評価対象区間
：高規格幹線道路
：地域高規格道路
：一般国道
：主要地方道・県道

その他道路凡例凡 例

道路種別

道路種別
：4車線以上
：2車線

その他凡例

：県庁
：市役所
：役 場



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４号 仙台拡幅 一般国道区分 主体 東北地方整備局

自：宮城県仙台市宮城野区苦竹
せんだい み や ぎ の にがたけ

起終点 延長 ４．６ｋｍ
至：宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷

せんだい み や ぎ の つ る が や

事業概要
一般国道４号は、 東京 都 中央 区から青森市までの福島市、仙台市、盛岡市等の東北地方の主要都市を

とうきょう ちゅうおう あおもり ふくしま せんだい もりおか

結ぶ、延長約874kmの主要幹線道路である。
仙台拡幅は、仙台市宮城野区苦竹から宮城野区鶴ヶ谷における延長4.6kmの６車線拡幅事業である。

Ｈ元年度事業化 Ｈ６年度都市計画決定 Ｈ３年度用地着手 Ｈ４年度工事着手
（Ｈ-年度変更）

全体事業費 ２４３億円 事業進捗率 ７３％ 供用済延長 ２．８km
計画交通量 ８２，３００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体)１．３ ６２億円／２９３億円 １０２億円／３８１億円
分析結果 事 業 費 ： ５５億円／２７７億円 走行時間短縮便益： ９６億円／３６１億円 平成２５年

(残 事 業)１．６ 維持管理費 ： ６．３億円／ １６億円 走行経費減少便益： ５．０億円／ １８億円
交通事故減少便益：０．４４億円／１．５億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.3～1.3(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.6～1.7(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.2～1.4(事業費 ±10%) B/C=1.5～1.8(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=0.9～1.7(事業期間±20%) B/C=1.5～1.8(事業期間±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

（渋滞損失時間346.0万人・時間/年、渋滞損失削減率：約８割削減）
②安全で安心できるくらしの確保

（三次救急施設へのアクセス向上）（現況：45分 → 整備後：43分） 他４項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○仙台市長の意見
・事業の継続実施について異議ありません。

○以下の団体等から、仙台拡幅の整備促進について要望あり
・宮城県（宮城県知事）
・仙台市（仙台市長）
・宮城県道路利用者会議（宮城県トラック協会会長）
・仙台都市圏自動車専用道路整備促進期成会（仙台商工会議所会頭）
・国道４号拡幅改良（４号線）建設促進期成同盟会（大崎市長、大衡村長、富谷市長）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変化はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率７３％（うち用地進捗率９９％）（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。



施設の構造や工法の変更等
・建物近接箇所の引込み沈下対策として固結工法から人工軽量盛土材を使用した荷重軽減に変更し、

コスト縮減を図る。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

：開通済
：事業中
：未事業化□□□

：評価対象区間
：高規格幹線道路
：地域高規格道路
：一般国道
：主要地方道・県道

その他道路凡例凡 例

道路種別

道路種別
：4車線以上
：2車線

その他凡例

：県庁
：市役所
：役 場



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道１０８号 古川東バイパス 一般国道区分 主体 東北地方整備局

自：宮城県大崎市古川鶴ヶ埣字新江南
おおさき ふるかわつるがそね しんえみなみ

起終点 延長 ５．１ｋｍ
至：宮城県大崎市古川稲葉字土手内

おおさき ふるかわいなば ど て う ち

事業概要

一般国道１０８号は、宮城県 石巻 市から秋田県由利本荘市に至る延長約１８８㎞の主要幹線道路であ
み や ぎ いしのまき あ き た ゆりほんじよう

る。

古川東 バイパスは、大崎市古川鶴ヶ埣から大崎市古川稲葉に至る延長５．１kmの４車線道路である。
ふるかわひがし おおさき

Ｈ２年度事業化 Ｈ３年度都市計画決定 Ｈ７年度用地着手 Ｈ１９年度工事着手
（Ｈ-年度変更）

全体事業費 ３４０億 事業進捗率 ３２％ 供用済延長 ２．３km
計画交通量 １５，２００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体)１．４ １７４億円／２９０億円 ３０７億円／４１１億円
分析結果 事 業 費 ： １６５億円／２７４億円 走行時間短縮便益：２８１億円／３７８億円 平成２５年

(残 事 業)１．８ 維持管理費 ： ８．９億円／１６億円 走行経費減少便益： ２１億円／ ２５億円
交通事故減少便益：６．２億円／７．６億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.4～1.5(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.6～1.9(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.3～1.5(事業費 ±10%) B/C=1.6～2.0(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.0～3.0(事業期間±8年) B/C=1.5～2.0(事業期間±3年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

（現道等における混雑時旅行速度が20㎞/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される）
②安全で安心できるくらしの確保

（三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる）（現況：28分→整備後：22分） 他５項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
・「対応方針（原案）」案のとおり継続で異議ありません。

○以下の団体等から、古川東バイパスの整備促進について要望あり
・国道１０８号古川東バイパス建設促進期成同盟会（大崎市長、大和町長、白石市長）
・大崎市（大崎市長）
・宮城県（宮城県知事）
・宮城県道路利用者会議（宮城県トラック協会会長）

事業評価監視委員会の意見
・対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率３２％（うち用地進捗率６３％） （平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
・新技術（超高減衰積層ゴム支承）の導入により、コスト縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

：評価対象区間
：高規格幹線道路
：地域高規格道路
：一般国道
：主要地方道・県道

その他道路凡例

道路種別

道路種別
：4車線以上
：2車線

：開通済
：事業中
：未事業化□□□

凡 例

その他凡例

：県庁
：市役所
：役 場



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道１３号 河辺拡幅 一般国道

か わ べ

区分 主体 東北地方整備局

自：秋田県秋田市河辺神内字神内
か わ べじんないあざじんない

起終点 延長 ６．６ｋｍ
至：秋田県秋田市上北手古野

かみきたて こ の

事業概要

一般国道１３号は、福島県福島市から秋田県秋田市に至る延長369.6kmの主要な幹線道路である。

このうち河辺拡幅は、交通混雑の解消、通学路の安全確保、三次救急医療施設へのアクセス性の向上等
か わ べ

を目的とした、秋田市河辺神内字神内から秋田市上北手古野に至る延長6.6kmの事業である。
か わ べじんないあざじんない かみきたて こ の

Ｈ３年度事業化 Ｈ３年度都市計画決定 Ｈ４年度用地着手 Ｈ６年度工事着手
全体事業費 １８０億円 事業進捗率 ５１％ 供用済延長 ３．０km
計画交通量 １７，１００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体)１．３ ７８億円／ ２２６億円 １５１億円／ ３０１億円
分析結果 事 業 費 ： ６７億円／ ２０４億円 走行時間短縮便益：１３１億円／ ２７７億円 平成２８年

(残 事 業)１．９ 維持管理費 ： １１億円／ ２２億円 走行経費減少便益： １３億円／ １８億円
交通事故減少便益： ８.０億円／ ６.３億円

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.2～1.5(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.7～2.1(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.3～1.4(事業費 ±10%) B/C=1.8～2.1(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.2～1.4(事業期間 ±20%) B/C=1.8～2.1(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・大仙市協和地区から第二種空港である秋田空港へのアクセス性が向上（現況：26分→整備後：23分）

②安全で安心できるくらしの確保
・大仙市協和地区から三次救急医療施設である秋田赤十字病院（秋田市）へのアクセス性が向上

（現況：27分→整備後：23分）
関係する地方公共団体等の意見
・秋田県知事の意見
国道１３号は福島市を起点とし、山形市、横手市などを通過して秋田市に至る幹線道路であります。当

該河辺地区では、県南地域や岩手県等と秋田市とを行き交う交通が集中し、慢性的な交通渋滞が発生して
おり、主要幹線道路としての機能強化が求められていまます。
このため、交通混雑の緩和とともに、沿道通学路の安全確保や緊急輸送の安定性などを図るため、当事

業の継続に異存はありませんので、引き続き、早期供用に向けて事業の促進をお願いします。

・以下の団体等から、河辺拡幅の整備促進について要望あり
秋田市（秋田市長）
秋田県（秋田県知事、秋田県議会）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。
平成11年度以降、平成25年度までにL=3.0kmの４車線化が図られている。

事業の進捗状況、残事業の内容等
事業進捗率５１％（うち用地進捗率６８％）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
車両用防護柵３本ビームから２本ビームに減らすことにより、透過性や眺望性に優れ、コスト削減が可

能。



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道7号 二ツ井今 泉道路 区分

一般国道
主体 東北地方整備局

ふ た つ いいまいずみ

自：秋田県能代市二ツ井町小繋
の し ろ ふ た つ い ま ちこつなぎ

起終点 延長 ４．５ｋｍ
至：秋田県北秋田市今 泉

きたあきた いまいずみ

事業概要

一般国道7号は、新潟県新潟市を起点とし青森県青森市へ至る延長約553kmの主要幹線道路である。
二ツ井今泉道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成し、道路の安全性及び災害時のリダンダンシ

ー確保、地域の基盤産業の支援を目的とした能代市二ツ井から北秋田市今泉を結ぶ延長４．５ｋｍの自動
車専用道路である。

Ｈ２４年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２５年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手
（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約１５０億円 事業進捗率 １７％ 供用済延長 － km
計画交通量 １２，６００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体)１．４ 105億円／ 140億円 192億円／ 192億円
分析結果 事 業 費 ： 95億円／ 131億円 走行時間短縮便益：153億円／ 153億円 平成２８年

(残 事 業)１．８ 維持管理費 ：9.5億円／ 9.5億円 走行経費減少便益： 26億円／ 26億円
交通事故減少便益： 13億円／ 13億円

感度分析の結果
【全体事業】 交通量 ：B/C=1.2～1.6(交通量 ±10%) 【残事業】 B/C=1.5～2.1(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.3～1.5(事業費 ±10%) B/C=1.7～2.0(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.3～1.4(事業期間 ±20%) B/C=1.7～1.9(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・第三種空港（大館能代空港）へのアクセス向上が見込まれる（能代市役所～大館能代空港、43分→39

分）。
②物流効率化の支援
・重要港湾（能代港）へのアクセス向上が見込まれる（能代港～小坂町役場、87分→75分）。

③国土・地域ネットワークの構築
・新たに拠点都市間（能代市～大館市）を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（大館市役所～

能代市役所、74分→61分）。
④個性ある地域の形成
・主要な観光地（世界遺産「白神山地」）へのアクセス向上が期待される。

⑤災害への備え
・緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づけがある（一般国道7号は秋田県緊急輸送道路ネットワーク
計画において「第１次緊急輸送道路」に指定）。

・緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。
関係する地方公共団体等の意見
○秋田県知事の意見

・本県では、高速道ネットワークの早期完成を県政の重点施策に位置づけ、未開通区間の整備促進に
全力で取り組んでいるところであります。「二ツ井今泉道路」については、日本海沿岸東北自動車
道の一部を構成し、交通混雑の緩和や交通事故の削減、企業立地の促進、観光振興、救急医療活動
の充実など、多方面にわたる効果が期待できるものと考えていますので、引き続き、コスト縮減に
努めながら早期の開通に向けて事業の促進をお願いします。

・また、高速道路は、全体がつながってこそ一層大きな効果が発現されることから、本道路と併せ、
未事業区間の早期事業化と事業中区間の早期開通など取組の強化をお願いします。

○以下の団体から、二ツ井今泉道路を含む日本海沿岸東北自動車道の整備促進について要望あり
・高速道路の早期全線開通要望（秋田県知事）
・日本海沿岸東北自動車道建設促進秋田県北部期成同盟会（会長 大館市長）
・秋田県北部国道７号整備促進期成同盟会（会長 能代市長）
・北秋田市日沿道・あきた北空港～二ツ井白神間建設促進期成同盟会（会長 北秋田市長）



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・平成25年11月に大館北～小坂間（L=16.1ｋｍ）が開通し、東北自動車道と接続
・平成27年度に現道活用区間（L=18.0km）のうち、能代地区線形改良（L=2.0km）が新規事業化

事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率17％（うち用地進捗率79％）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減
・機能補償のため設置する交差道路２路線の集約、及びこ道橋を側道切回しに変更し、コスト縮減を図

る。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

⼆ツ井今泉道路



再評価結果（平成29年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業 事業
事業名 東北中央自動車道 米沢～米沢北 高速自動車国道 国土交通省

よねざわ よねざわきた

区分 主体 東北地方整備局

自：山形県米沢市万世町
やまがたけんよねざわしばんせいちょう

起終点 延長 ９．０ｋｍ
至：山形県米沢市窪田町

やまがたけんよねざわしくぼたまち

事業概要
東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する延長約268kmの高速自動車国道である。
米沢～米沢北間は、東北中央自動車道の一部を形成し、米沢市万世町から米沢市窪田町に至る延長9.0

㎞の自動車専用道路である。
Ｈ１５年度事業化 Ｈ７年度都市計画決定 Ｈ１９年度用地着手 Ｈ２０年度工事着手

全体事業費 ３３４億円 事業進捗率 ８３％ 供用済延長 ― km
計画交通量 １０，７００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体)１．１ １４７億円／３５２億円 ４００億円／ ４００億円
分析結果 事 業 費 ：１１７億円／３２２億円 走行時間短縮便益：２９４億円／ ２９４億円 平成２５年

(残 事 業)２．７ 維持管理費 ： ３０億円／ ３０億円 走行経費減少便益： ６９億円／ ６９億円
交通事故減少便益： ３７億円／ ３７億円

感度分析の結果
【全体事業】交通量変動：B/C=1.0～1.2(交通量 ±10%)【残事業】交通量変動：B/C=2.5～2.9(交通量 ±10%)

事業費変動：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%) 事業費変動：B/C=2.5～2.9(交通量 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.1～1.2(事業期間±20%) 事業期間変動：B/C=2.6～2.8(事業期間±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・並行区間等の渋滞損失時間：29.5万人・時間／年、並行区間等の渋滞損失削減率：６割削減。
②国土・地域ネットワークの構築

・当該路線が新たに拠点都市間（福島市～米沢市（現況59分⇒整備後55分））を高規格幹線道路で連
絡するルートを構成する。

③個性ある地域の形成
・IC等からのアクセスが向上する主要な観光地（松岬公園（H27観光入込数129万人））が存在する

④安全で安心できるくらしの確保。
・米沢市から公立置賜総合病院（現況30分⇒整備後26分）へのアクセス向上が見込まれる。

⑤災害への備え
・並行区間等の運搬排雪に伴う通行規制区間（上り合計6.2km 下り合計6.4km）の代替路線を形成す
る。

関係する地方公共団体等の意見
○山形県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり、事業継続について同意します。
東北中央自動車道は、格子状骨格道路ネットワークを形成する重要な路線であります。本路線は、災害

時の広域的代替機能の強化や救急医療への対応はもとより、産業、経済、観光の振興を図るためにも極め
て重要で必要不可欠であります。

また、本県では、「やまがた創生総合戦略」や「山形県道路中期計画」において“高速道路・地域高規
格道路の整備”の重要性について盛り込んでおり、早期完成を目指すとともに、着実な予算の確保をお願
いします。

○以下の団体等から、東北中央自動車道（米沢～米沢北）の整備促進について要望あり
・福島市 ・米沢市 ・相馬市 ・伊達市議会連絡協議会 ・山形県町村議会議長会
・置賜総合開発協議会 ・米沢市長 ・南陽市長 ・高畠町長

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率８３％（うち用地進捗率１００％）。



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
・橋梁の伸縮装置に新技術（アルミ合金鋳物製ジョイント）を導入し、コスト縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成29年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業 事業
事業名 一般国道13号 泉田道路 一般国道 国土交通省

いずみた

区分 主体 東北地方整備局

自：山形県新庄市十日町
しんじようしとおかまち

起終点 延長 ８．２ｋｍ
至：山形県新庄市大字昭和

しんじようし しようわ

事業概要
東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する延長約268kmの高速自動車国道である。
泉田道路は、東北中央自動車道の一部を形成し、新庄市十日町から新庄市大字昭和に至る延長8.2㎞の

自動車専用道路である。
Ｈ２４年度事業化 － 都市計画決定 Ｈ２５年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手

全体事業費 １９０億円 事業進捗率 １２％ 供用済延長 ― km
計画交通量 １０，４００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体)１．４ - 億円／１６１億円 - 億円／ ２２７億円
分析結果 事 業 費 ： - 億円／１３５億円 走行時間短縮便益： - 億円／ １９４億円 平成２３年

(残 事 業) － 維持管理費 ： - 億円／ ２６億円 走行経費減少便益： - 億円／ ５.0億円
交通事故減少便益： - 億円／ ２８億円

感度分析の結果
【全体事業】交通量変動：B/C=1.1～1.7(交通量 ±10%)【残事業】交通量変動：B/C= - ～ - (交通量 ±10%)

事業費変動：B/C=1.3～1.5(事業費 ±10%) 事業費変動：B/C= - ～ - (交通量 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.3～1.5(事業期間±20%) 事業期間変動：B/C= - ～ - (事業期間±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・並行区間等の渋滞損失時間：18.1万人・時間/年、並行区間等の渋滞損失削減率：９割削減。
②物流効率化の支援

・最上地域は県内最大のにらの産地であり、関東方面への流通の利便性向上が見込まれる。
③国土・地域ネットワークの構築

・泉田地区市街地部区間は幅員が狭く、特に冬期は路肩の堆雪により更に狭くなるため、現道におけ
る大型車のすれ違い困難区間を解消する。

④安全で安心できるくらしの確保
・金山町から県立中央病院（現況80分⇒整備後72分）へのアクセス向上が見込まれる。

関係する地方公共団体等の意見
○山形県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり、事業継続について同意します。
一般国道13号泉田道路は、格子状骨格道路ネットワークを形成する重要な路線であります。本路線は、

災害時の広域的代替機能の強化や救急医療への対応はもとより、産業、経済、観光の振興を図るためにも
極めて重要で必要不可欠であります。

また、本県では、「やまがた創生総合戦略」や「山形県道路中期計画」において“高速道路・地域高規
格道路の整備”の重要性について盛り込んでおり、早期完成を目指すとともに、着実な予算の確保をお願
いします。

○以下の団体等から新庄古口道路の整備促進について要望あり
・山形県荘内地方町村議会議長会 ・山形県最上地方町村議会議長会
・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進期成同盟会
・山形県町村議会議長会 ・大蔵村長 ・東北中央自動車道建設促進同盟会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。



事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２６年度に工事着手して、用地進捗率５０％、事業進捗率１２％となっている。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
・橋梁の支承に新技術（コンパクト支承）を導入し、コスト縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

泉田道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業 事業 国土交通省
事業名 日本海沿岸東北自動車道（酒田みなと～遊佐） 高速自動車国道

にほんかいえんがんとうほく さ か た ゆ ざ

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：山形県酒田市藤塚 延長 １２．０km
やまがた さ か た ふじつか

至：山形県飽海郡遊佐町北目
やまがた あ くみ ゆ ざ きた め

事業概要

日本海沿岸東北自動車道は、新潟県新潟市を起点として山形県酒田市や秋田県秋田市を経て青森県青森

市に至る延長約320kmの高速自動車国道である。酒田みなと～遊佐間は、日本海沿岸東北自動車道の一部

を形成し、広域的な連携・交流の促進、災害時のリダンダンシーの確保、重要港湾酒田港へのアクセス強

化に寄与することを目的としている。

Ｈ２１年度事業化 Ｈ２１年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 ３１０ 億円 事業進捗率 ２７％ 供用済延長 ―km

計画交通量 １２，９００ 台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．７ 215億円/324億円 540億円/540億円 平成２８年

事 業 費：162億円/271億円 走行時間短縮便益：433億円/433億円

(残事業) ２．５ 維持管理費： 53億円/ 53億円 走行経費減少便益： 79億円/ 79億円

交通事故減少便益： 28億円/ 28億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量変動 ：B/C＝1.5～1.9（交通量±10％）【残事業】B/C＝2.2～2.8（交通量±10％）

事業費変動 ：B/C＝1.6～1.8（事業費±10％） B/C＝2.3～2.7（事業費±10％）

事業期間変動：B/C＝1.5～1.8（事業期間±10％） B/C＝2.3～2.6（事業期間±10％）

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・にかほ市から庄内空港（現況：48分→整備後：42分※）へのアクセス向上が見込まれる

②物流効率化の支援

・にかほ市から酒田港（現況：39分→整備後：38分※）へのアクセス向上が見込まれる

③国土・地域ネットワークの構築

・新たに拠点都市間（酒田市と秋田市 現況：122分→整備後：109分※）を高規格幹線道路で連絡する

ルートを構成する

④安全で安心できるくらしの確保

・遊佐町（吹浦）から日本海総合病院（現況：30分→整備後：24分）へのアクセス向上が見込まれる

⑤災害への備え

・並行する国道7号通行止め時には、国道13号による広域迂回が強いられる区間の代替路線を形成する

※他の事業中区間の効果も含む

関係する地方公共団体等の意見

○山形県知事の意見

・「対応方針（原案）」案のとおり、事業継続について同意します。

・日本海沿岸東北自動車道は、格子状骨格道路ネットワークを形成する重要な路線であります。本路線

は、災害時の広域的代替機能の強化や救急医療への対応はもとより、産業、経済、観光の振興を図る

ためにも極めて重要で必要不可欠であります。

・また、本県では、「やまがた創生総合戦略」や「山形県道路中期計画」において“高速道路・地域高

規格道路の整備”の重要性について盛り込んでおり、早期完成を目指すとともに、沿線遊佐町におい

て「道の駅」構想の具体化が進んでいることからも、供用目標を明らかにし、着実な予算の確保をお

願いします。

○以下の団体等から、酒田みなと～遊佐の整備促進について要望あり

庄内開発協議会（会長：酒田市長）、鶴岡市議会、酒田市議会

日本海沿岸東北自動車道建設促進同盟会

山形県庄内地区道路協議会（会長：酒田市長）、山形県町村議会議長会（会長：三川町議会議長） 他



事業評価監視委員会の意見

・対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率２７％（うち用地進捗率７７％）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・当初はＢ／Ｃ算定のため、便宜的に概ね１０年と設定していたが、今回は予算配分上からの現実的な

期間として、供用予定をＨ３１からＨ３５に４年延長。（ただし、目標宣言ではない）

施設の構造や工法の変更等

・・函渠の削減等により引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事

業

概

要

図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道４７号 余目酒田道路
事業

一般国道
事業 国土交通省あまるめさ か た ど う ろ

区分 主体 東北地方整備局

起終点
自：山形県東田川郡庄 内 町廻舘

延長 １２．７km

ひがしたがわ しようないまちまわたて

至：山形県酒田市東 町
さ か た あずまちょう

事業概要

一般国道４７号は、仙台市から酒田市に至る延長178.5kmの主要な幹線道路である。

余目酒田道路は、地域高規格道路「新庄酒田道路」の一部を形成し、庄内町から酒田市に至る延長１２．

７ｋｍの自動車専用道路である。

Ｈ１６年度事業化 Ｈ１５年度都市計画決定 Ｈ１８年度用地着手 Ｈ１８年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 ６５５億円 事業進捗率 ７８％ 供用済延長 ５.９km

計画交通量 ２１，２００ 台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

費用対効果 (事業全体) １.１
266億円/696億円 776億円/776億円 平成２５年

分析結果
事 業 費：201億円/631億円 走行時間短縮便益：636億円/636億円

(残 事 業) ２.９
維持管理費： 65億円/ 65億円 走行経費減少便益：106億円/106億円

交通事故減少便益： 34億円/ 34億円

感度分析の結果

【事業全体】交 通 量：B/C＝1.01～1.2（交通量±10％） 【残事業】B/C＝2.7～3.2（交通量±10％）

事 業 費：B/C＝1.1 ～1.2（事業費±10％） B/C＝2.7～3.2（事業費±10％）

事業期間：B/C＝1.03～1.2（事業期間±10％） B/C＝2.7～3.1（事業期間±10％）

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・主要渋滞箇所である国道7号大宮交差点や国道47号余目土堤下交差点の旅行速度の改善が期待される

②物流効率化の支援

・新庄市から酒田港（現況：80分→整備後：70分※）へのアクセス向上が見込まれる

③国土・地域ネットワークの構築

・地域高規格道路（新庄酒田道路）の位置づけあり

・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市（酒田市から新庄市 現況：71分→整備後58分※）間を最短時

間で連絡する路線を構成する

④安全で安心できるくらしの確保

・庄内町立川地区から日本海総合病院（現況：30分→整備後24分）へのアクセス向上が見込まれる

※他の事業中区間の効果も含む

関係する地方公共団体等の意見

○山形県知事の意見

・「対応方針（原案）」案のとおり、事業継続について同意します。

・一般国道４７号余目酒田道路は、格子状骨格道路ネットワークを形成する重要な路線であります。本

路線は、災害時の広域的代替機能の強化や救急医療への対応はもとより、産業、経済、観光の振興を

図るためにも極めて重要で必要不可欠であります。特に、コンテナ貨物の急増や大型クルーズ船の誘

致が進む酒田港の利活用においては、大きな役割を担うものであります。

・また、本県では、「やまがた創生総合戦略」や「山形県道路中期計画」において“高速道路・地域高

規格道路の整備”の重要性について盛り込んでおり、早期完成を目指すとともに、着実な予算の確保

と併せ、本区間東側についても早期の事業化に向けた計画段階評価の着手をお願いします。

○以下の団体等から、余目酒田道路の整備促進について要望あり

庄内開発協議会（会長：酒田市長）

国道４７号・新庄酒田地域高規格道路整備促進既成同盟会（会長：新庄市長）

石巻・酒田間地域連携軸強化促進協議会（会長：石巻商工会議所会頭）

酒田商工会議所、山形県庄内地区道路協議会（会長：酒田市長）

最上・荘内地方町村議会議長会、酒田市議会、戸沢村・庄内町地域連携フォーラム実行委員会 他



事業評価監視委員会の意見

・対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・平成27年度 新堀～終点（Ｌ＝5.9㎞）暫定開通

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率７８％（うち用地進捗率９９％）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・平成２９年度起点～新堀IC間（延長6.8km（2/4））開通予定（全線開通（2/4））

施設の構造や工法の変更等

・橋梁工事（庄内こ線橋）に係る事業費増

・改良工事（常万地区）に係る事業費増

・橋梁工事（大野橋Ｂ・Ｃランプ橋）に係る事業費増

・道路構造物工事（防雪柵設置）に係る事業費増

・市街地部の構造変更に係る事業費減

対応方針

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道１３号 福島西道路（Ⅱ期） 一般国道 東北地方整備局

ふくしまにし

区分 主体

自：福島県福島市松川町浅川
ふくしま まつかわ あさかわ

起終点 延長 ６．３ｋｍ
至：福島県福島市大森

ふくしま おおもり

事業概要

一般国道１３号は福島県福島市から秋田県秋田市に至る延長約387㎞の主要な幹線道路である。
福島西道路（Ⅱ期）は、福島市街地の環状道路の一部を形成する福島市松川町浅川から同市大森に至

る延長６．３㎞の４車線道路である。
Ｈ２４年度事業化 Ｈ２３年度都市計画決定 Ｈ２６年度用地着手 Ｈ２８年度工事着手

全体事業費 ２４５億円 事業進捗率 ４％ 供用済延長 ０km
計画交通量 ２２，７００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) １．７ - 億円／１８３億円 - 億円／ ３１５億円
分析結果 事 業 費 ： - 億円／１６１億円 走行時間短縮便益： - 億円／ ２８２億円 平成２３年

(残 事 業) - 維持管理費 ： - 億円／ ２２億円 走行経費減少便益： - 億円／ １４億円
交通事故減少便益： - 億円／ １９億円

感度分析の結果 事業全体について感度分析を実施
【事業全体】交 通 量 変 動 ：B/C=1.4～2.0(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.6～1.9(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.5～1.9(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・福島市南部の交通容量を確保し、国道4号の交通混雑を解消

（国道4号並行区間の混雑度 現況1.07→整備後0.76）
・現道を走行する路線バス（医大・蓬莱団地～福島駅東口）の定時性が向上

②安全で安心できるくらしの確保
・福島市西部から県立医大病院へのアクセスが向上（現況21分→整備後15分）

③災害への備え
・東北自動車道（二本松IC～福島西IC）が通行止めとなった場合の代替路としての機能を強化

関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見
国の対応方針（原案）については、異議はありません。
なお、東日本大震災からの復興を支援するため、早期完成に努めてください。

○以下の団体等から、福島西道路（Ⅱ期）の整備促進について要望あり。
・福島県（福島県知事）
・福島市（福島市長）
・福島県道路整備促進協議会（相馬市長）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２４年事業化、事業進捗率４％ うち用地進捗率12％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
・トンネル坑口部の補助工法で新技術（多重先受工法（エコリムーブ併用））を導入し、コスト縮減を
図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道１２１号 湯野上バイパス 一般国道 東北地方整備局

ゆ の か み

区分 主体

自：福島県南会津郡下郷町大字高陦
みなみあいづ しもごう たかしま

起終点 延長 ８．３ｋｍ
至：福島県南会津郡下郷町大字塩生

みなみあいづ しもごう しおのう

事業概要

会津縦貫南道路は福島県会津若松市から同県南会津郡南会津町に至る延長約50㎞の地域高規格道路（国
道121号・一部118号重複）である。

湯野上バイパスは会津縦貫南道路の一部を形成し、南会津郡下郷町高陦から同町塩生に至る延長8.3㎞、
２車線の自動車専用道路である。

Ｈ２４年度事業化 - Ｈ２５年度用地着手 Ｈ２８年度工事着手
全体事業費 ２４０億円 事業進捗率 ５％ 供用済延長 ０km
計画交通量 ９，２００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) １．３ １７６億円／１９６億円 ２６１億円／ ２６１億円
分析結果 事 業 費 ：１７１億円／１９０億円 走行時間短縮便益：１７１億円／ １７１億円 平成２８年

(残 事 業) １．５ 維持管理費 ： ５.６億円／ ５.６億円 走行経費減少便益： ６６億円／ ６６億円
交通事故減少便益： ２３億円／ ２３億円

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.01～1.7(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.1～1.9(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.2～1.5(事業費 ±10%) B/C=1.3～1.6(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.2～1.5(事業期間 ±20%) B/C=1.3～1.5(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①国土・地域ネットワークの構築
・生活圏中心都市間（南会津町～会津若松市）のアクセスが向上（57分→52分）
・冬期積雪時の現道の大型車同士のすれ違い困難箇所（幅員狭小箇所）を回避するルートを形成

②安全で安心できるくらしの確保
・南会津地域から会津中央病院へのアクセスが向上（70分→65分）

③災害への備え
・異常気象時通行規制区間及び特殊通行規制区間を回避するルートを形成

関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見
国の対応方針（原案）については、異議はありません。
なお、東日本大震災からの復興を支援するため、早期完成に努めてください。

○以下の団体等から、湯野上バイパスの整備促進について要望あり。
・会津地区道路整備促進期成同盟会
・会津縦貫道整備促進期成同盟会
・会津総合開発協議会
・下郷町会津縦貫南道路対策協議会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２４年事業化、事業進捗率５％ うち用地進捗率５３％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
・トンネル内のトンネル路側側溝で新技術を導入、トンネル内舗装工の見直しを行い、コスト縮減を図

る



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４号 鏡 石拡幅 一般国道 東北地方整備局

かがみいし

区分 主体

自：福島県岩瀬郡鏡 石 町久来石
ふくしま い わ せ かがみいしまちきゅうらいし

起終点 延長 ４．５ｋｍ
至：福島県岩瀬郡鏡 石 町高久田

ふくしま い わ せ かがみいしまちた か く だ

事業概要

一般国道４号は、東京都中 央区から青森県青森市に至る延長約８８９ｋｍの主要な幹線道路である。
ちゅうおう あおもり

鏡石拡幅は、岩瀬郡鏡石町久来石から同町高久田に至る延長４．５ｋｍの４車線道路である。

Ｈ１５年度事業化 Ｈ１５年度都市計画決定 Ｈ１９年度用地着手 Ｈ２１年度工事着手
全体事業費 １１２億円 事業進捗率 ７２％ 供用済延長 ０km
計画交通量 ３３，０００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体)２．５ ３３億円／１３２億円 ３３４億円／３３４億円
分析結果 事 業 費 ： ２１億円／１２０億円 走行時間短縮便益： ３０７億円／３０７億円 平成２８年

(残 事 業)１０.１ 維持管理費 ： １２億円／ １２億円 走行経費減少便益： １９億円／ １９億円
交通事故減少便益： ７.７億円／ ７.７億円

感度分析の結果
【事業全体】交 通 量 変 動 ：B/C=2.4～2.6(交通量 ±10%)【残事業】B/C=9.5～10.3(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=2.5～2.6(事業費 ±10%) B/C=9.5～10.7(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=2.4～2.6(事業期間±20%) B/C=9.8～10.4(事業期間±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・主要渋滞箇所である不時沼交差点の旅行速度の改善が期待される（16.3㎞/h→25km/h)）

②安全な生活環境の確保
・沿線に立地する鏡石第一小学校への通学路の安全が確保される

③災害への備え
・東北縦貫自動車道（矢吹IC～須賀川IC）が通行止めとなった場合の代替路としての機能を強化

関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見

国の対応方針（原案）については、異議はありません。
なお、東日本大震災からの復興を支援するため、早期完成に努めてください。

○以下の団体等から、鏡石拡幅の整備促進について要望あり
・郡山地域道路整備促進期成同盟会
・一般国道４号４車線整備促進期成同盟会
・白河国道４号４車線化整備促進活動期成会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成１５年事業化、事業進捗率７２％ うち用地進捗率９７％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
・現況施設の健全度調査により既存の側溝・舗装の再利用を図り、コスト縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

：開通中
：事業中
：未事業化□□□

：評価対象区間
：⾼規格幹線道路
：地域⾼規格道路
：⼀般国道
：主要地⽅道・県道

その他道路凡例凡 例
道路種別

道路種別
：4⾞線以上
：2⾞線

その他凡例

：市役所
：役 場
：H22センサス
交通量
：主要渋滞箇所



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道６号 常 磐バイパス 一般国道
じようばん

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：福島県いわき市勿来町四沢 延長 ２７．７ｋｍ
なこ そ まち し さわ

至：福島県いわき市 平 下神谷
たいらしもかべ や

事業概要
一般国道６号は、東京都から宮城県仙台市に至る約427㎞の主要な幹線道路である。
常磐バイパスは、福島県いわき市内を通過する延長27.7㎞の４車線道路である。

Ｓ４１年度事業化 Ｓ５０年度都市計画決定 Ｓ４３年度用地着手 Ｓ４４年度工事着手

全体事業費 １，０５０億円 事業進捗率 ９５％ 供用済延長 ２０．９km
計画交通量 ２９，４００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
(事業全体) ９０億円／２，６５７億円 ５２２億円／３，９９１億円

費用対効果 １．５ 事 業 費 ：６０億円／２，５４１億円 走行時間短縮便益： ４７２億円／３，４９８億円 平成２６年
分析結果 ( 残 事 業 ) 維持管理費 ３１億円／ １１６億円 走行経費減少便益 １５億円／ ２４１億円

５．８ 交通事故減少便益： ３５億円／ ２５２億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C=1.8～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 7.4～4.4(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.5～1.5(事業費 ±10%) B/C= 5.4～6.2(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.4～1.6(事業期間±20%) B/C= 5.6～5.9(事業期間±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・並行区間等の渋滞損失時間：40万人・時間／年、渋滞損失削減率：約8割削減

②都市の再生
・広域道路整備計画（福島県）に位置づけのある広域道路（交流促進型）を形成する

③災害への備え
・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する
（いわき勿来ＩＣ～いわき四倉ＩＣ）

関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見
国の対応方針（原案）については、異議ありません。
なお、東日本大震災からの復興を支援するため、早期完成に努めてください。

○以下の団体等から、常磐バイパスの整備促進について要望あり
・一般国道６号・４９号いわき地区改築工事促進期成委員会
・福島県浜通り地区国道協議会
・いわき市長

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・昭和４１年に事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率９５％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない

施設の構造や工法の変更等
・蛭田川橋、不動橋、菅波大橋において、アルミ合金鋳物製ジョイントの導入



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道１０６号（宮古盛岡横断道路 宮古 事業
一般国道

事業 国土交通省
み や こ み や こ

～盛岡）宮古～箱石 区分 主体 東北地方整備局
み や こ はこいし

自：岩手県宮古市藤原三丁目
み や こ ふじわらさんちょうめ

起終点 延長 33.0ｋｍ
至：岩手県宮古市箱石第５地割

み や こ はこいしだい ち わ り

事業概要

一般国道１０６号（宮古盛岡横断道路 宮古～盛岡）は、岩手県宮古市から岩手県盛岡市に至る延長約
９０ｋｍの地域高規格道路である。
宮古～箱石は、宮古盛岡横断道路の一部を形成し、岩手県宮古市藤原三丁目から宮古市箱石第５地割に

至る延長３３．０ｋｍの２車線道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約１，０８０億円 事業進捗率 ２８％ 供用済延長 ― km
計画交通量 ５，２００台／日 [宮古～盛岡]

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 1,012億円 ／ 2,278億円 2,089億円／2,453億円
分析結果 １．１（1.03） 事 業 費 ：926億円 ／ 2,172億円 走行時間短縮便益： 1,807億円／2,162億円 平成２８年

［宮古～盛岡］ (残 事 業) 維持管理費 ： 86億円 ／ 106億円 走行経費減少便益： 211億円／ 221億円
２．１（1.9） 交通事故減少便益： 71億円／ 71億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動：B/C=1.03～1.1(交通量 ±10%)【残事業】 B/C=2.0～2.2(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.04～1.1(事業費 ±10%) B/C=1.9～2.3(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.03～1.1(事業期間 ±20%) B/C=2.0～2.2(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・宮古市から第三種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：138分→整備後：110分）

②物流効率化の支援
・宮古市魚市場から東北縦貫自動車道盛岡南ＩＣへのアクセス性が向上（現況：112分→整備後：84分）

③安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市～岩手県高度救命救急センター(移転予定地)

現況：113分→整備後：84分）
④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道106号が緊急輸送道路（第１次路線）に指定

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見

・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進
め、早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応でき
る予算を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・宮古盛岡横断道路一般国道１０６号は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や、安全
な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域をはじめ
とする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事業の進捗を図
っていただきたいと考えております。

○以下の団体等から、宮古盛岡横断道路の整備促進について要望あり
・宮古・盛岡・秋田間国道整備促進期成同盟会
・国道１０６号指定区間編入促進期成同盟会
・国道１０６号地域高規格道路整備促進期成同盟会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・簗川道路 延長６．７ｋｍ（２／２）が平成２５年３月に開通
・都南川目道路（川目ＩＣ～田の沢ＩＣ） 延長２．６ｋｍ（２／２）が平成２８年３月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率２８％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度 宮古西道路（県施工区間） 延長３．３ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３１年度 下川井地区 延長２．０ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３２年度 宮古西道路 延長４．０ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３２年度 川井～箱石地区 延長７．０ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３２年度 蟇目～腹帯地区 延長７．０ｋｍ（２／２） 開通予定

施設の構造や工法の変更等
・仮設材（工事用道路）として使用した洗掘防止剤（袋詰根固材）を根固として転用

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道１０６号（宮古盛岡横断道路 宮古 事業
一般国道

事業 国土交通省
みや こ

～盛岡）平津戸・岩井～松草 区分 主体 東北地方整備局
ひ ら つ と い わ い まつくさ

自：岩手県宮古市平津戸
み や こ ひ ら つ と

起終点 延長 ７．０ｋｍ
至：岩手県宮古市区界第４地割

み や こ くざかいだい ち わ り

事業概要

一般国道１０６号（宮古盛岡横断道路 宮古～盛岡）は、岩手県宮古市から岩手県盛岡市に至る延長約
６６ｋｍの地域高規格道路である。
平津戸・岩井～松草はその一部を形成し、岩手県宮古市平津戸から宮古市区界第４地割に至る延長７．

０ｋｍの２車線道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約３８７億円 事業進捗率 ５１％ 供用済延長 － km
計画交通量 ５，２００台／日 [宮古～盛岡]

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 1,012億円 ／ 2,278億円 2,089億円／2,453億円
分析結果 １．１（0.5） 事 業 費：926億円 ／ 2,172億円 走行時間短縮便益： 1,807億円／2,162億円 平成２８年

［宮古～盛岡］ (残 事 業) 維持管理費： 86億円 ／ 106億円 走行経費減少便益： 211億円／ 221億円
２．１（1.3） 交通事故減少便益： 71億円／ 71億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動：B/C=1.03～1.1(交通量 ±10%)【残事業】 B/C=2.0～2.2(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.04～1.1(事業費 ±10%) B/C=1.9～2.3(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.03～1.1(事業期間 ±20%) B/C=2.0～2.2(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・宮古市から第三種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：138分→整備後：110分）

②物流効率化の支援
・宮古市魚市場から東北縦貫自動車道盛岡南ＩＣへのアクセス性が向上（現況：112分→整備後：84分）

③安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市～岩手県高度救命救急センター(移転予定地)

現況：113分→整備後：84分）
④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道106号が緊急輸送道路（第１次路線）に指定

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見

・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進
め、早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応でき
る予算を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・宮古盛岡横断道路一般国道１０６号は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や、安全
な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域をはじめ
とする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事業の進捗を図
っていただきたいと考えております。

○以下の団体等から、宮古盛岡横断道路の整備促進について要望あり
・宮古・盛岡・秋田間国道整備促進期成同盟会
・国道１０６号指定区間編入促進期成同盟会
・国道１０６号地域高規格道路整備促進期成同盟会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・簗川道路 延長６．７ｋｍ（２／２）が平成２５年３月に開通
・都南川目道路（川目ＩＣ～田の沢ＩＣ） 延長２．６ｋｍ（２／２）が平成２８年３月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率７２％、事業進捗率５１％ （平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない

施設の構造や工法の変更等
・橋梁（下部工）の見直し

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道１０６号（宮古盛岡横断道路 宮古 事業
一般国道

事業 国土交通省
みや こ

～盛岡） 区界～簗川 区分 主体 東北地方整備局
くざかい やながわ

自：岩手県宮古市区界第１地割
み や こ くざかいだい ち わ り

起終点 延長 ８．０ｋｍ
至：岩手県盛岡市簗川第６地割

やながわだい ち わ り

事業概要

一般国道１０６号（宮古盛岡横断道路 宮古～盛岡）は、岩手県宮古市から岩手県盛岡市に至る延長約
６６ｋｍの地域高規格道路である。
区界～簗川は、宮古盛岡横断道路の一部を形成し、岩手県宮古市区界第１地割から盛岡市簗川第６地割

に至る延長８．０ｋｍの２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約４６３億円 事業進捗率 ４３％ 供用済延長 ― km
計画交通量 ５，２００台／日 [宮古～盛岡]

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 1,012億円 ／ 2,278億円 2,089億円／2,453億円
分析結果 １．１（0.5） 事 業 費 ：926億円 ／ 2,172億円 走行時間短縮便益： 1,807億円／2,162億円 平成２８年

［宮古～盛岡］ (残 事 業) 維持管理費 ： 86億円 ／ 106億円 走行経費減少便益： 211億円／ 221億円
２．１（1.3） 交通事故減少便益： 71億円／ 71億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動：B/C=1.03～1.1(交通量 ±10%)【残事業】 B/C=2.0～2.2(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.04～1.1(事業費 ±10%) B/C=1.9～2.3(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.03～1.1(事業期間 ±20%) B/C=2.0～2.2(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・宮古市から第三種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：138分→整備後：110分）

②物流効率化の支援
・宮古市魚市場から東北縦貫自動車道盛岡南ＩＣへのアクセス性が向上（現況：112分→整備後：84分）

③安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市～岩手県高度救命救急センター(移転予定地)

現況：113分→整備後：84分）
④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道106号が緊急輸送道路（第１次路線）に指定

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見

・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進
め、早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応でき
る予算を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・宮古盛岡横断道路一般国道１０６号は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や、安全
な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域をはじめ
とする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事業の進捗を図
っていただきたいと考えております。

○以下の団体等から、宮古盛岡横断道路の整備促進について要望あり
・宮古・盛岡・秋田間国道整備促進期成同盟会
・国道１０６号指定区間編入促進期成同盟会
・国道１０６号地域高規格道路整備促進期成同盟会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・簗川道路 延長６．７ｋｍ（２／２）が平成２５年３月に開通
・都南川目道路（川目ＩＣ～田の沢ＩＣ） 延長２．６ｋｍ（２／２）が平成２８年３月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率４３％ （平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３２年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
・トンネルの路側側溝の見直しによりコスト縮減対策に取り組んでいる。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道１０６号（宮古盛岡横断道路 宮 事業
一般国道

事業 国土交通省
みや こ

古～盛岡）都南川目道路 区分 主体 東北地方整備局
と な ん か わ め

自：岩手県盛岡市川目第５地割
か わ めだい ち わ り

起終点 延長 ６．０ｋｍ
至：岩手県盛岡市手代森

てしろもり

事業概要

一般国道１０６号（宮古盛岡横断道路 宮古～盛岡）は、岩手県宮古市から岩手県盛岡市に至る延長約
６６ｋｍの地域高規格道路である。
都南川目道路は、宮古盛岡横断道路の一部を形成し、岩手県盛岡市川目第５地割から盛岡市手代森に至

る延長６．０ｋｍの２車線の自動車専用道路である。
Ｈ９年度事業化 Ｈ１３都市計画決定 Ｈ１５年度用地着手 Ｈ１８年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約３１８億円 事業進捗率 ６９％ 供用済延長 ２．６ km
計画交通量 ５，２００台／日 [宮古～盛岡]

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 1,012億円 ／ 2,278億円 2,089億円／2,453億円
分析結果 １．１（1.2） 事 業 費 ：926億円 ／ 2,172億円 走行時間短縮便益： 1,807億円／2,162億円 平成２８年

［宮古～盛岡] (残 事 業) 維持管理費 ： 86億円 ／ 106億円 走行経費減少便益： 211億円／ 221億円
２．１（3.8） 交通事故減少便益： 71億円／ 71億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動：B/C=1.03～1.1(交通量 ±10%)【残事業】 B/C=2.0～2.2(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.04～1.1(事業費 ±10%) B/C=1.9～2.3(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.03～1.1(事業期間 ±20%) B/C=2.0～2.2(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・宮古市から第三種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：138分→整備後：110分）

②物流効率化の支援
・宮古市魚市場から東北縦貫自動車道盛岡南ＩＣへのアクセス性が向上（現況：112分→整備後：84分）

③安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市～岩手県高度救命救急センター(移転予定地)

現況：113分→整備後：84分）
④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道106号が緊急輸送道路（第１次路線）に指定

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見

・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進
め、早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応でき
る予算を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・宮古盛岡横断道路一般国道１０６号は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や、安全
な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域をはじめ
とする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事業の進捗を図
っていただきたいと考えております。

○以下の団体等から、宮古盛岡横断道路の整備促進について要望あり
・宮古・盛岡・秋田間国道整備促進期成同盟会
・国道１０６号指定区間編入促進期成同盟会
・国道１０６号地域高規格道路整備促進期成同盟会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・簗川道路 延長６．７ｋｍ（２／２）が平成２５年３月に開通
・都南川目道路（川目ＩＣ～田の沢ＩＣ） 延長２．６ｋｍ（２／２）が平成２８年３月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成９年度に事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率６９％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３１年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
・トンネルの路側側溝の見直しによりコスト縮減対策に取り組んでいる。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

一般国道２８３号（東北横断自動車道 釜石 事業 事業 国土交通省
かまいし

事業名 一般国道
秋田線 釜石～花巻）釜石～釜石西 区分 主体 東北地方整備局
あ き た かまいし はなまき かまいし かまいしにし

自：岩手県釜石市甲子町第１３地割
かまいし かっしちょうだい ち わ り

起終点 延長 ６．０ｋｍ
至：岩手県釜石市甲子町第７地割

かまいし かっしちょうだい ち わ り

事業概要

一般国道２８３号（東北横断自動車道釜石秋田線 釜石～花巻）は、岩手県釜石市から岩手県花巻市に
至る延長約８５ｋｍの高規格幹線道路である。
釜石～釜石西は、東北横断自動車道釜石秋田線の一部を形成し、岩手県釜石市甲子町第１３地割～岩手

県釜石市甲子町第７地割に至る延長６．０ｋｍ、２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約２６５億円 事業進捗率 ５６％ 供用済延長 － ｋｍ
計画交通量 ９，０００台／日［釜石～花巻］

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 197億円／ 864億円 830億円／ 1731億円
分析結果 ２．０（1.01） 事 業 費 ：141億円／ 704億円 走行時間短縮便益：715億円／ 1554億円 平成２８年

［釜石～花巻］ (残 事 業) 維持管理費 ： 56億円／ 160億円 走行経費減少便益： 67億円／ 88億円
４．２（4.3） 交通事故減少便益： 48億円／ 89億円

感度分析の結果［釜石～花巻］
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.9 ～2.0(交通量 ±10%) 【残事業】B/C=4.1～4.3(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=2.0 ～2.0(事業費 ±10%) B/C=3.9～4.5(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.9 ～2.1(事業期間 ±20%) B/C=4.1～4.3(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・釜石市から第3種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：89分 → 整備後：78分）

②物流効率化の支援
・北上市から重要港湾である釜石港へのアクセス性が向上（現況：90分 → 整備後：79分）

③個性ある地域の形成
・ラグビーワールドカップ2019釜石会場での円滑な大会運営を支援

（花巻空港～釜石鵜住居復興スタジアム(予定地) 現況：100分 → 整備後：79分）
④安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（釜石市～岩手医科大学附属病院 現況:122分→整備後:111分）

⑤災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道283号が「第一次緊急輸送道路」に指定

⑥災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見
・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進め、
早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応できる予算
を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・東北横断自動車道釜石秋田線一般国道２８３号は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構
築や、安全な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地
域をはじめとする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事業
の進捗を図っていただきたいと考えております。



○以下の団体等から、「東北横断自動車道釜石秋田線の整備促進について」要望あり
・東北横断自動車道釜石秋田線、釜石・花巻間建設促進期成同盟会
・東北横断自動車道釜石秋田線沿線市町村連絡協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・釜石港湾振興協議会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・宮守ＩＣ～東和ＩＣ 延長２３．７ｋｍ（２／４）が平成２４年１１月に開通
・遠野ＩＣ～宮守ＩＣ 延長９．０ｋｍ（２／２）が平成２７年１２月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率９３％、事業進捗率５６％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度 釜石ＪＣＴ(仮)～釜石西ＩＣ(仮) 延長６．０ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３０年度 遠野住田ＩＣ～遠野ＩＣ 延長１１．０ｋｍ（２／２） 開通予定

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減
・トンネル路側側溝の見直し

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道２８３号（東北横断自動車道釜石 事業 一般国道 事業 国土交通省
かまいし

秋田線 釜石～花巻）遠野住田～遠野 区分 主体 東北地方整備局
あ き た かまいし はなまき と お の す み た と お の

自：岩手県遠野市上 郷 町平倉
と お の かみごうちょうひらくら

起終点 延長 １１．０ｋｍ
至：岩手県遠野市綾 織 町新里

と お の あやおりちょうにいさと

事業概要

一般国道２８３号（東北横断自動車道釜石秋田線 釜石～花巻）は、岩手県釜石市から岩手県花巻市に
至る約８０ｋｍの高規格幹線道路である。
遠野住田～遠野はその一部を形成し、岩手県遠野市上郷町平倉から遠野市綾織町新里に至る延長１１．

０ｋｍの２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約３１０億円 事業進捗率 ４６％ 供用済延長 － km
計画交通量 ９，０００台／日［釜石～花巻］

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 197億円／ 864億円 830億円／ 1731億円
分析結果 ２．０（1.7） 事 業 費 ：141億円／ 704億円 走行時間短縮便益：715億円／ 1554億円 平成２８年

［釜石～花巻］ (残 事 業) 維持管理費 ： 56億円／ 160億円 走行経費減少便益： 67億円／ 88億円
４．２（4.3） 交通事故減少便益： 48億円／ 89億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.9 ～2.0(交通量 ±10%) 【残事業】B/C=4.1～4.3(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=2.0 ～2.0(事業費 ±10%) B/C=3.9～4.5(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.9 ～2.1(事業期間 ±20%) B/C=4.1～4.3(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・釜石市から第三種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：89分→整備後：78分）

②物流効率化の支援
・北上市から重要港湾である釜石港へのアクセス性が向上（現況：90分→整備後：79分）

③個性ある地域の形成
・ラグビーワールドカップ2019釜石会場での円滑な大会運営を支援

（花巻空港～釜石鵜住居復興スタジアム(予定地) 現況：100分→整備後：79分）
④安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（釜石市～岩手県高度救命救急センター 現況：122分

→整備後：111分）
⑤災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道283号が緊急輸送道路（第１次路線）に指定

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見
・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進め、
早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応できる予算
を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・東北横断自動車道釜石秋田線一般国道２８３号は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構
築や、安全な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地
域をはじめとする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事業
の進捗を図っていただきたいと考えております。



○以下の団体等から、東北横断自動車道釜石秋田線の整備促進について要望あり
・東北横断自動車道釜石秋田線、釜石・花巻間建設促進期成同盟会
・東北横断自動車道釜石秋田線沿線市町村連絡協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・釜石港湾振興協議会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・宮守ＩＣ～東和ＩＣ 延長２３．７ｋｍ（２／４）が平成２４年１１月に開通
・遠野ＩＣ～宮守ＩＣ 延長９．０ｋｍ（２／２）が平成２７年１２月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率４６％ （平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減
・機能補償道路の横断方法の変更

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

一般国道４５号 三陸沿岸道路 事業 事業 国土交通省
さんりく

事業名 一般国道
（山田～宮古 南 ） 区分 主体 東北地方整備局

や ま だ み や こみなみ

自：岩手県下閉伊郡山田町山田
し も へ い や ま だまちや ま だ

起終点 延長 １４．０ｋｍ
至：岩手県宮古市金浜

み や こ かなはま

事業概要

一般国道４５号（三陸沿岸道路 釜石ＪＣＴ（仮）～宮古中央ＩＣ）は、岩手県釜石市～岩手県宮古市
に至る約５０ｋｍの復興道路である。
山田～宮古南は、三陸沿岸道路の一部を形成し、岩手県下閉伊郡山田町山田～宮古市金浜に至る延長１

４．０ｋｍの２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約５７０億円 事業進捗率 ６４％ 供用済延長 － ｋｍ
計画交通量 １１，８００台／日［釜石～宮古］

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 353億円／ 1,440億円 2,195億円／2,195億円
分析結果 １．５（2.0） 事 業 費 ： 250億円／ 1,338億円 走行時間短縮便益：1,729億円／1,729億円 平成２８年

［釜石～宮古］ (残 事 業) 維持管理費 ： 102億円／ 102億円 走行経費減少便益： 314億円／ 314億円
６．２（11.1） 交通事故減少便益： 152億円／ 152億円

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.4～1.7(交通量 ±10%)【残事業】B/C=5.6～6.9(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.5～1.6(事業費 ±10%) B/C=5.8～6.7(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.5～1.6(事業期間 ±20%) B/C=6.0～6.4(事業期間 ±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保
・宮古市から第３種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：162分→整備後：135分）

②物流効率化の支援
・釜石市から重要港湾である宮古港へのアクセスが向上（現況：67分→整備後：49分）

③安全で安心できる暮らしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市～大船渡病院 現況：114分→整備後：95分）

④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定

⑤災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見
・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進め、
早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応できる予算
を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・三陸沿岸道路を構成する「一般国道４５号釜石～宮古」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワー
クの構築や、安全な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿
岸地域をはじめとする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事
業の進捗を図っていただきたいと考えております。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸地区国道協議会
・岩手県三陸縦貫自動車道整備促進期成同盟会
・国道45号岩手整備促進期成同盟会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率９７％、事業進捗率６４％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成２９年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減
・軟弱地盤置換工の材料変更

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

一般国道４５号（三陸沿岸道路） 事業 事業 国土交通省
さんりく

事業名 一般国道
釜石山田道路 区分 主体 東北地方整備局
かまいしや ま だ

自：岩手県釜石市甲子町第１３地割
かまいし かっしちょうだい ち わ り

起終点 延長 ２３．０ｋｍ
至：岩手県下閉伊郡山田町船越

し も へ い や ま だまちふなこし

事業概要

一般国道４５号（三陸沿岸道路 釜石ＪＣＴ～宮古中央ＩＣ）は、岩手県釜石市から岩手県宮古市に至
る約５０ｋｍの復興道路である。
釜石山田道路は、三陸沿岸道路の一部を形成し、岩手県釜石市甲子町第１３地割～下閉伊郡山田町船越

に至る延長２３．０ｋｍの２車線の自動車専用道路である。
Ｈ５年度事業化 Ｈ８年度都市計画決定 Ｈ１３年度用地着手 Ｈ１６年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約１，０１８億円 事業進捗率 ７６％ 供用済延長 ４．６ｋｍ
計画交通量 １１，８００台／日［釜石～宮古］

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 335億円／ 1,440億円 2,195億円／2,195億円
分析結果 １．５（1.2） 事 業 費 ： 250億円／ 1,338億円 走行時間短縮便益：1,729億円／1,729億円 平成２８年

［釜石～宮古］ (残 事 業) 維持管理費 ： 102億円／ 102億円 走行経費減少便益： 314億円／ 314億円
６．２（5.5） 交通事故減少便益： 152億円／ 152億円

感度分析の結果［釜石～宮古］
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.4～1.7(交通量 ±10%)【残事業】B/C=5.6～6.9(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.5～1.6(事業費 ±10%) B/C=5.8～6.7(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.5～1.6(事業期間 ±20%) B/C=6.0～6.4(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・山田町から第３種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：128分 → 整備後：109分）

②物流効率化の支援
・山田町から重要港湾である釜石港へのアクセスが向上（現況：39分 → 整備後：30分）

③安全で安心できる暮らしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市～大船渡病院 現況：114分 → 整備後：95分）

④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定

⑤災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見
・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進め、
早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応できる予算
を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・三陸沿岸道路を構成する「一般国道４５号釜石～宮古」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワー
クの構築や、安全な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿
岸地域をはじめとする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事
業の進捗を図っていただきたいと考えております。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸地区国道協議会
・岩手県三陸縦貫自動車道整備促進期成同盟会
・国道45号岩手整備促進期成同盟会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・釜石港湾振興協議会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・陸前高田ＩＣ～通岡ＩＣ 延長４．１ｋｍ（２／４）が平成２６年３月に開通
・三陸ＩＣ～吉浜ＩＣ 延長３．６ｋｍ（２／２）が平成２７年１１月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成５年度に事業化、用地進捗率９６％、事業進捗率７６％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度 釜石ＪＣＴ（仮）～釜石両石ＩＣ 延長５．６ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３０年度 大槌ＩＣ（仮）～山田南ＩＣ 延長８．０ｋｍ（２／２） 開通予定

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減
・新技術（高所法面掘削機による掘削工法）を採用

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

一般国道４５号（三陸沿岸道路） 事業 事業 国土交通省
さんりく

事業名 一般国道
吉浜～釜石 区分 主体 東北地方整備局
よしはま かまいし

自：岩手県大船渡市三 陸 町吉浜
おおふなと さんりくちょうよしはま

起終点 延長 １４．０ｋｍ
至：岩手県釜石市甲子町第１３地割

かまいし かっしちょうだい ち わ り

事業概要

一般国道４５号（三陸沿岸道路 登米ＩＣ～釜石ＪＣＴ）は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る約
１１０ｋｍの復興道路である。
吉浜～釜石は、三陸沿岸道路の一部を形成し、岩手県大船渡市三陸町吉浜～釜石市甲子町第１３地割に

至る延長１４．０ｋｍの２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約８６８億円 事業進捗率 ５１％ 供用済延長 － ｋｍ
計画交通量 １１，９００台／日［登米～釜石］

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 1,251億円／4,370億円 2,688億円／5,409億円
分析結果 １．２（1.6） 事 業 費：1,100億円／4,144億円 走行時間短縮便益：2,099億円／4,401億円 平成２８年

［登米～釜石］ (残 事 業) 維持管理費： 151億円／ 226億円 走行経費減少便益： 485億円／ 754億円
２．１（6.0） 交通事故減少便益： 104億円／ 255億円

感度分析の結果［登米～釜石］
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.2～1.3(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.8～2.5(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.1～1.4(事業費 ±10%) B/C=2.0～2.4(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.2～1.3(事業期間 ±20%) B/C=2.1～2.2(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・大船渡市吉浜地区から第３種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況:114分→整備後:95分）

②物流効率化の支援
・大船渡市から重要港湾である釜石港へのアクセスが向上（現況：47分 →整備後：41分）

③安全で安心できる暮らしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（釜石市～大船渡病院 現況：43分 →整備後：35分）

④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定

⑤災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見
・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進め、
早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応できる予算
を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・三陸沿岸道路を構成する「一般国道４５号登米～釜石」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワー
クの構築や、安全な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿
岸地域をはじめとする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事
業の進捗を図っていただきたいと考えております。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸沿岸都市会議
・岩手県三陸縦貫自動車道整備促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・気仙沼市、南三陸町、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・陸前高田ＩＣ～通岡ＩＣ 延長４．１ｋｍ（２／４）が平成２６年３月に開通
・三陸ＩＣ～吉浜ＩＣ 延長３．６ｋｍ（２／２）が平成２７年１１月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率５１％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度 吉浜ＩＣ～釜石ＪＣＴ（仮） 延長１４．０ｋｍ（２／２） 開通予定

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減
・枝・抜根材を植生基材吹付チップへ利用

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

一般国道45号 （三陸沿岸道路） 事業 事業 国土交通省
さんりくえんがんどうろ

事業名 唐桑北～陸前高田 一般国道

からくわきた りくぜんたかた

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：宮城県気仙沼市唐 桑 町舘 延長 １０．０ｋｍ
けせんぬま からくわちようたて

至：岩手県陸前高田市竹 駒 町相川
りくぜんたかた たけこまちようあいかわ

事業概要
一般国道４５号（三陸沿岸道路 登米ＩＣ～釜石ＪＣＴ）は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る

約110㎞の復興道路である。
三陸沿岸道路（唐桑北～陸前高田）は、三陸沿岸道路の一部を形成し、宮城県気仙沼市から岩手県

陸前高田市へ至る延長10.0㎞、２車線の自動車専用道路である。

Ｈ２３年度事業化 Ｈ-年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手
（Ｈ-年度変更）

全体事業費 約６８４億円 事業進捗率 ５５％ 供用済延長 ― km
計画交通量 １１，９００台／日【登米～釜石】

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) １,２５１億円／ ４,３７０億円 ２,６８８億円／ ５,４０９億円
分析結果 １．２（０．８） 事 業 費 ： １,１００億円／ ４,１４４億円 走行時間短縮便益： ２,０９９億円／ ４,４０１億円
【登米～ ( 残 事 業 ) 維持管理費 ： １５１億円／ ２２６億円 走行経費減少便益： ４８５億円／ ７５４億円 平成２８年

釜石】 ２．１（２．７） 交通事故減少便益： １０４億円／ ２５５億円
感度分析の結果 【登米～釜石】
【事業全体】交通量 ：B/C=1.2～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 1.8～ 2.5(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.4(事業費 ±10%) B/C= 2.0～ 2.4(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.2～1.3(事業期間±20%) B/C= 2.1～ 2.2(事業期間±20%)

事業の効果等

①災害への備え
・宮城県、岩手県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定
・国道45号（第一次緊急輸送道路）の代替路となる

②災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり継続で異議ありません。

○岩手県知事の意見
「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
三陸沿岸道路を構成する「一般国道45号登米～釜石」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの

構築や、安全な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域を
はじめとする本県の復興に欠くことできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事業の進捗を図っ
ていただきたい。
○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸縦貫自動車道・アクセス道路建設促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会
・気仙沼・本吉地方三陸縦貫自動車道整備促進連絡協議会
・気仙沼市、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会
・三陸沿岸都市会議（八戸市、久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市）



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率５５％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

：一般国道
：主要地方道・県道

その他道路凡例
道路種別

その他凡例

：市役所
：役 場
：H22センサス

交通量

凡 例

：開通済
：事業中（開通見通し公表）
：事業中（開通見通し未公表）
：現道活用区間
：IC、JCT



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

一般国道45号 （三陸沿岸道路） 事業 事業 国土交通省
さんりくえんがんどうろ

事業名 気仙沼～唐桑 南 一般国道
けせんぬま からくわみなみ

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：宮城県気仙沼市松崎高谷 延長 ９．０ｋｍ
けせんぬま まつざきた か や

至：宮城県気仙沼市唐 桑 町只越
けせんぬま からくわちようただこし

事業概要
一般国道４５号（三陸沿岸道路 登米ＩＣ～釜石ＪＣＴ）は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る

約110㎞の復興道路である。
三陸沿岸道路（気仙沼～唐桑南）は、三陸沿岸道路の一部を形成し、宮城県気仙沼市内を通過する

延長9.0㎞、２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ-年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手

（Ｈ-年度変更）
全体事業費 約１,０７１億円 事業進捗率 ４６％ 供用済延長 ー km
計画交通量 １１，９００台／日【登米～釜石】

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) １,２５１億円／ ４,３７０億円 ２,６８８億円／ ５,４０９億円
分析結果 １．２（１．４） 事 業 費 ： １,１００億円／ ４,１４４億円 走行時間短縮便益： ２,０９９億円／ ４,４０１億円
【登米～ ( 残 事 業 ) 維持管理費 ： １５１億円／ ２２６億円 走行経費減少便益： ４８５億円／ ７５４億円 平成２８年

釜石】 ２．１（２．７） 交通事故減少便益： １０４億円／ ２５５億円
感度分析の結果【登米～釜石】
【事業全体】交通量 ：B/C=1.2～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 1.8～ 2.5(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.4(事業費 ±10%) B/C= 2.0～ 2.4(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.2～1.3(事業期間±20%) B/C= 2.1～ 2.2(事業期間±20%)

事業の効果等

①安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（気仙沼市～石巻赤十字病院 現況：102分→整備後：69分）

②災害への備え
・宮城県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定
・国道45号（第一次緊急輸送道路）の代替路となる

③災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり継続で異議ありません。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸縦貫自動車道・アクセス道路建設促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会
・気仙沼・本吉地方三陸縦貫自動車道整備促進連絡協議会
・気仙沼市、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会
・三陸沿岸都市会議（八戸市、久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度事業化、用地進捗率８０％、事業進捗率４６％（平成２８年３月末時点）



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３１年度：気仙沼ＩＣ(仮)～気仙沼港ＩＣ(仮)間 延長１．７ｋｍ（2/2）開通予定

施設の構造や工法の変更等
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

：一般国道
：主要地方道・県道

その他道路凡例
道路種別

その他凡例

：市役所
：役 場
：H22センサス
交通量

凡 例

：開通済
：事業中（開通見通し公表）
：事業中（開通見通し未公表）
：現道活用区間
：IC、JCT



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道45号(三陸沿岸道路)本吉気仙沼道路 一般国道
さんりくえんがんどうろ もとよしけせんぬま

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：宮城県気仙沼市本 吉 町九多丸 延長 ７．１ｋｍ
けせんぬま もとよしちよう く だ ま る

至：宮城県気仙沼市松崎高谷
けせんぬま まつざきた か や

事業概要
一般国道４５号（三陸沿岸道路 登米ＩＣ～釜石ＪＣＴ）は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る

約110㎞の復興道路である。
本吉気仙沼道路は、三陸沿岸道路の一部を形成し、宮城県気仙沼市内を通過する延長7.1㎞、２車線の

自動車専用道路である。
Ｈ１８年度事業化 Ｈ１８年度都市計画決定 Ｈ２０年度用地着手 Ｈ２１年度工事着手

（Ｈ-年度変更）
全体事業費 約２５５億円 事業進捗率 ８５％ 供用済延長 ー km
計画交通量 １１，９００台／日【登米～釜石】

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) １,２５１億円／ ４,３７０億円 ２,６８８億円／ ５,４０９億円
分析結果 １．２（１．７） 事 業 費 ： １,１００億円／ ４,１４４億円 走行時間短縮便益： ２,０９９億円／ ４,４０１億円
【登米～ ( 残 事 業 ) 維持管理費 ： １５１億円／ ２２６億円 走行経費減少便益： ４８５億円／ ７５４億円 平成２８年

釜石】 ２．１（８．６） 交通事故減少便益： １０４億円／ ２５５億円
感度分析の結果【登米～釜石】
【事業全体】交通量 ：B/C=1.2～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 1.8～ 2.5(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.4(事業費 ±10%) B/C= 2.0～ 2.4(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.2～1.3(事業期間±20%) B/C= 2.1～ 2.2(事業期間±20%)

事業の効果等

①安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（気仙沼市～石巻赤十字病院 現況：102分→整備後：69分）

②災害への備え
・宮城県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定
・国道45号（第一次緊急輸送道路）の代替路となる

③災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり継続で異議ありません。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸縦貫自動車道・アクセス道路建設促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会
・気仙沼・本吉地方三陸縦貫自動車道整備促進連絡協議会
・気仙沼市、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会
・三陸沿岸都市会議（八戸市、久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成１８年度事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率８５％（平成２８年３月末時点）



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成２９年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

：一般国道
：主要地方道・県道

その他道路凡例

道路種別

凡 例

その他凡例

：市役所
：役 場
：H22センサス

交通量

：開通済
：事業中（開通見通し公表）
：事業中（開通見通し未公表）
：現道活用区間
：IC、JCT



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

一般国道45号 （三陸沿岸道路） 事業 事業 国土交通省
さんりくえんがんどうろ

事業名 本吉気仙沼道路(Ⅱ期） 一般国道
もとよしけせんぬま

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：宮城県気仙沼市本 吉 町津谷長根 延長 ４．０ｋｍ
けせんぬま もとよしちよう つ や な が ね

至：宮城県気仙沼市本 吉 町九多丸
けせんぬま もとよしちよう く だ ま る

事業概要
一般国道４５号（三陸沿岸道路 登米ＩＣ～釜石ＪＣＴ）は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る

約110㎞の復興道路である。
本吉気仙沼道路(Ⅱ期)は、三陸沿岸道路の一部を形成し、宮城県気仙沼市内を通過する延長4.0㎞、

２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ１８年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手

（Ｈ-年度変更）
全体事業費 約２３７億円 事業進捗率 ７０％ 供用済延長 ー km
計画交通量 １１，９００台／日 【登米～釜石】

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) １,２５１億円／ ４,３７０億円 ２,６８８億円／ ５,４０９億円
分析結果 １．２（１．１） 事 業 費 ： １,１００億円／ ４,１４４億円 走行時間短縮便益： ２,０９９億円／ ４,４０１億円
【登米～ ( 残 事 業 ) 維持管理費 ： １５１億円／ ２２６億円 走行経費減少便益： ４８５億円／ ７５４億円 平成２８年

釜石】 ２．１（５．７） 交通事故減少便益： １０４億円／ ２５５億円
感度分析の結果【登米～釜石】
【事業全体】交通量 ：B/C=1.2～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 1.8～ 2.5(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.4(事業費 ±10%) B/C= 2.0～ 2.4(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.2～1.3(事業期間±20%) B/C= 2.1～ 2.2(事業期間±20%)

事業の効果等

①安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（気仙沼市～石巻赤十字病院 現況：102分→整備後：69分）

②災害への備え
・宮城県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定
・国道45号（第一次緊急輸送道路）の代替路となる

③災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり継続で異議ありません。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸縦貫自動車道・アクセス道路建設促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会
・気仙沼・本吉地方三陸縦貫自動車道整備促進連絡協議会
・気仙沼市、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会
・三陸沿岸都市会議（八戸市、久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率７０％（平成２８年３月末時点）



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

：一般国道
：主要地方道・県道

その他道路凡例
道路種別

その他凡例

：市役所
：役 場
：H22センサス

交通量

凡 例

：開通済
：事業中（開通見通し公表）
：事業中（開通見通し未公表）
：現道活用区間
：IC、JCT



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道45号（三陸沿岸道路）歌津～本吉 一般国道
さんりくえんがんどうろ う た つ もとよし

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：宮城県本吉郡南 三 陸 町歌津字白山 延長 １２．０ｋｍ
もとよし みなみさんりくちようう た つ しらやま

至：宮城県気仙沼市本 吉 町津谷長根
けせんぬま もとよしちよう つ や な が ね

事業概要
一般国道４５号（三陸沿岸道路 登米ＩＣ～釜石ＪＣＴ）は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る

約110㎞の復興道路である。
三陸沿岸道路（歌津～本吉）は、三陸沿岸道路の一部を形成し、宮城県本吉郡南三陸町から宮城県

気仙沼市へ至る延長12.0㎞、２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ-年都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

（Ｈ-年度変更）
全体事業費 約６２５億円 事業進捗率 ５０％ 供用済延長 ー km
計画交通量 １１，９００台／日【登米～釜石】

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) １,２５１億円／ ４,３７０億円 ２,６８８億円／ ５,４０９億円
分析結果 １．２（１．４） 事 業 費 ： １,１００億円／ ４,１４４億円 走行時間短縮便益： ２,０９９億円／ ４,４０１億円
【登米～ ( 残 事 業 ) 維持管理費 ： １５１億円／ ２２６億円 走行経費減少便益： ４８５億円／ ７５４億円 平成２８年

釜石】 ２．１（５．４） 交通事故減少便益： １０４億円／ ２５５億円
感度分析の結果【登米～釜石】
【事業全体】交通量 ：B/C=1.2～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 1.8～ 2.5(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.4(事業費 ±10%) B/C= 2.0～ 2.4(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.2～1.3(事業期間±20%) B/C= 2.1～ 2.2(事業期間±20%)

事業の効果等

①安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（気仙沼市本吉～石巻赤十字病院 現況：73分→整備後：51分）

②災害への備え
・宮城県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定
・国道45号（第一次緊急輸送道路）の代替路となる

③災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり継続で異議ありません。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸縦貫自動車道・アクセス道路建設促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会
・気仙沼・本吉地方三陸縦貫自動車道整備促進連絡協議会
・気仙沼市、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会
・三陸沿岸都市会議（八戸市、久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率５０％（平成２８年３月末時点）



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度：歌津ＩＣ(仮)～卯名沢ＩＣ(仮)間 延長１０．０ｋｍ（2/2）開通予定
・平成３２年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
・関係機関協議による函渠の統合

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

：一般国道
：主要地方道・県道

その他道路凡例

道路種別

凡 例

その他凡例

：市役所
：役 場
：H22センサス

交通量

：開通済
：事業中（開通見通し公表）
：事業中（開通見通し未公表）
：現道活用区間
：IC、JCT



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道45号（三陸沿岸道路）南三陸道路 一般国道
さんりくえんがんどうろ みなみさんりくどうろ

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：宮城県本吉郡南 三 陸 町志津川字小森 延長 ７．２ｋｍ
もとよし みなみさんりくちようし づ が わ こ も り

至：宮城県本吉郡南 三 陸 町歌津字白山
もとよし みなみさんりくちようう た つ しらやま

事業概要
一般国道４５号（三陸沿岸道路 登米ＩＣ～釜石ＪＣＴ）は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る

約110㎞の復興道路である。
南三陸道路は、三陸沿岸道路の一部を形成し、宮城県本吉郡南三陸町内を通過する延長7.2㎞、

２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２０年度事業化 Ｈ-年都市計画決定 Ｈ２２年度用地着手 Ｈ２３年度工事着手

（Ｈ-年度変更）
全体事業費 約２９１億円 事業進捗率 ８２％ 供用済延長 ３．０km
計画交通量 １１，９００台／日【登米～釜石】

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) １,２５１億円／ ４,３７０億円 ２,６８８億円／ ５,４０９億円
分析結果 １．２（１．８） 事 業 費 ： １,１００億円／ ４,１４４億円 走行時間短縮便益： ２,０９９億円／ ４,４０１億円
【登米～ ( 残 事 業 ) 維持管理費 ： １５１億円／ ２２６億円 走行経費減少便益： ４８５億円／ ７５４億円 平成２８年

釜石】 ２．１（８．７） 交通事故減少便益： １０４億円／ ２５５億円
感度分析の結果【登米～釜石】
【事業全体】交通量 ：B/C=1.2～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 1.8～ 2.5(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.4(事業費 ±10%) B/C= 2.0～ 2.4(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.2～1.3(事業期間±20%) B/C= 2.1～ 2.2(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保
・南三陸町歌津から国管理空港である仙台空港へのアクセス性が向上（現況：112分→整備後：95分）

②安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（南三陸町歌津～石巻赤十字病院 現況：59分→整備後：42分）

③災害への備え
・宮城県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定
・国道45号（第一次緊急輸送道路）の代替路となる

④災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり継続で異議ありません。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸縦貫自動車道・アクセス道路建設促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会
・気仙沼・本吉地方三陸縦貫自動車道整備促進連絡協議会
・気仙沼市、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会
・三陸沿岸都市会議（八戸市、久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない



事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２０年度事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率８２％（平成２８年３月末時点）
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成２８年度：志津川ＩＣ～南三陸海岸ＩＣ(仮)間 延長３．０ｋｍ（2/2）開通済
・平成２９年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
・蛇王川橋上部工形成を見直し、コスト縮減を図る

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

：一般国道
：主要地方道・県道

その他道路凡例
道路種別

その他凡例

：市役所
：役 場
：H22センサス

交通量

凡 例

：開通済
：事業中（開通見通し公表）
：事業中（開通見通し未公表）
：現道活用区間
：IC、JCT



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

一般国道115号 東北中央自動車道（相馬～福島） 事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道
相馬～相馬西 区分 主体 東北地方整備局
そ う ま そ う まにし

起終点 自：福島県相馬市山上 延長 ６．０ｋｍ
そ う ま やまかみ

至：福島県相馬市山上
そ う ま やまかみ

事業概要
一般国道１１５号（東北中央自動車道 相馬～福島）は、東日本大震災からの復興に向けたリーディン

グプロジェクトとして福島県相馬市から伊達郡桑折町に至る延長約４５㎞の復興支援道路である。
相馬～相馬西は、東北中央自動車道の一部を形成し、相馬市山上から同市山上に至る延長６．０㎞、２

車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 － Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

全体事業費 ３５０億円 事業進捗率 ６５％ 供用済延長 －km
計画交通量 １０,５００台／日（相馬～福島）

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 714億 円／1,809億 円 1,797億円／2,079億円
分析結果 １．１（１．０４） 事 業 費 ： 614億 円／1,677億 円 走行時間短縮便益：1,514億円／1,724億円 平成２８年

( 残 事 業 ) 維持管理費 ： 100億円／ 131億円 走行経費減少便益： 168億円／ 217億円
２．５（２．７） 交通事故減少便益： 114億円／ 137億円

感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 2.2～2.9(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%) B/C= 2.3～2.8(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.1～1.2(事業期間±20%) B/C= 2.4～2.6(事業期間±20%)

事業の効果等
①物流効率化の支援
・現道（国道115号：相馬～福島間）の背高コンテナ通行不可区間を解消する

②国土・地域ネットワークの構築
・日常生活圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する（現況76分→整備後：41分）

③安全で安心できるくらしの確保
・福島県立医科大学附属病院へのアクセスが向上する（現況80分→整備後59分）

他１６項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見
国の対応方針（原案）については、異議ありません。
なお、本県の復興に資する事業であることから、早期の完成に務めてください。

○以下の団体等から、「東北中央自動車道 相馬～福島の整備促進について」要望あり
・福島県（福島県知事） ・一般国道１１５号整備促進期成同盟会（福島市長）
・福島県道路整備促進協議会（相馬市長）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化し、事業進捗率６５％ うち用地進捗率９９％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない ・平成３０年度開通予定

施設の構造や工法の変更等
・スリップフォーム側溝の採用
・コンパクト支承の採用



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 費用便益分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

相⾺〜相⾺⻄

【凡例】
:開通中
：事業中
：未事業化

：市役所
：役場

その他道路凡例 道路種別 その他凡例
：評価対象区間
：⾼規格幹線道路
：地域⾼規格道路
：⼀般国道
：主要地⽅道・県道

：４⾞線以上
：２⾞線

：H22センサス
交通量



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

一般国道115号 東北中央自動車道（相馬～福島） 事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道
阿武隈 東 ～阿武隈 区分 主体 東北地方整備局
あ ぶ く ま ひがし あ ぶ く ま

起終点 自：福島県相馬市東玉野 延長 ５．０ｋｍ
そ う ま ひがしたまの

至：福島県伊達市霊 山 町石田
だ て りょうぜんまちい し だ

事業概要
一般国道１１５号（東北中央自動車道 相馬～福島）は、東日本大震災からの復興に向けたリーディン

グプロジェクトとして福島県相馬市から伊達郡桑折町に至る延長約４５㎞の復興支援道路である。
阿武隈東～阿武隈は、東北中央自動車道の一部を形成し、相馬市東玉野から伊達市霊山町石田に至る延

長５．０㎞、２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 － Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手

全体事業費 約１７６億円 事業進捗率 ６８％ 供用済延長 -km
計画交通量 １０,５００台／日（相馬～福島）

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 714億 円／1,80 9億 円 1,797億円／2,0 79億円
分析結果 １．１（１．１） 事 業 費 ： 614億 円／1,67 7億 円 走行時間短縮便益：1,514億円／1,72 4億円 平成２８年

( 残 事 業 ) 維持管理費 ： 100億円／ 131億円 走行経費減少便益： 168億円／ 217億円
２．５（３．３） 交通事故減少便益： 114億円／ 137億円

感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 2.2～2.9(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%) B/C= 2.3～2.8(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.1～1.2(事業期間±20%) B/C= 2.4～2.6(事業期間±20%)

事業の効果等
①物流効率化の支援

・現道（国道115号：相馬～福島間）の背高コンテナ通行不可区間を解消する
②国土・地域ネットワークの構築

・日常生活圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する（現況76分→整備後：41分）
③安全で安心できるくらしの確保

・福島県立医科大学附属病院へのアクセスが向上する（現況80分→整備後59分）
④災害への備え

・現道の事前通行規制区間、特殊通行規制区間を解消する
他１６項目に該当

関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見

国の対応方針（原案）については、異議ありません。
なお、本県の復興に資する事業であることから、早期の完成に務めてください。

○以下の団体等から、「東北中央自動車道 相馬～福島の整備促進について」要望あり
・福島県（福島県知事） ・桑折町（桑折町長）
・一般国道１１５号整備促進期成同盟会（福島市長）
・福島県道路整備促進協議会（相馬市長）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化し、事業進捗率６８％ うち用地進捗率１００％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成２９年度：開通予定

施設の構造や工法の変更等
・スリップフォーム側溝の採用
・コンパクト支承の採用



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる
事業概要図

※ 費用便益分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

一般国道115号 東北中央自動車道（相馬～福島） 事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道
霊 山道路 区分 主体 東北地方整備局
りようぜんど う ろ

起終点 自：福島県伊達市霊 山 町石田 延長 １２．０ｋｍ
だ て りょうぜんまちい し だ

至：福島県伊達市霊 山 町下小国
だ て りょうぜんまちしもおぐに

事業概要
一般国道１１５号（東北中央自動車道 相馬～福島）は、東日本大震災からの復興に向けたリーディン

グプロジェクトとして福島県相馬市から伊達郡桑折町に至る延長約４５㎞の復興支援道路である。
霊山道路は、東北中央自動車道の一部を形成し、伊達市霊山町石田から同市霊山町下小国に至る延長１

２．０㎞、２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２０年度事業化 － Ｈ２２年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手
（直轄権限代行）

全体事業費 約４１６億円 事業進捗率 ７６％ 供用済延長 -km
計画交通量 １０,５００台／日（相馬～福島）

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 714億 円／1,80 9億 円 1,797億円／2,0 79億円
分析結果 １．１（１．３） 事 業 費 ： 614億 円／1,67 7億 円 走行時間短縮便益：1,514億円／1,72 4億円 平成２８年

( 残 事 業 ) 維持管理費 ： 100億円／ 131億円 走行経費減少便益： 168億円／ 217億円
２．５（６．３） 交通事故減少便益： 114億円／ 137億円

感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 2.2～2.9(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%) B/C= 2.3～2.8(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.1～1.2(事業期間±20%) B/C= 2.4～2.6(事業期間±20%)

事業の効果等
①物流効率化の支援

・現道（国道115号：相馬～福島間）の背高コンテナ通行不可区間を解消する
②国土・地域ネットワークの構築

・日常生活圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する（現況76分→整備後：41分）
③安全で安心できるくらしの確保

・福島県立医科大学附属病院へのアクセスが向上する（現況80分→整備後59分）
④災害への備え

・現道の事前通行規制区間、特殊通行規制区間を解消する
他１８項目に該当

関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見

国の対応方針（原案）については、異議ありません。
なお、本県の復興に資する事業であることから、早期の完成に努めてください。

○以下の団体等から、「東北中央自動車道 相馬～福島の整備促進について」要望あり
・福島県（福島県知事） ・桑折町（桑折町長）
・一般国道115号整備促進期成同盟会（福島市長） ・福島県道路整備促進協議会（相馬市長）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２０年度に事業化し、事業進捗率７６％ うち用地進捗率１００％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成２９年度：開通予定

施設の構造や工法の変更等
・スリップフォーム側溝の採用
・コンパクト支承の採用



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる
事業概要図

※ 費用便益分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

一般国道115号 東北中央自動車道（相馬～福島） 事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道
霊 山～福島 区分 主体 東北地方整備局
りようぜん ふくしま

起終点 自：福島県伊達市霊 山 町下小国 延長 １２．２ｋｍ
だ て りようぜんまちしもお ぐ に

至：福島県伊達郡桑折町大字松原
だ て こおりまち まつばら

事業概要
一般国道１１５号（東北中央自動車道 相馬～福島）は、東日本大震災からの復興に向けたリーディン

グプロジェクトとして福島県相馬市から伊達郡桑折町に至る延長約４５㎞の復興支援道路である。
霊山～福島は、東北中央自動車道の一部を形成し、伊達市霊山町下小国から伊達郡桑折町大字松原に至

る延長１２．２㎞、２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２５年度事業化 Ｈ２４年度都市計画決定 Ｈ２６年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手

全体事業費 約６６８億円 事業進捗率 １６％ 供用済延長 －km
計画交通量 １０,５００台／日（相馬～福島）

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 714億 円／1,809億 円 1,797億円／2,079億円
分析結果 １．１（１．２） 事 業 費 ： 614億 円／1,677億 円 走行時間短縮便益：1,514億円／1,724億円 平成２８年

( 残 事 業 ) 維持管理費 ： 100億円／ 131億円 走行経費減少便益： 168億円／ 217億円
２．５（１．８） 交通事故減少便益： 114億円／ 137億円

感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 2.2～2.9(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%) B/C= 2.3～2.8(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.1～1.2(事業期間±20%) B/C= 2.4～2.6(事業期間±20%)

事業の効果等
①物流効率化の支援
・現道（国道１１５号：相馬‐福島間）の背高コンテナ通行不可区間を解消する

②国土・地域ネットワークの構築
・日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する（現況：７６分→整備後：４１分）

③安全で安心できるくらしの確保
・福島県立医科大学附属病院へのアクセスが向上する（現況80分→整備後59分）他

他１４項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見
国の対応方針（原案）については、異議ありません。
なお、本県の復興に資する事業であることから東日本大震災からの復興を支援するため、早期完成に努

めてください。
○以下の団体等から、「東北中央自動車道 相馬～福島の整備促進について」要望あり
・福島県（福島県知事） ・桑折町（桑折町長）
・一般国道１１５号整備促進期成同盟会（福島市長）
・福島県道路整備促進協議会（相馬市長）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２５年度に事業化し、事業進捗率１６％ うち用地進捗率７９％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない

施設の構造や工法の変更等
・スリップフォーム側溝の採用
・コンパクト支承の採用



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 費用便益分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

【凡例】
:開通中
：事業中
：未事業化

：市役所
：役場

その他道路凡例 道路種別 その他凡例
：評価対象区間
：⾼規格幹線道路
：地域⾼規格道路
：⼀般国道
：主要地⽅道・県道

：４⾞線以上
：２⾞線

：H22センサス
交通量

霊⼭〜福島



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道468号 首都圏中 央連絡自動車道 事業 事業 国 土 交 通 省一般国道
しゆとけんちゆうおうれんらくじどうしやどう

（五霞～つくば） 区分 主体 関東地方整備局
ご か

東日本高速道路(株)

起終点 自：茨城県猿島郡五霞町幸主 延長
いばらきけんさしまぐん ご か ま ちこうしゆ

至：茨城県つくば市梶内 39.6ｋｍ
いばらきけん し かじうち

事業概要
首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、都心から半径およそ40km～60kmの位置に計画されている延長約

300kmの高規格幹線道路であり、3環状9放射道路ネットワークの一部を形成し、東京都中心部への交通の
適切な分散導入を図り、首都圏全体の交通の円滑化、首都圏の機能の再編成等を図る上で重要な路線であ
る。五霞～つくば区間は、その一部を形成する延長39.6kmの自動車専用道路である。
H6年度事業化 H6年度都市計画決定 H12年度用地着手 H13年度工事着手

全体事業費 約2,999億円 事業進捗率 約85％ 供用済延長 11.2ｋｍ
（暫定2車線）

計画交通量 20,600 ～ 30,100台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)
分析結果 1.2 464/3,380億円 1,258/3,989億円 平成28年(事業全体)

走行時間短縮便益：1,202/3,539億円事 業 費： 361/3,032億円
走行費用減少便益： / 277億円(残事業) 2.7 維持管理費： 102/ 348億円 44
交通事故減少便益： / 174億円12

感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝ 1.1～1.3（交通量 ±10％ 【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.6～2.8（交通量 ±10％））

事業費 ：B/C＝ 1.2～1.2（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 2.5～2.9（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝ 1.1～1.2（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝ 2.6～3.0（事業期間±20％）

事業の効果等
（1）沿道環境の改善
・国道354号の死傷事故率は、77.5件/億台・km。
・事故類型では、追突事故が約６割を占めている。
・圏央道（五霞～つくば）の整備により、並行する区間の通過交通が転換し、交通事故の減少が見込ま
れる。

（2）企業活動・地域づくり支援
・圏央道（五霞～つくば）の整備により、沿線の８市２町において高速ＩＣまでの所要時間３０分圏域
が拡大し、広域交流圏域の拡大が図られる。

・高速ICへのアクセス性向上により、茨城県をはじめ、地域内外の交流・連携や企業誘致の促進、観光
客が増加しており、五霞・境古河IC周辺に大型物流倉庫の建設や坂東IC工業団地に2企業（梱包業、食
品製造業）の進出が決定するなど、活力ある地域づくりの支援が期待される。

（3）救急医療活動の迅速化
・圏央道（五霞～つくば）の整備により、第三次救急医療施設（救急救命センター）までの所要時間の
短縮が期待される。

関係する地方公共団体等の意見
・茨城県知事の意見：本県にとって、圏央道は、広域交流を活発にし、企業誘致の促進や、県内立地企業

、 、 、の競争力強化 観光客の増加など 沿線地域の活性化を図る上で必要不可欠な基幹的インフラであり
既に沿線地域では全線開通を見据えて企業立地が進みつつある。また、今後予想される首都直下地震
などの際には、緊急輸送道路として大きな役割を担う大変重要な道路である。

このため、本県としては、本事業を継続して重点的に進め、今年度内の暫定２車線による全線開通
に引き続き、早期の４車線化工事の着手及び完成を強く要望する。また、今後の事業推進に当たって
は、徹底したコスト縮減を図るとともに、４車線化に向けて有料道路事業の導入を早期に決定し、か
つ、その割合をできる限り大きくするよう願いたい。

事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・既に多くの工業団地の整備により企業が集積したことに加え、IC周辺に大型物流倉庫の建設や企業の



進出が決定している。
事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成6年度に事業化、用地進捗率99％、事業進捗率85％（平成28年3月末時点 。）
・平成22年4月につくば中央IC～つくばJCT（4.3ｋｍ 、平成27年3月に五霞IC～境古河IC（6.9ｋｍ）が）
暫定2車線で開通済み。

・平成28年度の境古河IC～つくば中央ICの暫定２車線開通に向け、事業促進を図る。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
平成28年度の全線開通（暫定2車線）に向け、事業促進を図る。

施設の構造や工法の変更等
新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏
まえると、本事業は、ネットワークの形成、沿道環境の改善、企業活動・地域づくり支援の観点から事業
の必要性・重要性が高く、全線４車線完成整備を図ることが適切である。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田） 事業 高速自動車国道 事業 国 土 交 通 省
ひがしかんとうじどうしゃどうみとせん い た こ ほ こ た

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：茨城県潮来市延方 延長
いばらきけんいたこしのぶかた

至：茨城県鉾田市飯名 30．9ｋｍ
いばらきけんほこたしいいな

事業概要
東関東自動車道水戸線は、埼玉県三郷を起点として千葉県を経て茨城県水戸市に至る延長約143ｋｍの高

規格道路であり、現在までに、87kmを供用中である。

このうち潮来IC～鉾田IC間（30.9km）は、平成20年10月に都市計画決定され、第4回国土開発幹線自動車
道建設会議（平成21年4月）を経て、整備計画が決定された。
H21年度事業化 H20年度都市計画決定 H21年度用地着手 H27年度工事着手

全体事業費 約710億円 事業進捗率 約16％ 供用済延長 0ｋｍ
計画交通量 14,400 ～ 15,100台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.6 611/645億円 1,037/1,037億円 平成25年

事 業 費： 541/575億円 走行時間短縮便益： 727/ 727億円
(残事業) 1.7 維持管理費： 71/ 71億円 走行費用減少便益： 191/ 191億円

交通事故減少便益： 120/ 120億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝ 1.4～1.8（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 1.5～1.9（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝ 1.5～1.8（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 1.6～1.9（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝ 1.5～1.7（事業期間± 2年） 事業期間：B/C＝ 1.6～1.8（事業期間± 2年）

事業の効果等
（1）観光への支援（広域的な集客効果）

・茨城県内の観光入込客数は、約５割が県外からの観光客であり、県外観光客の割合は増加傾向。
・さらに、他の高速道路とネットワーク化が図られ、周辺の観光資源へのアクセスが向上し、周遊機会

の増加が期待される。
・茨城空港から県内観光地や首都圏へのアクセスが向上することにより、旅客数の増加が期待できる。

（2）茨城県の特産品（メロン）出荷への寄与
・茨城県の特産品であるメロンは、全国１位の出荷量となっており、県内では鉾田市で最も多く生産さ

れている。
・大田市場における茨城県の青果物取扱推移は増加傾向となっている。
・東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）の整備によりJA鉾田～大田市場へのアクセスが向上し、特産品

出荷額の増加が期待される。
（3）港湾との連携

・鹿島港（国際バルク戦略港湾）は、とうもろこし（我が国のとうもろこしの約７割は飼料に使用）の
取扱量、背後にある飼料コンビナートの飼料生産量が全国１位となっており、畜産業産出額が多い北
関東地域へのアクセス向上が必要となっている。

・また、常陸那珂港（首都圏北側ゲートウェイ）は、平成30年代前半には対平成26年比で約２倍の需要
を見込んでおり、京浜港からの物流分散に対応した交通軸の整備が必要となっている。

・東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）の整備により、常陸那珂港、鹿島港へのアクセスが向上し、飼
料配送時間の低減、物流の効率化が見込まれる。

（4）事故・災害時の代替路確保（リダンダンシー）
・常磐道が通行止めとなった場合、北関東方面から首都圏、千葉方面への高速ネットワークによる代替
路が不足。

・東日本大震災時において、常磐自動車道および国道５１号は「第１次緊急輸送路」に指定されている
ものの、常磐自動車道および国道５１号の一部が通行不能となり、輸送路としての機能が低下。

・当該路線の整備により、常磐道が通行止めとなった場合でも高速道路ネットワークの代替路を形成し
緊急輸送道路の強化を図る。

（5）国道51号の死傷事故状況
・国道51号の死傷事故率は、49.4件/億台・ｋｍ。
・事故類型では、追突事故が約７割を占めている。
・東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）の整備により、国道51号の通過交通が転換し、交通事故の減少

が見込まれる。



関係する地方公共団体等の意見
・茨城県知事の意見：

東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）は、沿線地域の発展はもとより、他圏域との交流促進や、鹿島
港、茨城空港、成田空港など広域交通拠点へのアクセス向上に大きな効果を発揮するとともに、大規模
災害時には、常磐自動車道の代替路線として緊急輸送道路の役割を担うなど、本県にとって、極めて重
要な路線である。

沿線地域等からも早期開通を強く求められており、本県では、用地取得を短期間で集中的に実施でき
るよう、平成２５年度から地元市とともに、国へ協力しているところである。

このことから、本県としては、本事業の継続はもちろんのこと、１日も早い全線開通に向けて事業の
スピードアップを図るため、有料道路事業の導入を早急に決定し、事業認定の手続きに入るよう、強く
要望する。また、今後の事業推進に当たっては、徹底したコスト縮減を図るよう、お願いしたい。

事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成22年3月に当該事業先線である東関東自動車道水戸線の茨城空港北IC～茨城町JCT間（延長8.8km）

が暫定2車線で供用 。
事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成21年度に事業化、用地進捗率約78％、事業進捗率約16％（平成28年3月末時点）。
・平成27年度から改良工事に着手。引き続き用地取得を推進。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
一部用地難航箇所があるが、今後も地権者等との話し合いを継続しながら、計画的に用地取得を進める。

施設の構造や工法の変更等
－
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏ま

えると、本事業は、高速ネットワークの形成、重要港湾群や空港へのアクセス向上、災害時のリダンダン
シーの確保の観点から、事業の必要性・重要性は高く、早期の効果発現を図ることが適切である。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道６号日立バイパス（Ⅱ期） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ひ た ち

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：茨城県日立市国分町 延長
いばらきけん ひ た ち し こくぶちよう

至：茨城県日立市旭 町 3.0ｋｍ
いばらきけん ひ た ち し あさひちよう

事業概要

一般国道6号は東京都中央区を起点として、水戸、日立等の主要都市を通過し仙台市に至る延長約370k

mの主要幹線道路である。このうち日立市における国道6号は、地形的な制約もあり、通過交通のみなら

ず生活道路としての機能を担っている。

日立バイパス（Ⅱ期）は、市外との交通と通過交通を担う役割を果たす道路として海岸部に計画され

た延長3.0kmのバイパス事業である。

Ｈ24年度事業化 Ｓ59年度都市計画決定 Ｈ27年度用地着手 － 年度工事着手

Ｈ23年度都市計画変更

全体事業費 約239億円 事業進捗率 2％ 供用済延長 0.0km

計画交通量 15,000～16,900台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．４ １８１/１８７億円 ２５６/２５６億円 平成28年

事 業 費：174/180億円 走行時間短縮便益： 214/214億円

(残事業) １．４ 維持管理費：6.8/6.8億円 走行費用減少便益： 36/ 36億円

交通事故減少便益： 6.1/6.1億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.2～1.5（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝1.3～ 1.6（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.2～1.5（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝1.3～ 1.6（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝1.3～1.4（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝1.4～ 1.4（事業期間±20％）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・日立バイパス（Ⅱ期）に並行する国道6号（現道）の損失時間は、257.9千人時間/年・km。

・日立バイパス（Ⅱ期）の整備により、新たな南北軸の道路ネットワークの形成による慢性的な交通混

雑解消が地域から期待されている。

②安全安心な通行の確保

・日立バイパス（Ⅱ期）に並行する国道6号（現道）の死傷事故率は、115.3件/億台・km。

・鮎川交差点では、渋滞を要因とする交通事故が多発しており、死傷事故率が255.8件/億台・km。

・また、車両相互の追突事故が多発。

・日立バイパス（Ⅱ期）の整備により、現道区間の交通が当該道路に転換され、交通事故の減少が見込

まれる。

③物資輸送の定時性・速達性の向上

・部品生産企業から生産拠点となる製品生産企業への物資輸送が幹線道路の渋滞により遅延している

・日立バイパス（Ⅱ期）の整備は、国内有数の電機産業地である日立市内の企業間による製造体制の定時

性・速達性の改善し、生産効率の向上や企業コストの低減に寄与する。

関係する地方公共団体等の意見

・茨城県知事の意見：

一般国道6号日立バイパスⅠ期事業区間の供用により、並行する道路において交通量が減少し、交通

渋滞の緩和や並行する道路沿道環境の向上が図られている。Ⅱ期事業区間の供用により、新たな南北

軸の道路ネットワークの形成による交通渋滞の緩和、物流機能の強化及び地域産業の振興に大きく寄

与するものと期待されていることから、本事業の必要性は高く、継続は妥当である。

なお、早期完成に向けて事業を推進するとともに、徹底したコスト縮減に努められたい。

事業評価監視委員会の意見

事業の継続を承認する。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

－

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成24年度に事業化、用地取得率1％、事業進捗率2％（平成28年度3月末時点）

現在、用地取得を推進中。工事の進捗率は0％。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

東日本大震災うけて、茨城県沿岸における海岸保全施設計画外力・同解説【潮位・波浪編】の策定と、

日立バイパス（Ⅰ期）の波浪による橋脚損傷状況を踏まえ、日立バイパス（Ⅱ期）の道路施設構造等を

決定するにあたり、潮位、波浪、許容越波流量等を含む設計条件について学識者等による専門的立場か

ら具体的に検討するため検討委員会を平成26～27年に実施。

今年度、橋梁構造検討委員会を設立し、設計を行うための海上部の構造形式等を平成29年9月頃までに

行い、その後、設計を実施予定。

以上より、委員会検討結果を踏まえた修正設計に時間を要することから、全体の事業期間を平成33年

度から平成36年度に変更。

今後、構造検討委員会の結果を経て設計を実施し、事業費を精査していく予定。

施設の構造や工法の変更等

新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、事業評価監視委員会による審議を踏まえると、本事業は、交通渋滞

の緩和および安全性の確保の観点から、事業の必要性、重要性は高く、早期の効果発現を図ることが適

切である。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道６号千代田石岡バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ち よ だ い し お か

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：茨城県かすみがうら市市川 延長
いばらきけん いちかわ

至：茨城県石岡市東大橋 5.8km
いばらきけんいしおかしひがしおおはし

事業概要
国道6号は首都圏から太平洋沿岸部を縦貫し、茨城県南地域及び県北地域の都市間の連携を図る幹線道

路である。千代田石岡バイパスは、国道6号の交通混雑の緩和や沿道環境の向上とともに、百里飛行場連
絡道路の一部として、民間共用した茨城空港へのアクセス向上に大きく寄与するものである。
Ｈ10年度事業化 Ｈ8年度都市計画決定 Ｈ15年度用地着手 Ｈ16年度工事着手
全体事業費 約272億円 事業進捗率 66% 供用済延長 0.0km
計画交通量 7,700～21,100台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1．5 98/286億円 429/429億円 平成25年

事 業 費： 78/266億円 走行時間短縮便益：367/367億円
(残事業) 4．4 維持管理費： 20/ 20億円 走行経費減少便益： 45/ 45億円

交通事故減少便益： 17/ 17億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝1.4～1.6（交通量 ±10％）【残事業費】交通量 ：B/C＝4.2～4.7（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.5～1.5（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝4.1～4.8（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.4～1.7（事業期間 ±20％） 事業期間：B/C＝4.2～4.8（事業期間 ±20％）

事業の効果等
①交通混雑の緩和
・当該区間の並行区間である国道6号の損失時間は、196.0千人時間/年・km。
・千代田石岡バイパスの整備により、並行する国道6号現道の通過交通が当該道路に転換され、渋滞緩和
が見込まれる。

②安心安全な通行の確保
・当該区間の並行区間である国道6号の死傷事故率は、106.8件/億台・km。
・事故類型は追突による事故が多く、全体の7割を占める。
・千代田石岡バイパスの整備により、並行する国道6号現道の交通が当該道路に転換され、交通事故の減
少が見込まれる。

③交通拠点はのアクセス向上
・千代田石岡バイパスの整備により、常磐自動車道千代田石岡ICから茨城空港へのアクセスが向上し、茨
城空港への所要時間短縮による更なる利用者数の増加や、隣接する茨城空港テクノパークの物流機能の
強化・企業活動の活性化が期待される。

関係する地方公共団体等の意見
・茨城県知事の意見：

一般国道6号千代田石岡バイパスは、石岡市内の交通渋滞の緩和、安全性の確保とともに、常磐自動
車道千代田石岡ICから茨城空港へのアクセス向上など、物流機能の強化や企業活動の活性化が期待さ
れることから、事業を継続し、より一層のコスト縮減を図りながら早期完成に向けて事業を推進され
たい。

事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
2010年3月に茨城空港が開港し、空港を核とした地域産業振興が期待されている。

事業の進捗状況、残事業の内容等
平成10年度に事業化、用地取得率91％、事業進捗率66％（平成28年3月末時点）
平成10年度の事業化以降、平成15年度から用地着手、平成16年度工事着手。



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
今後、引き続き用地の取得を推進するとともに、早期開通に向けて事業促進を図る。

施設の構造や工法の変更等
新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、事業評価監視委員会による審議を踏まえると、本業務は、交通混雑
緩和、茨城空港へのアクセス機能の強化の観点から、事業の必要性、重要性は高く、早期の効果発現を
図ることが適切である。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道６号大和田拡幅 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
お お わ だ

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：茨城県日立市神田町 延長
いばらきけんひたちしかんだちょう

至：茨城県日立市大みか町 3.3ｋｍ
いばらきけんひ た ち し お お み か ち ょ う

事業概要
一般国道6号は首都圏から太平洋沿岸部を縦貫する主要幹線道路で、茨城県県南地域及び県北地域の都

市連担軸である。当該区間（2車線）の交通量は、並行する常磐道より多く、過大な交通需要を担ってい
る。

大和田拡幅整備は、日立市南部における交通渋滞の緩和するとともに、安全性の確保、周辺路線との
連携および茨城港日立港区と常磐道日立南太田IC間のアクセス性の向上による地域産業の発展を目的に
進めている延長3.3kmの拡幅事業である。
Ｈ18年度事業化 Ｓ59年度都市計画決定 Ｈ22年度用地着手 Ｈ23年度工事着手
全体事業費 約83億円 事業進捗率 34％ 供用済延長 0.0km
計画交通量 25,400～35,600台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) １．９ ４８/８１億円 １５３/１５３億円 平成28年

事 業 費： 42/75億円 走行時間短縮便益： 132/132億円
(残事業) ３．２ 維持管理費：6.1/6.1億円 走行費用減少便益： 14/ 14億円

交通事故減少便益： 7.5/7.5億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝1.6～1.9（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝2.8～ 3.2（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.8～2.0（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝2.9～ 3.5（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.7～2.0（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝2.9～ 3.3（事業期間±20％）

事業の効果等
①交通混雑の緩和
・当該区間の損失時間は、116.5千人時間/年・kmから121.5千人時間/年・kmと前回評価時から横ばいで
あり、茨城県平均の約3.7倍。

・大和田拡幅整備により、交通の円滑化が図られ、交通混雑の緩和が見込まれる。
②安全安心な通行の確保
・当該区間の死傷事故率は、85.0件/億台・kmから88.7件/億台・kmと前回評価時から横ばいであり、茨
城県平均の約2.0倍。

・大和田町交差点では、渋滞を起因とする交通事故が多発しており、死傷事故率は253.1件/億台・km。
・大和田拡幅整備により、交通の円滑化が図られ、交通事故の減少が見込まれる。
③地域連携の強化および地域産業の発展
・日立市と隣接市町村間の所要時間を短縮させるなど、地域連携の強化に寄与。
・茨城港日立港区・周辺工場～常磐道日立南太田IC間のアクセス性を向上させるなど地域産業の発展に
寄与。

関係する地方公共団体等の意見
・茨城県知事の意見：

一般国道6号大和田拡幅は、日立市内の交通渋滞の緩和、常磐自動車道日立南太田ICから茨城港まで
の物流機能の強化及び地域産業の発展に寄与することなどから、本事業の必要性は高く、また、本路
線は災害時には緊急輸送道路や避難路として大きな役割を担うため、防災機能強化の観点から電線共
同溝整備を追加し、事業を継続することは妥当である。
今後の事業推進に当たっては、徹底したコスト縮減を図るよう、お願いしたい。

事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
茨城港が重要港湾の中から重点港湾に選定（H22年8月3日）され、大和田拡幅周辺地域は港湾を核とし

た地域産業振興が期待されている。
事業の進捗状況、残事業の内容等
平成18年度に事業化、用地取得率40％、事業進捗率34％（平成28年度3月末時点）
平成25年4月に大みか町6丁目交差点部（L=0.1km）を部分開通。
用地取得及び茂宮川橋において、橋梁工事を実施中。



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
災害時における緊急輸送活動の阻害を改善すること及び、道路法第37条の改正を踏まえ、当該区間に

電線共同溝整備を追加。
電線管理者との合意形成に時間を要したこと及び電共工事が新たに追加となることから、全体の事業

期間を平成32年度から平成34年度に変更。
橋梁設計による追加ボーリング調査の実施に伴い、軟弱地盤対策も含めた総合的な交差構造の見直し等

を検討中であり、今後、事業費の見直しの可能性がある。
施設の構造や工法の変更等
新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、事業評価監視委員会による審議を踏まえると、本事業は、交通渋滞
の緩和および安全性の確保、地域連携の強化および地域産業の発展の観点から、事業の必要性、重要性
は高く、早期の効果発現を図ることが適切である。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道50号下館バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
しもだて

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：茨城県筑西市下川島 延長
いばらきけんちくせいししもかわしま

至：茨城県筑西市横塚 10.6km
いばらきけんちくせいしよこつか

事業概要
一般国道50号は、群馬県高崎市から茨城県水戸市に至る延長約150kmの首都圏北部の主要幹線道路であ

る。下館バイパスは、中心市街地の混雑緩和と、それに伴う中心市街地へのアクセシビリティ強化や安全
性向上を目的に進めている延長10.6kmの4車線のバイパス事業である。
Ｓ61年度事業化 Ｓ58年度都市計画決定 S63年度用地着手 Ｈ2年度工事着手
全体事業費 約387億円 事業進捗率 81% 供用済延長 7.6km（暫定）
計画交通量 12,600～31,800台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1．4 85/532億円 507/752億円 平成25年

事 業 費： 56/497億円 走行時間短縮便益：426/616億円
(残事業) 6．0 維持管理費： 29/ 34億円 走行経費減少便益： 60/108億円

交通事故減少便益： 22/ 27億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝1.4～1.5（交通量 ±10％）【残事業費】交通量 ：B/C＝5.7～6.4（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.4～1.4（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝5.6～6.4（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.2～1.6（事業期間 ±20％） 事業期間：B/C＝5.4～6.5（事業期間 ±20％）

事業の効果等
①交通混雑の緩和
・旧国道50号の損失時間は81.3千人時間/年･kmで、一部暫定２車線開通時点と全線バイパス区間開通後
では、全線バイパス開通効果により現道から交通が転換し、約１割低下。

・下館バイパスの整備により、旧国道50号区間の通過交通がバイパスに転換し、渋滞緩和が見込まれる。
②安全安心な通行の確保
・旧国道50号の死傷事故率は107.8件/億台･kmで、一部暫定２車線開通時点と全線バイパス区間開通後で
は、全線バイパス開通効果により現道から交通が転換し、約３割低下。

・下館バイパスの整備により、旧国道50号区間の通過交通がバイパスに転換し、交通事故の減少が見込
まれる。

③中心市街地の環境改善
・旧国道50号を利用していた貨物車が、バイパス区間開通によりバイパス経由に変更。
・筑西市の中心市街地を横断する旧国道50号の大型車混入率は、バイパス区間の全線暫定開通により半
減。

・下館バイパスの整備により、現道を通過する大型車等がバイパスに転換し、中心市街地の環境改善が
期待される。

関係する地方公共団体等の意見
・茨城県知事の意見：
一般国道50号下館バイパスは、バイパス区間が暫定2車線で開通したことにより、筑西市の中心市街地

における交通渋滞の緩和、通過交通の排除に伴う環境改善が図られてきたところであり、引き続き、現
道拡幅、バイパス4車線化の事業を継続し、より一層のコスト縮減を図りながら早期完成に向けて事業を
推進されたい。
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
北関東自動車道が全線開通（平成23年3月）され、さらには、下館地区中心部においてシビックコア事

業（約2.4ha、合同庁舎・美術館・事務所等の整備）が推進され市街地の活性化が進められた。



事業の進捗状況、残事業の内容等
昭和61年度に事業化、用地進捗率95％、事業進捗率81％（平成28年3月末時点）
昭和61年度に事業化し、昭和63年度から用地着手、平成2年度に工事着手。
平成26年度（平成26年10月）にバイパス区間が暫定２車線で開通済。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
今後は、現道拡幅区間の用地取得を推進し、早期開通を目指し事業の促進を図る。

施設の構造や工法の変更等
新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を
踏まえると、本事業は、中心市街地の混雑緩和、通過交通の排除に伴う中心市街地へのアクセシビリテ
ィ向上、安全性向上の観点から、事業の必要性、重要性は高く、早期の効果発現を図ることが適切であ
る。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道50号 桜川 筑西ＩＣ関連（延伸） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
さくらがわちくせい かんれん

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：茨城県桜川市長方 延長
いばらきけんさくらがわしおさかた

至：茨城県桜川市中泉 1.2km
いばらきけんさくらがわしなかいずみ

事業概要
一般国道50号は、群馬県高崎市から茨城県水戸市に至る延長約150kmの首都圏北部の主要幹線道路であ

る。桜川筑西ＩＣ関連（延伸）は、交通渋滞の緩和、安全性の向上及び高速道路への利便性向上を目的
とした延長1.2kmの現道拡幅事業である。
Ｈ21年度事業化 Ｈ17年度都市計画決定 Ｈ23年度用地着手 Ｈ－年度工事着手
全体事業費 約20億円 事業進捗率 24% 供用済延長 0.0km
計画交通量 25,200台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 2．3 15/ 21億円 47/ 47億円 平成28年

事 業 費： 12/ 18億円 走行時間短縮便益： 44/ 44億円
(残事業) 3．1 維持管理費： 2.8/2.8億円 走行経費減少便益：2.1/2.1億円

交通事故減少便益：0.57/0.57億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝2.0～2.6（交通量 ±10％）【残事業費】交通量 ：B/C＝2.7～3.5（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝2.2～2.4（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝2.9～3.4（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝2.2～2.4（事業期間 ±20％） 事業期間：B/C＝3.0～3.2（事業期間 ±20％）

事業の効果等
①交通混雑の緩和
・当該区間の損失時間は44.0千人時間/年･km。
・桜川筑西ＩＣ関連（延伸）の4車線化により、桜川筑西IC周辺の交通の円滑化が図られ、渋滞緩和が見
込まれる。

②安全安全な通行の確保
・当該区間の死傷事故率は52.8件/億台･km。
・事故類型は追突による事故が多く、全体の8割を占める。
・桜川筑西ＩＣ関連（延伸）の4車線化により、主要渋滞箇所の解消が図られ、交通事故の減少が見込ま
れる。

③高速道路への利便性向上
・桜川筑西ＩＣ関連（延伸）沿道は、高速道路への利便性を活かした桜川市による開発計画が進行して
おり、工業団地や商業施設が立地。

・筑西・桜川地域の医療を支えるさくらがわ地域医療センターの建設が決定。
・桜川筑西ＩＣ関連（延伸）の整備により、企業の立地が促進するなど、新たな雇用創出の貢献や地域
医療の支援が期待されている。

関係する地方公共団体等の意見
・茨城県知事の意見：

一般国道50号桜川筑西ＩＣ関連（延伸）は、現道拡幅により交通渋滞の緩和、安全性の確保及び北関
東自動車道桜川筑西ICへのアクセス向上が図られるとともに、工業・商業施設の立地及び医療施設の建
設などが進む沿道開発のさらなる活性化に大きく寄与するものと期待されることから、事業を継続し、
より一層のコスト縮減を図りながら早期完成に向けて事業を推進されたい。
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
平成23年3月に北関東自動車道が全線開通。
平成28年3月に大和駅北地区にさくらがわ地域医療センターの建設が決定。



事業の進捗状況、残事業の内容等
平成21年度に事業化、用地進捗率61％、事業進捗率24％（平成28年3月末時点）
平成21年度の事業化以降、平成23年度から用地着手、平成30年度から工事着手予定。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
拡幅に必要な用地については、平成30年度の事業完了を目指すため、平成26年度から工事着手を予定

していたが、一部の地権者の理解が得られず用地取得が難航、事業延長1.2kmの短区間に、用地取得難航
箇所が点在しているため、工事着手が遅延。以上より、事業期間を平成30年度から平成33年度に変更。
施設の構造や工法の変更等
新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を
踏まえると、本事業は、交通渋滞緩和および安全性向上、高速道路への利便性向上の観点から、事業の
必要性、重要性は高く、早期の効果発現を図ることが適切である。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道51号潮来バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
い た こ

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：茨城県潮来市小泉 延長
いばらきけんい た こ し こ い ず み

至：茨城県潮来市延方西 1.2km
いばらきけんいたこしのぶかたにし

事業概要
国道51号は、千葉県千葉市～茨城県水戸市を結ぶ延長127kmの主要幹線道路で、成田国際空港や鹿島臨

海工業地帯と茨城県水戸市等とを連絡する社会経済活動を支える重要な路線である。潮来バイパスは、
潮来市のまちづくりと一体となり潮来市街地部の交通混雑の緩和を図る一般国道51号バイパス事業であ
る。
Ｈ17年度事業化 Ｈ20年度都市計画決定 Ｈ21年度用地着手 Ｈ23年度工事着手
全体事業費 約26億円 事業進捗率 92% 供用済延長 0.0km
計画交通量 14,200台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1．6 7.8/ 32億円 52/ 52億円 平成25年

事 業 費： 2.9/ 27億円 走行時間短縮便益： 38/ 38億円
(残事業) 6．6 維持管理費： 4.9/4.9億円 走行経費減少便益：8.9/8.9億円

交通事故減少便益：5.3/5.3億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝1.6～1.6（交通量 ±10％）【残事業費】交通量 ：B/C＝6.6～6.7（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.6～1.7（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝6.4～6.9（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.5～1.8（事業期間 ±20％） 事業期間：B/C＝6.3～6.9（事業期間 ±20％）

事業の効果等
①交通混雑の緩和
・当該区間の並行区間である国道51号の損失時間は61.8千人時間/年・km。
・東西方向に結ぶ唯一の路線であり、周辺に鹿島臨海工業地帯が立地しているため、国道51号の大型車
混入率は高い。

・潮来バイパスの整備により、現道区間の交通が当該道路に転換され、渋滞緩和が見込まれる。
②安全安心な通行の確保
・当該区間の並行区間である国道51号の死傷事故率は48.6件/億台・km。
・事故類型は追突による事故が多く、全体の約6割を占める。
・国道51号は、狭小幅員の歩道や歩道未整備箇所が多い。
・潮来バイパスの整備により、現道区間の交通が当該道路に転換され、交通事故の減少が見込まれる。
③地域連携および地域産業の発展
・重点港湾鹿島港を有し、日本有数の工業地帯である鹿島臨海工業地帯に位置する神栖市の製造品出荷
額等は県内1位、鹿嶋市は4位となっている。

・東西方向を連続的に結ぶ国道51号は、地域連携を支える重要な道路である。
・潮来バイパスの整備は、鹿嶋市・神栖市への通勤時間短縮など、地域連携の強化に寄与する。
・また、鹿島臨界工業地帯や鹿島港へのアクセスの向上など、物流機能を強化し、地域産業の発展にも
寄与することが見込まれる。

関係する地方公共団体等の意見
・茨城県知事の意見：

一般国道51号潮来バイパスは、潮来市内の交通渋滞の緩和、安全性の確保とともに、重点港湾である
鹿島港や東関東自動車道水戸線潮来ICへのアクセス向上による物流機能の強化、地域産業の振興に大き
く寄与するものと期待されることから、事業を継続し、より一層のコスト縮減を図りながら早期完成に
向けて事業を推進されたい。
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）が整備計画決定（平成21年4月27日 第4回国幹会議）
水郷有料道路が無料開放（平成21年12月30日）し、交通流動に変化。

事業の進捗状況、残事業の内容等
平成17年度に事業化、用地取得率91％、事業進捗率92％（平成28年3月末時点）
平成17年度の事業化以降、平成21年度から用地着手、平成23年度から工事着手。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
今後は、引き続き用地取得、工事を推進するとともに事業促進を図る。

施設の構造や工法の変更等
新技術の積極的な活用により、コスト縮減に取り組む。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、事業評価監視委員会による審議を踏まえると、本事業は、交通渋滞
緩和および安全性向上、地域連携および地域産業の発展の観点から、事業の必要性、重要性は高く、早
期の効果発現を図ることが適切である。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道４号 古河小山バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
こ が お や ま

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：茨城県古河市柳橋 延長
いばらきけん こ が し やぎはし

至：茨城県結城市小田林 １５．９ｋｍ
いばらきけんゆ う き し おだばやし

事業概要

一般国道４号は、日本橋を起点とし、宇都宮、郡山、福島、仙台、盛岡を経て青森市に至る主要幹線道

路である。古河小山バイパスは、一般国道４号の小山市、古河市の混雑緩和と安全性向上、地域活性化等

を目的とした延長１５．９ｋｍの６車線のバイパス事業である。

Ｓ４８年度事業化 Ｓ４５年度都市計画決定 Ｓ５６年度用地着手 Ｓ６０年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約４７１億円 事業進捗率 ９９％ 供用済延長 １５．９ｋｍ(暫定)

計画交通量 ４４，３００～６３，４００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) ３．０ １４/１，００２億円 ２３３/２，９８１億円 平成２５年

事 業 費：5.2/897億円 走行時間短縮便益：192/2,491億円

(残事業) １６．５ 維持管理費：8.9/105億円 走行費用減少便益： 38/ 255億円

交通事故減少便益：2.6/ 234億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝2.2～3.4（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝14.8～18.1（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝2.7～3.3（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝15.9～17.1（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝2.9～3.1（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝16.2～16.7（事業期間±20％）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・古河小山バイパスに並行する国道４号（現道）の損失時間は、７２．５千人時間/年・ｋｍ。

・６車線一部開通前後で比較すると、約１割低下。

・並行する国道４号（現道）の大堤～三杉町交差点が主要渋滞区間に特定。また、中田町、大山北、友

沼、間々田、間々田四丁目、粟宮（南）、粟宮の7つの交差点が主要渋滞箇所に特定。

・古河小山バイパス全線６車線開通により、国道４号（現道）の交通がバイパスに転換し、渋滞緩和が

見込まれる。

②安全・安心な通行の確保

・古河小山バイパスに並行する国道４号（現道）の死傷事故率は、６６．４件/億台・ｋｍ。

・６車線一部開通前後で比較すると、約４割低下。

・古河小山バイパスの全線６車線開通により、国道４号（現道）や並行路線からの交通転換が図られ、

更に交通事故の減少が見込まれる。

③地域活性化の支援

・国道４号は、物の流通、人の交流、地域間の連携などの活性化を促進し、地域の産業流通活動を支え

ている。

・国道４号（現道）に対し、国道４号の大型車混入率は高く、地域の産業流通活動や関東～東北の物

流に寄与。

・古河小山バイパス沿線は、国道５０号や圏央道などにアクセスしやすいことから、沿線都市では複数

の工業団地が整備され、今後も地域の産業振興に貢献。



関係する地方公共団体等の意見

・茨城県知事の意見：

一般国道４号古河小山バイパスは、首都圏中央連絡自動車道の県内区間の全線開通が平成28年度に予

定されており、今後さらに物流機能の向上、企業立地の促進に大きく寄与するものと期待されることか

ら、事業を継続し、平成28年度内の６車線完成に向けて事業を推進されたい。

・栃木県知事の意見：

一般国道４号は、本県の発展を支える重要な広域幹線道路であり、これまでも機能強化や渋滞対策を

要望してきたところです。つきましては、古河小山バイパスの早期完成に向け事業を継続していただけ

るようお願いします。なお、事業の進捗にあたっては、引き続きコスト縮減に努めていただきますよう

お願いします。

事業評価監視委員会の意見

事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

国道４号栃木県内区間が全線６車線で開通するとともに、北関東自動車道が全線開通、圏央道整備に伴

うIC周辺開発計画の進展、沿道に工業団地等が立地し、当該道路における交通需要が増大している。

事業の進捗状況、残事業の内容等

昭和48年度に事業化、用地進捗率100％、事業進捗率99％（平成28年度3月末時点）。

平成18年度から６車線化の整備を進め、平成24年度までに小田林～大和田区間の約12.1ｋｍの６車線開

通済み。

現在、大和田～柳橋（約3.8km）区間の改良・舗装工事を推進し、平成28年度に全線６車線開通予定。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

残りの事業中区間について着実に整備を進め、平成28年度（今年度）の全線６車線開通を図る。

施設の構造や工法の変更等

－

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、本事業は、交通受胎の緩和、交通安全の確保、地域開発の活性化等の観点から、事業の必要性、

重要性は高く、早期の効果発現を図ることが適切である。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道４号 西那須野道路 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
に し な す の

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：栃木県那須塩原市三区町 延長
とちぎけん な す し お ば ら しさんくちょう

至：栃木県那須塩原市西富山 ４．６ｋｍ
とちぎけん な す し お ば ら しにしとみやま

事業概要

一般国道４号は、日本橋を起点とし、宇都宮、郡山、福島、仙台、盛岡を経て青森市に至る主要幹線道

路である。西那須野道路は、一般国道４号の那須塩原市街地の混雑緩和と安全性の向上、地域活性化等を

目的とした延長４．６ｋｍの４車線のバイパス及び現道拡幅事業である。

Ｈ１８年度事業化 Ｓ４２年度都市計画決定 Ｈ２１年度用地着手 Ｈ－年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約１６５億円 事業進捗率 ６７％ 供用済延長 0.0ｋｍ

計画交通量 １４，７００～３０，０００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．１ ６０/１７２億円 １９２/１９２億円 平成２８年

事 業 費： 50/162億円 走行時間短縮便益： 167/167億円

(残事業) ３．２ 維持管理費： 11/ 11億円 走行費用減少便益： 14/14億円

交通事故減少便益： 12/12億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.0～1.2（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝3.0～3.5（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.1～1.1（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝2.9～3.5（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝0.97～1.3（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝2.8～3.4（事業期間±20％）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・西那須野道路に並行する国道４号（現道）の損失時間は、８６．１千人時間/年・ｋｍ。

・烏ヶ森公園入口～三島（北）交差点間が主要渋滞区間に特定。二区、（仮称）西富山バス停、（仮称）

西山南交差点も主要渋滞箇所に特定。

・西那須野道路の整備により、現道区間の交通が当該道路に転換され、渋滞緩和が見込まれる。

②安全・安心な通行の確保

・西那須野道路に並行する国道４号（現道）の死傷事故率は、８０．２件/億台・ｋｍ。

・西三島交差点の死傷事故率は、３１８．０件/億台・ｋｍとなっている。

・事故類型は追突による事故が多く、全体の約８割を占める。

・西那須野道路の整備により、現道区間の交通が当該道路に転換され、交通事故の減少が見込まれる。

③地域活性化の支援

・西那須野道路の周辺地域は、東北自動車道の西那須野塩原ＩＣへのアクセス性が良く、沿道には多く

の工業団地が集積し、国道４号の大型車混入率（３２．０％）が高い。

・大型車の多い国道４号では西那須野道路の整備により、東北自動車道へのアクセスが向上し、地域開

発の活性化や物流効率性の向上を支援する。

関係する地方公共団体等の意見

・栃木県知事の意見：

一般国道４号は、本県の発展を支える重要な広域幹線道路であり、これまでも機能強化や渋滞対策を

要望してきたところです。つきましては、西那須野道路の早期完成に向け事業を継続していただけるよ

うお願いします。なお、事業の進捗にあたっては、引き続きコスト縮減に努めていただきますようお願

いします。

事業評価監視委員会の意見

事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

東北自動車道黒磯板室ＩＣの近辺にアウトレットモールが立地し、休日の周辺地域の交通量が増加が見

込まれる。



事業の進捗状況、残事業の内容等

平成18年度に事業化、用地進捗率84％、事業進捗率67％（平成28年3月末時点）

今後、引き続き用地の取得を推進するとともに、早期開通に向け事業促進を図る。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

栃木県の第5期無電柱化推進計画を受け、平成19年度に無電柱化を電線管理者と追加合意。

平成27年度、電線管理者と協議した結果、電線共同溝による無電柱化が確定したため事業費を増加。

引き続き用地の取得を推進するとともに、早期開通に向け事業促進を図る。

施設の構造や工法の変更等

－

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会によ

る審議を踏まえると、交通渋滞の緩和、交通安全の確保、地域開発の活性化等の観点から、事

業の必要性、重要性は高く、早期の効果発現を図ることが適切である。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道17号 群馬大橋拡幅 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ぐんまおおはしかくふく

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：群馬県前橋市元総社町 延長
まえばししもとそうじゃまち

至：群馬県前橋市本町一丁目 2.4km
まえばししほんまちいっちょうめ

事業概要
一般国道17号は、東京都中央区から新潟県新潟市に至る延長約390kmの主要幹線道路であるとともに、通過

市町村における日常生活や経済活動を支える重要な路線である。群馬大橋拡幅は、群馬県の政治・経済・文化

の中心都市である前橋市にあって、中心街における慢性的な交通混雑の解消と道路交通の安全確保を目的とし

た延長2.4kmの拡幅事業（6車線）である。

H元年度事業化 H3年度都市計画決定 H2年度用地着手 H5年度工事着手
（H-年度変更）

全体事業費 約300億円 事業進捗率 59％ 供用済延長 1.2km
計画交通量 36,800～51,400台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.8 94/355億円 217/624億円 平成25年度

事 業 費： 89/349億円 走行時間短縮便益： 190/537億円
(残事業) 2.3 維持管理費：4.8/6.2億円 走行費用減少便益： 19/ 63億円

交通事故減少便益： 7.8/ 24億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝1.7～1.8（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.3～ 2.4（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.7～1.8（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 1.6～ 2.6（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.6～1.8（事業期間± 2年） 事業期間：B/C＝ 2.1～ 2.3（事業期間± 2年）

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。
・現道（国道17号）における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。
・現道のバス路線の利便性向上が見込まれる。
・特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる。

②都市の再生
・中心市街地内で行う事業である（群馬県庁・前橋市役所・前橋駅に隣接、沿線は商業・業務地域、買

い物客の中心市街地へのアクセス（マイカー、公共交通）が向上。「前橋市中心市街地活性化基本計
画（H23.3）」に位置付けあり。）。

③個性ある地域の形成
・「前橋市中心市街地活性化基本計画（H23.3）」で交通体系の整備として位置付けがあり、拠点開発プロ
ジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する。

④歩行者･自転車のための生活空間の形成
・前橋市交通バリアフリー構想の重点整備地区の特定経路に該当し、バリアフリー化される。

⑤安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設（前橋赤十字病院）へのアクセス向上が見込まれる。

⑥災害への備え
・群馬県地域防災計画における第一次緊急輸送道路として位置づけられている。

⑦地球環境の保全
・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑧生活環境の改善
・NO2やSPM排出量の削減が見込まれる。

⑨他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係
・「第六次前橋市総合計画(H25.3)」や「はばたけ群馬・県土整備プラン2013-2022群馬県(H25.4)」の中

で位置づけられている。
関係する地方公共団体等の意見
・群馬県知事の意見：

本事業は、市内中心部の渋滞緩和や通行の安全性向上に必要なことから事業を継続し、特に渋滞が著しい表町

一丁目交差点以北の区間については早期に工事の着手を図られたい。

また、コスト縮減を徹底し、効率的、効果的に事業を推進されたい。

事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
周辺の土地整備による市街化が進み交通需要が増加。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成元年度の事業化後、平成5年より工事着手、平成11年2月には石倉町三丁目交差点～県庁南交差点間、平成

23年9月には県庁南交差点～紅雲町歩道橋間を暫定5車線供用し、混雑の著しい箇所から優先度を付け順次事業

を展開し、早期の効果発現を図っている。

・群馬大橋拡幅の用地取得率は65％(平成28年3月末、面積ベース)。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
今後も整備の優先度を付け、用地取得・工事を推進し、早期の効果発現を図る。

施設の構造や工法の変更等
－

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道50号前橋笠懸道路 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
まえばしかさかけどうろ

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：群馬県前橋市今井町 延長
ぐんまけんまえばししいまいまち

至：群馬県みどり市笠懸町鹿 12.5km
ぐんまけん しかさかけちょうしか

事業概要
一般国道50号は、群馬県前橋市から茨城県水戸市に至る延長約160kmの主要幹線道路であるとともに、

通過市町村における日常生活や経済活動を支える重要な路線である。前橋笠懸道路は、群馬県内の国道50
で唯一の2車線区間である前橋市今井町～みどり市笠懸町鹿間における慢性的な交通渋滞を解消し、地域
住民の生活環境における安全性向上を目的とした延長約12.5kmのバイパス及び拡幅事業である。
H13年度事業化 H18年度都市計画決定 H21年度用地着手 H24年度工事着手

（H-年度変更）

全体事業費 約427億円 事業進捗率 14% 供用済延長 0km
計画交通量 27,900～44,300台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.7 290/342億円 575/575億円 平成25年度

事 業 費：261/314億円 走行時間短縮便益：495/495億円
(残事業) 2.0 維持管理費：29/ 29億円 走行費用減少便益： 43/ 43億円

交通事故減少便益： 37/ 37億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝1.6～1.7（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 1.9～ 2.1（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.6～1.8（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 1.8～ 2.2（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.4～1.9（事業期間± 4年） 事業期間：B/C＝ 1.7～ 2.2（事業期間± 4年）

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。
・現道（国道50号）における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。
・現道のバス路線の利便性向上が見込まれる。

②都市の再生
・幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である。

③国土・地域ネットワークの構築
・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

④個性ある地域の形成
・主要な観光地（貴船神社・岩宿遺跡など）へのアクセス向上が期待される
⑤安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設（前橋赤十字病院）へのアクセス向上が見込まれる。

⑥安全な生活環境の確保
・交通量の減少等により、今井町交差点の安全性の向上が期待される。

⑦災害への備え
・群馬県地域防災計画における第一次緊急輸送道路として位置づけられている。
・緊急輸送道路（国道50号）が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成

する。
⑧地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。
⑨生活環境の改善

・NO2やSPM排出量の削減が見込まれる。
・騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され

る。
⑨他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係

・「第六次前橋市総合計画(H25.3)」や「はばたけ群馬・県土整備プラン2013-2022群馬県(H25.4)」の中
で位置づけられている。

関係する地方公共団体等の意見
・群馬県知事の意見：

本事業は、現道の渋滞緩和や沿道の住環境改善に必要なことから事業を継続し、特に平成28年度全線
開通との目標が公表された上武道路との交差点を含む前橋市今井町から二之宮町間の現道拡幅区間の早
期完成を図るとともに、伊勢崎市赤堀今井町から伊勢崎市香林町までのバイパス区間の事業進捗を図ら



れたい。
また、コスト縮減を徹底し、効率的、効果的に事業を推進されたい。

事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
北関東自動車道（伊勢崎IC～太田桐生IC）が平成20年3月供用。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成11年度～平成13年度にPIを実施し、平成13年度に事業化、平成18年度には環境影響評価および都市計

画決定を実施し、平成21年度に用地着手、平成24年度に工事着手。

・平成25年度には鹿交差点の現道拡幅部が開通。

・前橋笠懸道路の用地取得率は12％（平成28年8月末、面積ベース）。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
引き続き用地の取得及び工事を推進し、早期の効果発現を図る。

施設の構造や工法の変更等
－

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道17号与野大宮道路 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
よ の おおみやどう ろ

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：埼玉県さいたま市中央区下落合 延長
ちゆうおう く しもおちあい

至：埼玉県さいたま市中央区上落合 1.5km
ちゆうおう く かみおちあい

事業概要
一般国道17号は、東京都中央区を起点として、さいたま市、前橋市等の主要都市を通過し、新潟市に
至る延長約370kmの主要幹線道路である。
与野大宮道路は、一般国道17号の交通渋滞の緩和、交通安全・地域の快適性の向上、「さいたま新都心」

地区の骨格形成を目的とした延長2.7kmの現道拡幅事業であり、うち1.5kmを事業中である。
H6年度事業化 H元年度都市計画決定 H7年度用地着手 H10年度工事着手
全体事業費 約180億円 事業進捗率 83% 供用済延長 0.7km
計画交通量 32,500～39,400台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1．6 26/257億円 148/416億円 平成28年

事 業 費： 25/254億円 走行時間短縮便益： 142/398億円
(残事業) 5．7 維持管理費：1.5/2.7億円 走行経費減少便益： 4.1/ 16億円

交通事故減少便益： 2.0/2.3億円
感度分析の結果 事業全体・残事業について感度分析を実施
【事業全体】交通量 ：B/C＝1.6～1.7（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝5.3～6.0（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.6～1.6（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝5.1～6.3（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.6～1.7（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝5.5～5.9（事業期間±20％）

事業の効果等
(1)交通混雑の緩和、円滑化
・国道１７号当該事業区間の損失時間は、約178千人時間/年･km。
・上落合一丁目交差点～八幡通り交差点については交差点間隔が短く、隣接区間に比べ損失時間が高い状況
であり、与野大宮道路の整備により、国道17号の交通混雑の緩和が見込まれる。

(2)交通安全・地域の快適性の向上
・国道１７号当該事業区間の死傷事故率は約198.3件/億台km。
・事故類型では、追突事故が約4割を占めている。
・与野大宮道路の整備により、現道の交通の円滑化が図られ、交通事故の減少が見込まれる。
(3)さいたま新都心の骨格形成
・与野大宮道路は、南大通東線、東西中央幹線、赤山東線、産業道路とあわせて、さいたま新都心地区の発展
を支援する骨格道路としての機能を有する。

関係する地方公共団体等の意見
・さいたま市長からの意見

一般国道17号与野大宮道路は、さいたま新都心に隣接した中心市街地に位置し、ＪＲ埼京線北与野駅付近
で鉄道と交差しており、沿道にはマンション、事業所、学校などの公共施設が多数立地しています。
一方で、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催において、さいたまスーパーアリーナがバスケ

ットボールの会場に決定しており、また、現在、さいたま新都心への赤十字病院及び小児医療センターの移転
等機能集積を進めていることから、さいたま新都心駅周辺地区西側の骨格形成を図り、交通利便性をより一層
向上させることが必要となっています。
以上から、与野大宮道路については、大宮駅からさいたま新都心駅周辺の中心市街地を連携する４車線ネ

ットワークの一部として、慢性的な渋滞緩和を図る上で重要な路線であることから、引続き整備継続頂けますよ
うお願い申し上げます。



事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・前回再評価(H26)以降、立体駐車場併設の大型ショッピングセンターが開業。
・平成28年度内には、(独)造幣局東京支局、埼玉県警察本部の各機関、さいたま赤十字病院と小児医療センタ
ーが移転予定。

・さいたま新都心では、今後も各施設が集積し、広域連携拠点の形成が図られる。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成6年度事業化、用地進捗率75％、事業進捗率83％（平成28年3月時点）。
・平成11年度：赤山西線～八幡通り線間 延長0.5km(3/4)部分開通。
・平成18年度：八幡通り線～南大通東線間 延長0.7km(4/4)部分開通。
・残事業は、赤山東線～八幡通り線間の延長0.8kmについて4車線化のための拡幅部分の用地取得及び工事。
・今後も引き続き用地取得を進め、4車線化に向けて整備を推進。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・残る延長0.8kmについては用地取得を進めているところである。
・用地取得を進め、早期の供用を目指す。
施設の構造や工法の変更等
新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道17号 上尾道路 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
あげ お どう ろ

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：埼玉県さいたま市西区宮前町 延長
にし く みやまえちよう

至：埼玉県桶川市川田谷 11.0km
おけがわ し かわ た や

事業概要
一般国道17号は、東京都中央区を起点として、さいたま市、前橋市等の主要都市を通過し、新潟市に
至る延長約370kmの主要幹線道路である。
上尾道路は、一般国道17号の交通混雑緩和と圏央道へのアクセス向上を目的とした延長20.1kmのバイ

パス事業である。
H2年度事業化 S44年度都市計画決定 H9年度用地着手 H14年度工事着手

（H元年度変更）
全体事業費 約1,153億円 事業進捗率 95% 供用済延長 11.0km（暫定）
計画交通量 41,300～57,600台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1．9 73/1,538億円 449/2,880億円 平成28年

事 業 費： 58/1,489億円 走行時間短縮便益： 365/2,624億円
(残事業) 6．1 維持管理費： 16/ 48億円 走行経費減少便益： 70/ 181億円

交通事故減少便益： 14/ 74億円
感度分析の結果 事業全体・残事業について感度分析を実施
【事業全体】交通量 ：B/C＝1.5～2.1（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝5.7～6.6（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.9～1.9（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝5.7～6.6（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.8～2.0（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝5.9～6.2（事業期間±20％）

事業の効果等
(1)交通混雑の緩和、円滑化
・H28.4.29全線開通後の上尾道路に並行する国道17号現道の損失時間は、242.8千人時間/年・km。
・全線開通後、損失時間が全線開通前332.9千人時間/年・kmから約２７％減少。
・上尾道路の全線４車線整備により、さらに交通が転換し、国道17号現道交通渋滞のより一層の緩和が見込ま
れる。

(2)周辺道路の交通量の減少
・平成28年4月に、上尾市小敷谷～桶川市川田谷間の4.7kmが開通し、11.0km全線開通（一部2/4車線)
・上尾道路の全線開通により、並行する生活道路の交通量が約27％減少し、うち大型車交通量が約45％減少。
(3)圏央道へのアクセス向上
・上尾道路の全線開通により、国道１６号と接続する宮前ＩＣから圏央道の桶川北本ＩＣへの所要時間が３５分か
ら２０分に大幅に短縮し、圏央道へのアクセスが向上。



関係する地方公共団体等の意見
・埼玉県知事からの意見
上尾道路は、圏央道へのアクセス向上や国道17号現道の慢性的な渋滞緩和を図る上で非常に重要な道路で
す。
平成２８年４月２９日に上尾市から桶川市間が一部暫定区間を含むものの全線開通し、さいたま市方面から圏
央道桶川北本ＩＣへのアクセス性が向上しました。
引き続き、全線４車線化に向けて、江川地区の貴重な湿地環境の保全対策を実施しつつ、コスト縮減に十分留
意し、早期完成に努めていただくようお願いします。

・さいたま市長からの意見
国道１７号上尾道路につきましては、慢性化している国道１７号現道周辺の交通混雑の緩和や沿道環境の改
善に寄与し、また地域間の道路網を担い、都市の骨格をなす幹線道路として認識しているところです。
現在、さいたま市では、広域的な地域との連携強化のネットワークの構築を目指すべく道路整備を鋭意進めて
おります。
国道17号上尾道路の全線開通により、さいたま市から圏央道へのアクセスが向上され、より一層の経済発展
に大きく貢献されるものと期待しております。
国道17号上尾道路については、さらなる渋滞の緩和と利便性の向上のため、全線４車線化に向けて引続き整
備継続頂けますようお願い申し上げます。

事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成22年3月に圏央道(川島IC～桶川北本IC間）5.7km、平成23年5月に圏央道(白岡菖蒲IC～久喜白岡JCT
間）3.3km、平成27年10月に圏央道(桶川北本IC～白岡菖蒲IC間）10.8kmが4/4車線で開通。

・桶川都市計画道路川越栗橋線(川田谷工区)は、平成21年7月に開通。
事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成2年度事業化、用地取得率99％、事業進捗率99%（平成28年3月時点）。
・平成21年度：さいたま市西区宮前町～上尾環状線間 延長4.2km(2/4)部分開通。
・平成21年度：川越栗橋線～桶川市川田谷間 延長2.1km(2/4)部分開通。
・平成27年度：さいたま市西区宮前町～上尾環状線間 延長4.2km及び川越栗橋線～桶川北本IC間延長1.2

km4/4車線開通。
・平成28年度：上尾環状線～さいたま鴻巣線間 延長0.3km4/4車線開通。

さいたま鴻巣線～川越栗橋線間 延長4.4km(2/4)部分開通。
・今後は、2/4車線区間を4/4車線化に向けて引き続き工事を実施。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・環境保全対策における特定希少植物の移植により、事業費5億円増額及び事業期間3年延伸。
・上尾道路全線4車線の開通による効果を早期に発現するため、2/4車線区間を4/4車線化に向けて引き続
き工事を実施。

施設の構造や工法の変更等
新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道298号東 京外かく環状道路 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
とうきょうがい かんじょうどうろ

（千葉県区間） 区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：千葉県松戸市小山 延長
ち ば け ん ま つ ど し こ や ま

至：千葉県市川市高谷 12.1km
ち ば け ん いちかわしこ う や

事業概要
東京外かく環状道路（以下「外環道」）は、都心から約15kmの地域を環状に結ぶ延長約85kmの幹線道路で

ある。外環道は、首都圏3環状の一部で、これらの環状道路を整備することで、都心部の慢性的な交通渋滞
の緩和及び、環境改善への寄与等を図り、さらに、我が国の経済活動の中枢にあたる首都圏の経済活動と
くらしを支える社会資本として、重要な役割を果たす道路となる。
外環道の一部である「千葉県区間」（以下、千葉外かん）は、周辺道路の交通混雑の緩和、生活道路への

流入の排除等を目的とした12.1kmの一般国道である。
S45年度事業化 S44年度都市計画決定 S48年度用地着手 S53年度工事着手

(H8年度変更)

全体事業費 約5,635億円 事業進捗率 91％ 供用済延長 4.7km(暫定)
計画交通量 31,600 ～ 45,600台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.2 771/7,909億円 6,904/9,728億円 平成25年度

事 業 費： 697/7,822億円 走行時間短縮便益：6,271/8,987億円
(残事業) 9.0 維持管理費： 74/ 87億円 走行費用減少便益： 553/ 657億円

交通事故減少便益： 80/ 85億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝ 1.2～1.3（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 8.6～ 9.2（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝ 1.2～1.3（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 8.2～ 9.8（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝ 1.2～1.3（事業期間± 1年） 事業期間：B/C＝ 8.6～ 9.2（事業期間± 1年）

事業の効果等
①周辺道路の渋滞状況
・市川市、松戸市の南北方向の県道では、いたるところで渋滞による損失時間が発生している。
・再評価対象区間の整備により、交通の転換が図られ、周辺県道の交通混雑の緩和が見込まれる。
②地域間の連絡強化
・再評価対象区間の整備により、例えば内陸の北松戸工業団地と船橋中央ふ頭間における所要時間の短
縮が図られるなど、地域間の連絡強化が期待される。
③周辺道路の事故発生状況
・再評価対象区間周辺の県道の死傷事故率は、千葉県内の国道・県道平均（58.5件/億台・km）の約3倍
（200件/億台・km）以上にあたる区間が多数存在している。
関係する地方公共団体等の意見

外環道は、都心部から伸びる放射道路を相互に連絡し首都圏全体の道路ネットワークを形成する重要な
道路である。

特に、本県においては、県全体に多大な効果をもたらすとともに、県北西部の慢性的な交通混雑の緩和
や沿道環境の改善に資する道路である。

引き続き、環境保全に十分配慮し、開通目標の平成２９年度中に確実に開通するよう、事業の推進を図
られたい。
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
－

事業の進捗状況、残事業の内容等
・本線部の用地取得率は100％（平成28年3月末現在）であり、平成29年度の開通に向け、工事推進中。
・開通後は、環境モニタリング調査、埋蔵文化財調査の資料整理等を平成32年度まで実施するため、事業
期間は3年延伸。（H29年度→H32年度）
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・現在、改良工事、歩道橋、遮音壁工事等を進めており、平成29年度に全線開通予定。
・開通後は、環境モニタリング調査、埋蔵文化財調査の資料整理等を平成32年度まで実施するため、事業
期間は3年延伸。（H29年度→H32年度）
施設の構造や工法の変更等
－



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

当該事業は、交通混雑の緩和、交通安全性の向上、地域活性化等の観点から事業の必要性・重要性は高
く、早期の効果発現を図ることが適切である。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

 



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道468号首都圏中央連絡自動車道 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
しゆとけんちゆうおうれんらくじどうしやどう

（大栄～横芝） 区分 主体 関東地方整備局
たいえい よこしば

東日本高速道路(株)

起終点 自：千葉県成田市吉岡 延長
ち ば け ん な り た し き ち お か

至：千葉県山武市松尾町谷津 18.5km
ち ば け ん さ ん む し ま つ お ま ち や つ

事業概要
首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、東京都心から半径およそ４０～６０ｋｍの位置に計画されて

いる延長約３００ｋｍの高規格幹線道路であり、首都圏の幹線道路の骨格となる３環状９放射の道路ネ
ットワークを形成し、首都圏全体の道路交通円滑化や機能の再編成等を図る目的の事業である。
大栄～横芝間は、圏央道（つくば～大栄）に接続し、千葉東金道路、東関東自動車道水戸線と連絡す

ることとなり、千葉県と茨城県等とを結ぶ広域的な高速交通ネットワークを形成されるとともに、成田
国際空港周辺における新たな自動車専用道路として、地域の活性化並びに地域間の交流及び連携の強化
を図り、地域経済及び産業の発展に寄与する。また、災害時に内陸部から東京湾岸部および県東部沿岸
部への緊急輸送ルートとして機能し、既開通区間との接続により防災拠点である木更津港や自衛隊基地
等へのルートが確保される等、地域の防災強化に寄与する道路である。
H20年度事業化 H19年度都市計画決定 H25年度用地着手 工事 H27年度工事着手
全体事業費 約1,040億円 事業進捗率 約9% 供用済延長 -km
計画交通量 17,300～20,700台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.5 877/930億円 1,366/1,366億円 平成25年

事 業 費：707/759億円 走行時間短縮便益：1,135/1,135億円
(残事業) 1.6 維持管理費：171/171億円 走行費用減少便益： 140/140億円

交通事故減少便益： 90/90億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量：B/C＝1.4～1.5(交通量 ±10％） 【残事業】交通量：B/C＝1.5～1.6(交通量 ±10％）

事業費：B/C＝1.4～1.6(事業費 ±10％） 事業費：B/C＝1.5～1.7(事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.3～1.7(事業期間± 4年） 事業期間：B/C＝1.3～1.8(事業期間± 4年）

事業の効果等
①沿線地域の活性化
・首都圏中央連絡自動車道の当該区間は、首都圏及び成田国際空港周辺地域の高規格幹線ネットワーク
を形成する。圏央道ICの周辺地域を中心に物流・産業拠点、交流拠点、住宅団地等の整備が計画され
ており、周辺地域の活性化に寄与することが期待される。

②企業活動・地域づくり支援
・圏央道（大栄～横芝）の開通により、国内の航空貨物取扱量第１位である成田国際空港へのアクセス
性を高め、産業集積を支援するとともに産業のポテンシャル発揮を支援する。

③災害時の道路ネットワークの強化
・災害時において、内陸部から東京湾岸部及び県東部沿岸部の啓開・復旧ルートへのアクセスが可能と
なる。

関係する地方公共団体等の意見
・千葉県知事からの意見：
圏央道はアクアラインと一体となって、首都圏の各都市と成田空港などの拠点間を環状につなぎ、国

際競争力を強化するとともに、国土の強靭化と地方創生を実現していくうえで極めて重要な道路である。
県内の圏央道周辺各地域では、観光施設への入込客数の増加や、工場･物流施設等の企業立地の進展な

ど、経済に好循環をもたらすストック効果が現れている。
ついては、さらなる効果を県内全域に波及させるためにも、唯一の未開通区間である大栄･横芝間の開

通目標を設定し、一日も早い圏央道の完成を図られたい。
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
圏央道「東金JCT～木更津東IC間」が暫定２車線供用（平成25年4月27日）。
圏央道「神崎IC～大栄JCT間」が暫定２車線供用（平成27年6月7日）。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成25年度に用地取得に着手し、用地取得率は約36%（H28.3末時点、面積ベース）
・圏央道（大栄～横芝）周辺の約52万㎡の埋蔵文化財包蔵地のうち、約４万㎡を調査済み。（平成27年度
末）



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・今後は、用地取得が完了した箇所から順次埋蔵文化財調査に着手し、暫定２車線開通に向けて事業を
進捗させる。

・道路の整備効果の早期発現を図るため、暫定２車線整備を先行し、その後、全線４車線完成に向け事
業を推進させる。

施設の構造や工法の変更等
コスト縮減に資する調達方法の採用や新技術の積極的活用など、コスト縮減に努める。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を

踏まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道468号首都圏中央連絡自動車道 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
しゆとけんちゆうおうれんらくじどうしやどう

（東金茂原道路） 区分 主体 関東地方整備局
とうがねもばらどうろ

起終点 自：千葉県東金市丹尾 延長
ち ば け ん とうがねしたんのお

至：千葉県茂原市石神 21.6km
ち ば け ん も ば ら し い し が み

事業概要
首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、東京都心から半径およそ４０～６０ｋｍの位置に計画されてい

る延長約３００ｋｍの高規格幹線道路であり、首都圏の幹線道路の骨格となる３環状９放射の道路ネット
ワークを形成し、首都圏全体の道路交通円滑化や機能の再編成等を図る目的の事業である。
東金茂原道路は、圏央道（茂原～木更津、横芝～東金）に接続し、東京湾アクアライン、館山自動車道

と連絡することとなり、千葉県と東京都及び神奈川県とを結ぶ広域的な高速交通ネットワークを形成され
るとともに、房総半島における新たな自動車専用道路として、地域の活性化並びに地域間の交流及び連携
の強化を図り、地域経済及び産業の発展に寄与する。また、災害時に内陸部から東京湾岸部および県東部
沿岸部への緊急輸送ルートとして機能し、既開通区間との接続により防災拠点である木更津港や自衛隊基
地等へのルートが確保される等、地域の防災強化に寄与する道路である。
H13年度事業化 H11年度都市計画決定 H16年度用地着手 H16年度工事着手
全体事業費 約1,168億円 事業進捗率 供用済 供用済延長 21.6 km
計画交通量 20,900～25,000台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.6 318/1,127億円 1,542/1,785億円 平成25年

事 業 費：295/969億円 走行時間短縮便益：1,282/1,459億円
(残事業) 4.9 維持管理費： 22/159億円 走行費用減少便益：156/202億円

交通事故減少便益：104/124億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量：B/C＝1.6～1.7(交通量 ±10％） 【残事業】交通量：B/C＝4.6～5.1(交通量 ±10％）

事業費：B/C＝1.5～1.7(事業費 ±10％） 事業費：B/C＝4.4～5.4(事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.3～1.8(事業期間± 4年） 事業期間：B/C＝4.1～5.3(事業期間± 4年）

事業の効果等
①地域づくり支援
・首都圏中央連絡自動車道の当該区間は、首都圏及び成田国際空港周辺地域の高規格幹線ネットワークを
形成する。圏央道（東金茂原道路）の整備により、首都圏各地からの所要時間が短縮し、自然観光施設
の豊富な長生地域がより身近となり、観光客の増加が期待される。

②救命救急活動支援
・圏央道東金ＩＣ・ＪＣＴ直近に第三次救急医療施設が開業し千葉県内の３０分圏域が拡大し千葉県人口
カバー率が９５％に向上しており、沿線地域の救急医療の支援に寄与している。

③災害時の道路ネットワークの強化
・災害時において、内陸部から東京湾岸部および県東部沿岸部の啓開・復旧ルートへのアクセスが可能と
なる。

関係する地方公共団体等の意見
・千葉県知事からの意見：

圏央道はアクアラインと一体となって、首都圏の各都市と成田空港などの拠点間を環状につなぎ、国
際競争力を強化するとともに、国土の強靭化と地方創生を実現していくうえで極めて重要な道路である。
東金茂原道路沿線各地域では、開通前と比較し観光入込客数の増加や企業立地の進展など、経済の好

循環が現れている。
暫定２車線による供用は、対面交通の安全性や走行性、大規模災害時の対応に課題が多く、安全で円

滑な交通を確保し、生産性の向上を導くためには４車線化が必要である。
アクセスの信頼性を更に高め、ストック効果を最大限発現するためにも４車線化の早期整備を図られ

たい。
・千葉市長からの意見：

圏央道の整備により、新たな広域ネットワークが構築され、本県及び本市の発展と道路利用者へのサ
ービスの向上、更には大規模災害時における緊急輸送路としての役割を担うことから、当該区間の４車
線化及び圏央道全線の早期開通に向けた事業の促進を図られたい。

事業評価監視委員会の意見
・事業の継続を承認する。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
圏央道「茂原長南IC～木更津東IC間」が暫定２車線供用（平成25年4月27日）。
圏央道「神崎IC～大栄JCT間」が暫定２車線供用（平成27年6月7日）。

事業の進捗状況、残事業の内容等
平成２８年３月末時点、暫定２車線部分の用地は１００％取得済み（全体では９９％取得済み）。
道路の整備効果の早期発現を図るため、平成２５年４月２７日に暫定２車線供用。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
今後は、暫定２車線供用後の交通状況を鑑みながら、全線４車線完成に向け事業を推進する。

施設の構造や工法の変更等
スマートIC２箇所（茂原長柄SIC（仮称）、大網白里SIC（仮称））の事業許可（平成25年6月11日）

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川崎 茂信

事業名 一般国道51号大栄拡幅 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
たいえいかくふく

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：千葉県成田市桜田 延長
ち ば け ん な り た しさくらだ

至：千葉県成田市 所 1.5km
ち ば け ん な り た しところ

事業概要

一般国道51号は、千葉市と北総地域の主要な都市である成田市、香取市などを経て茨城県水戸市に至る

延長約124kmの幹線道路である。このうち「大栄拡幅」は成田市桜田から同市所に至る一部バイパス計画

を含めた1.5kmの現道拡幅事業である。当該事業は、東関東自動車道大栄ICと東総有料道路のアクセス向

上が図られるとともに、交通渋滞の緩和および交通安全性の向上を図るものである。

S63年度事業着手 H13年度都市計画決定 H17年度用地着手 工事未着手

全体事業費 約50億円 事業進捗率 約57% 供用済延長 -km

計画交通量 25,700～29,000台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.6 26/50 億円 82/82億円 平成25年

事 業 費：22/46億円 走行時間短縮便益：77/77億円

(残事業) 3.2 維持管理費：3.9/3.9億円 走行費用減少便益：3.0/3.0億円

交通事故減少便益：1.9/1.9億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量：B/C＝1.5～1.9（交通量 ±10％） 【残事業】交通量：B/C＝2.9～3.7（交通量 ±10％）

事業費：B/C＝1.6～1.7（事業費 ±10％） 事業費：B/C＝3.1～3.3（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝1.5～1.8（事業期間± 2年） 事業期間：B/C＝2.9～3.4（事業期間± 2年）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・大栄拡幅区間の主要渋滞箇所である桜田権現前交差点を中心に交通混雑が発生。

・大栄拡幅の整備により、カーブ区間による速度低下及び右折車両による直進車両（大型車）の阻害が解

消され、国道５１号の渋滞緩和が見込まれる。

②安全安心な通行の確保

・大栄拡幅区間の死傷事故のうち、渋滞による停発回数の増加が要因とされる追突事故が約７割と最も多

い状況。

・大栄拡幅の整備により交通事故の減少が期待。

③安全性向上

・大栄拡幅区間は、小学校の通学路に指定されているが、歩道幅員の狭い箇所（幅約1.0m）が点在してお

り歩行者の安全性に問題。

・大栄拡幅の整備により、歩道幅員が広くなり道路線形が改善し、良好で安全な道路空間が確保。

関係する地方公共団体等の意見

・千葉県知事からの意見：

一般国道５１号大栄拡幅は、東関東自動車道の大栄ICと東総有料道路のアクセス向上を図るとともに、

当該区間の交通渋滞の緩和や交通安全確保のために重要な事業であることから、早期に完成されるよう

事業の推進を図られたい。

事業評価監視委員会の意見

事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

－

事業の進捗状況、残事業の内容等

・当該事業の用地取得率は57％（H28.3末時点、面積ベース）。

・今後も、引き続き用地の取得を実施し、事業推進を図る。



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

－

施設の構造や工法の変更等

－

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業名 一般国道357号東京湾岸道路（千葉県区間） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
とうきょうわんがんどうろ

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：千葉県千葉市美浜区真砂 延長
ち ば け ん ち ば し み は ま く ま さ ご

至：千葉県浦安市舞浜 21.3km
ち ば け ん うらやすしまいはま

事業概要
東京湾岸道路は、東京湾を取り巻く千葉県、東京都、神奈川県の海岸沿いに、千葉県富津市から神奈川

県横須賀市に至る延長160kmの幹線道路であり、自動車専用道路及び一般道路を併設した構造となってい
る。

一般国道357号東京湾岸道路（千葉県区間）は、東京湾岸道路の一部を形成し、中長距離の交通を担う
自動車専用道路に対し、地域間交通を担う自動車専用部及び地先交通を担う一般部の整備を進める事業と
して、内陸部の交通混雑の緩和、湾岸地域に立地する諸施設の連携を支援することを目的とした延長21.3
kmの道路である。
S45年度事業化 S44年度都市計画決定 S45年度用地着手 S47年度工事着手
全体事業費 約1,313億円 事業進捗率 約81% 供用済延長 21.3km
計画交通量 36,300～90,700台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 4.7 221/4,122億円 2,132/19,213億円 平成25年

事 業 費：210/4,032億円 走行時間短縮便益：1,819/18,477億円
(残事業) 9.6 維持管理費： 11/ 90億円 走行費用減少便益： 254/ 700億円

交通事故減少便益： 59/ 36億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量：B/C＝4.2～5.1（交通量 ±10％） 【残事業】交通量：B/C＝8.4～10.9（交通量 ±10％）

事業費：B/C＝4.3～5.1（事業費 ±10％） 事業費：B/C＝8.8～10.6（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝4.3～5.1（事業期間± 2年） 事業期間：B/C＝8.9～10.3（事業期間± 2年）

事業の効果等
(1)交通混雑の緩和
・当該区間の損失時間は、274千人時間/年・kmで、慢性的に渋滞している状況。
・国道357号の立体交差点化や局所的な交通円滑化対策の実施により渋滞の緩和が見込まれる。
(2)安全安心な通行の確保
・当該区間の死傷事故率は、若松交差点の401.0件/億台・kmをはじめ、塩浜交差点・舞浜交差点・日の出交差
点等も200件/億台・kmを超過。
・国道357号の立体交差点化や局所的な渋滞対策の実施により事故の減少が見込まれる。
(3)物流の支援
・当該区間には、京葉工業地域・千葉港のほか、集客力の高い観光施設や商業施設が多く立地。整備推進によ
り、集積する物流施設等からの物資の迅速・円滑・効果的な輸送を支援する。
関係する地方公共団体等の意見
千葉県知事からの意見：

一般国道357号東京湾岸道路は、経済や産業が集積している東京湾岸地域を連絡し、その交通を担う重
要な幹線道路です。
近年、沿道地域においては、大型の物流施設や商業施設などの経済活動の活性化に伴い、慢性的な交通

渋滞をきたしている状況です。
そこで、慢性的な交通渋滞の緩和や交通安全の確保に向け、現在進めている事業を速やかに推進すると

ともに、更なる円滑な交通を確保するための対策について実施願いたい。
事業評価監視委員会の意見

事業の継続を承認する。
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・湾岸地域という立地を活かし、大型商業施設や工場・物流施設が多く立地している。
・当該区間の周辺は、物流施設や商業施設の開発が進み、交通需要が大幅に増大している。
事業の進捗状況、残事業の内容等

一般部は、昭和45年度に着手し、平成2年度に全線供用。舞浜立体については改良・下部工事を推進中。
塩浜立体については周辺地域における開発状況把握、交通実態調査等を推進中。 船橋地区については、
調査設計及び工事等を推進中。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・塩浜立体については、周辺地域における開発状況や交通状況を見ながら計画的に整備を進めていく。
・船橋地区については、調査設計及び工事等を進めていく。
施設の構造や工法の変更等
－

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。



総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道･防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業名 一般国道357号湾岸千葉地区改良 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
わんがん ち ば ち く かいりょう

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自）千葉県千葉市美浜区真砂 延長
ち ば け ん ち ば し み は ま く ま さ ご

至）千葉県千葉市中央区問屋町 5.6km
ち ば け ん ち ば し ちゅ うお う く ど ん やちょう

事業概要 一般国道357号東京湾岸道路は、千葉県を起点に東京･川崎･横浜の臨海部を経て横須賀に至
る主要幹線道路である。東京湾環状道路の一部をなす「湾岸千葉地区改良」は、千葉市内の主要な交差点
を立体化することにより、千葉市中心部の交通混雑緩和と沿道環境改善を図ることを目的とした立体化事
業である。

H15年度事業化 S44年度都市計画決定 用地完了 H17年度工事着手
全体事業費 318億円 事業進捗率 約95% 供用済延長 5.6km
計画交通量 59,100～74,800台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.2 13 / 375億円 － /466億円 平成28年

事 業 費： 13/371億円 走行時間短縮便益: － /393億円
(残事業) - 維持管理費： －/3.4億円 走行経費減少便益: － / 43億円

交通事故減少便益:－ / 30億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量：B/C＝1.1～1.4(交通量 ±10%） 【残事業】交通量 ：B/C＝ - ～ - (交通量 ±10%）

事業費：B/C＝1.2～1.2(事業費 ±10%） 事業費 ：B/C＝ - ～ - (事業費 ±10%）
事業期間：B/C＝1.2～1.3(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝ - ～ - (事業期間±20%）

事業の効果等
(1)千葉市中心部の交通円滑化
・ 湾岸千葉地区改良区間は、主要渋滞箇所であるポートアリーナ前交差点～登戸交差点間を中心に交通
混雑が発生。整備後はポートアリーナ前交差点～運輸支局入口交差点において渋滞状況が大きく改善。
(2)安全性の向上
・湾岸千葉地区改良区間の死傷事故率は、千葉西警察入口交差点の436.4件/億台･kmをはじめ、登戸交差
点等でも200件/億台･kmを超過。当該整備により交通事故減少効果が期待される。
(3)国道357号周辺における交通円滑化
・ 平成27年度までの開通区間により、湾岸千葉地区改良区間の所要時間短縮や並行道路の渋滞解消等の
整備効果が発現している。
関係する地方公共団体等の意見
千葉市長の意見：
一般国道357号は、東京湾に接する主要都市を結び、産業・生活両面において不可欠な幹線道路であり、

本市においても、幕張新都心・千葉都心・蘇我副都心の三都市を結ぶ重要な幹線道路である。
現在、湾岸千葉地区改良の千葉市役所前の地価立体化と東京方面の6車線化供用により、供用区間の所

要時間が約3割短縮され、物流の効率化による生産性の向上や救命救急活動にも貢献するなど整備効果が
発現されている。
今後は供用された車道部に引き続き、地下立体上部の側道や6車線化した一般部の歩道等の整備により、

高齢者・身体障害者を含めた全ての人や自転車が安全で快適に移動出来るよう早期完成を図られたい。
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
蘇我副都心等、沿道周辺で大規模な再開発が進行している。
事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成27年度内に花園橋前後区間を除き6車線開通。
・残る（海側）花園橋前後区間は、平成28年10月に開通
・平成30年度の事業完了に向け、側道部及び一般部の歩道拡幅部における舗装等を実施。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・平成30年度の事業完了に向け、側道部及び一般部の歩道拡幅部における舗装等を実施。
施設の構造や工法の変更等
建設発生土の処理、地下立体部避難経路の変更、花園橋再設計に伴う構造の変更、雨水処理調整池の追

加
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図



※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川崎 茂信

事業名 一般国道464号 北千葉道路 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
きた ち ば ど う ろ

区分 主体 関東地方整備局

千葉県

起終点 自：千葉県印西市若萩 延長 9.8km
ち ば けんいんざいしわかはぎ

至：千葉県成田市押畑 直轄：5.6km
ち ば けんなりたしおしはた

県 ：4.2km

事業概要

国道464号は、千葉県市川市から成田市までの延長約43kmの主要幹線道路である。北千葉道路は、県西

地域と成田空港間との道路ネットワーク・アクセス強化、緊急輸送路のネットワーク強化や安全性の向上

を目的に計画された、延長9.8kmのバイパス事業である。

H17年度事業化 H17年度都市計画決定 H17年度用地着手 H17年度工事着手

全体事業費 約889億円 事業進捗率 84% 供用済延長 1.8km

直轄：449億円

県 ：440億円

計画交通量 26,300～34,200台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.1 115/ 987億円 1,055/ 1,071億円 平成28年

事 業 費： 109/ 981億円 走行時間短縮便益： 831/ 841億円

(残事業) 9.2 維持管理費： 6.3/ 6.3億円 走行費用減少便益： 185/ 186億円

交通事故減少便益： 39/ 45億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝0.98～1.2（交通量 ±10%）【残事業】交通量 ：B/C＝ 8.3～10.1(交通量 ±10%）

事業費 ：B/C＝1.1 ～1.1（事業費 ±10%） 事業費 ：B/C＝ 8.4～10.1(事業費 ±10%）

事業期間：B/C＝0.9 ～1.3（事業期間±20%） 事業期間：B/C＝ 8.0～10.4(事業期間±20%）

事業の効果等

①道路ネットワークの強化・アクセス向上

・北千葉道路の整備により、東葛地域などの国道16号周辺地域では成田空港までの所要時間が約27分短縮

する（柏市の場合は88分から61分に短縮）。

・北千葉道路の整備により、東西方向の道路ネットワークの強化やアクセス向上が図られる。

②緊急輸送道路ネットワークの強化

・「千葉県地域防災計画」において指定されている緊急輸送道路の一次路線で千葉県北西部の東西を結ぶ

路線は国道464号及び並行する国道356号、国道296号とも2車線しかなく、いずれも緊急輸送路として脆弱。

・東日本大震災後の見直しにおいて、「多重防御の視点」に重点を置くことが示された。北千葉道路の整

備により東西方向の連絡、災害物資の輸送、緊急車両の通行等のための災害に強いネットワークが構築さ

れる。

③国道464号（北千葉道路と並行する区間）の交通事故状況

・北千葉道路に並行する国道464号（鎌苅北交差点～寺台交差点間）等の死傷事故率は、最も高い日赤成

田病院前交差点～不動橋交差点間で435.6件/億台・㎞。

・事故類型は、国道51号において沿道の店舗や住宅からの出入り交通と通過交通の錯綜が生じ速度変化が

大きいため、追突による事故が多く全体の約5割を占める。

・北千葉道路の整備により、現道区間の交通が北千葉道路に転換され、交通事故の減少が見込まれる。

関係する地方公共団体等の意見

千葉県知事の意見

一般国道464号北千葉道路（印西市～成田市）は、成田国際空港への所要時間の短縮による国際競争力

の強化や災害時における道路のネットワーク強化などに寄与するとともに、成田市内の交通渋滞を緩和し、

交通の円滑化を図る重要な道路である。

また、国施行区間と県施行区間は一体的に整備を進めていることから、引き続きコスト縮減に努めなが

ら、事業の早期完成を図られたい。

なお、県施行区間である印西市若萩から成田市北須賀までの4.2キロメートルについては、平成28年度

に暫定2車線供用する予定である。

事業評価監視委員会の意見

事業の継続を承認する。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・平成22年 成田高速鉄道開業

事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成17年度に事業化、用地進捗率100%、事業進捗率84%（平成28年3月末時点）。

・平成25年度：成田市北須賀～成田市船形間 延長1.8km（2/4）部分開通

・平成25年12月に県施行区間（延長4.2km）の開通見通しを公表（平成28年度 2/4車線）

・平成30年度の直轄権限代行区間2車線開通に向けて、地元との協議調整及び、工事を推進。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・平成18年度から工事に着手し、現在、改良、橋梁及びトンネル工事を実施中。

・平成28年度：印西市若萩～成田市北須賀 延長4.2km（2/4）開通予定。

・平成30年度：成田市船形～成田市押畑 延長3.8km（2/4）開通予定。

施設の構造や工法の変更等

－

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課、高速道路課

担当課長名： 川崎 茂信、伊勢田 敏

事業名 関越自動車道新潟線 事業 高速自動車 事業 国 土 交 通 省

中央自動車道富士吉田線 区分 国 道 主体 関東地方整備局

東京外かく環状道路（関越～東名） 東日本高速道路(株)
とうきよう かんえつ とうめい

中日本高速道路(株)

起終点 自：東京都練馬区大泉町 延長
とうきよう と ねり ま く おおいずみまち

至：東京都世田谷区宇奈根 16.2km
とうきよう と せ たが や く う な ね

事業概要

東京外かく環状道路は、都心から約15kmの圏域を環状に連絡する延長約85kmの道路であり、首都圏の渋

滞緩和、環境改善や円滑な道路ネットワークを実現する上で重要な道路である。

このうち東京外かく環状道路（関越～東名）は、関越自動車道、中央自動車道、東名高速道路を結ぶ延

長約16kmの事業である。

Ｈ21年度事業化 S41年度都市計画決定 H22年度用地着手 H23年度工事着手

(変更：H19年度、H26年度)

全体事業費 1兆5,975億円 事業進捗率 20% 供用済延長 0.0km

計画交通量 76,200～96,200台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.9 12,066/14,996億円 28,777/28,777億円 平成28年

事 業 費：11,056/13,986億円 走行時間短縮便益：25,670/25,670億円

(残事業) 2.4 維持管理費：1,010/1,010億円 走行経費減少便益： 2,344/2,344億円

交通事故減少便益： 764/ 764億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝ 1.7～2.2（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.1～2.7（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝ 1.8～2.1（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 2.2～2.6（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝ 1.8～2.0（事業期間±1年） 事業期間：B/C＝ 2.3～2.5（事業期間±1年）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・外環（関越～東名）の整備により、関越自動車道、中央自動車道、東名高速道路といった放射方向の高

速道路を結ぶ高規格道路ネットワークが形成され、所要時間の短縮等が見込まれる。

・都心を通過する交通の流入を抑制し、交通渋滞の緩和が見込まれる。

②交通安全の確保

・外環（関越～東名）の整備により、環状８号線などを利用していた通過交通が外環に転換され、生活道

路等の交通量が転換し、生活道路の交通事故減少が見込まれる。

③災害時の迂回機能の確保

・災害や事故などにより道路ネットワークの一部区間が不通になっても、外環（関越～東名）の整備が速

やかに移動できる迂回機能に寄与するものと期待される。

④臨海部（羽田空港等）とアクセス性向上

・外環（関越～東名）の整備により、関越自動車道方面と羽田空港、京浜港と背後圏を結ぶ広域ネットワ

ークが形成され、輸送時間短縮、定時性の向上等により、企業活動の支援、物資流動の円滑化、国際観

光の発展へ寄与。

関係する地方公共団体等の意見

東京都知事の意見：

・我が国の国際競争力を強化し、経済成長を促進するため、また、災害時において日本の東西交通分断を

避け、首都機能を守るためにも、首都圏の慢性的な渋滞を緩和し、交通・物流ネットワークを強化する

必要がある。

・そのため、非常に効果の高い外環道の整備を、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催ま

での開通に向け計画的に推進されたい。

・事業の実施に当たっては、東京外かく環状道路（関越～東名）事業連絡調整会議を活用し、都と十分に

調整を図るとともに、地域住民の意見や要望に対する「対応の方針」を確実に履行されたい。

・事業費については、都の負担増とならないように、有料道路事業を活用するとともに、引き続き、安全

に十分配慮しつつ、コスト縮減を図りながら効率的に実施されたい。

事業評価監視委員会の意見

事業の継続を承認する。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

－

事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成21年度に事業化、平成22年度に用地着手、平成23年度に工事着手。

・用地取得率は約74%（平成28年３月末時点 面積ベース）

・本線トンネル工事については発注済であり、東名側については立坑完了に伴いシールドマシン組立準備

中、大泉側については立坑工事を実施中。

・合意形成については、構想段階からＰＩ（パブリックインボルブメント）の取組を導入し、計画を具体

化させ、事業を進捗させており、引き続きＰＩ手法を活用し、事業への理解をいただく取組を継続。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

－

施設の構造や工法の変更等

地中拡幅部（東名ＪＣＴ）、大泉ＪＣＴ本線ランプ接合部の工法変更、セグメント・床版構造、横連絡

坑の構造変更、発生土の処理の変更

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課、高速道路課
担当課長名：川﨑 茂信、伊勢田 敏

事業名 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
しゅとけんちゅうおうれんらくじどうしゃどう

（横浜湘南道路） 区分 主体 関東地方整備局
よこはましょうなんどうろ

東日本高速道路㈱

起終点 自：神奈川県横浜市栄区田谷町 延長
か な が わ け んよこはましさかえくたやちょう

至：神奈川県藤沢市城南１丁目 7.5km
か な が わ け んふじさわしじょうなんいっちょうめ

事業概要
首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、都心から半径およそ40km～60kmの位置に計画されている延長約

300kmの高規格幹線道路であり、３環状９放射道路ネットワークの一部を形成し、東京都中心部への交通
の適切な分散導入を図り、首都圏全体の交通の円滑化、首都圏の機能の再編成等を図る上で重要な路線で
ある。横浜湘南道路は、その一部区間を形成する延長7.5kmの自動車専用道路である。
H13年度事業化 H12年度都市計画決定 H14年度用地着手 H17年度工事着手
全体事業費 約2,600億円 事業進捗率 22% 供用済延長 －km
計画交通量 55,800台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.8 1,772/2,410億円 4,374/4,374億円 平成28年

事 業 費：1,686/2,324億円 走行時間短縮便益：3,297/3,297億円
(残事業) 2.5 維持管理費： 85/ 85億円 走行費用減少便益： 704/ 704億円

交通事故減少便益： 373/ 373億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C＝1.7～1.9（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.2～ 2.6（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.7～2.0（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 2.3～ 2.7（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝1.7～1.9（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝ 2.4～ 2.5（事業期間±20％）

事業の効果等
①交通の流れの適正化
・三大都市圏を結ぶ基幹的国土軸である東名高速と、東京湾岸地域を連絡強化し、広域ネットワークを形

成することで交通の流れの適正化が図られる。
・横浜湘南道路の並行路線である国道１号を中心に交通渋滞が発生、国道１号・環状４号線では事故が多

く発生しているが、当該路線の整備により交通分散することで、国道１号、環状４号線の交通渋滞の緩
和、交通事故の減少が期待される。

②物流・都市拠点の連絡強化
・横浜港は貿易額及びコンテナ取扱量が全国で３番目に多く、国際コンテナ戦略港湾として、コンテナふ

頭の再編・強化や先進的な施設整備の推進等、国際物流機能の強化が図られている。
・一方、背後圏の交通ネットワークは、東名高速や保土ヶ谷バイパスに交通が集中していることから、国

際競争力強化に向け、戦略港湾に貨物を集約するための国内輸送ネットワークの強化が求められる。
・本事業の整備により、京浜港と背後圏との広域交通ネットワークが形成され、交通分散により交通混雑

緩和や輸送時間短縮、定時性の向上等の物流の効率化及びリダンダンシーの確保等に期待でき、また、
新東名高速道路（海老名JCT～御殿場JCT）や港湾整備と相まって産業の国際競争力強化に寄与するもの
と考えられる。

③安全・安心な国土づくり
・「三浦半島断層群における地震発生確率高まった可能性がある」との見解が発表されている。（文部科学

省地震調査研究推進本部H23.7.11）
・大きい地震が発生し津波で湾岸部が浸水被災した場合、「くしの歯」作戦などにより湾岸部の救援ルー

トの確保が可能（迅速な道路啓開、非常時の迂回機能の発現）となり、防災上の観点からも効果が期待
される。



関係する地方公共団体等の意見
・神奈川県知事の意見：

横浜湘南道路は、さがみ縦貫道路や高速横浜環状南線とともに、圏央道の本県区間を構成し、東名高
速道路や新東名高速道路等と一体となって、広域的な高速道路ネットワークを形成する重要な路線であ
る。

すでに、さがみ縦貫道路が全線開通したことなどにより、新たな企業立地や観光客数の増加といった
効果が現れているが、国家戦略特区をはじめとする３つの特区の活用などにより、経済の一層の活性化
に取り組んでいる本県において、生産性の向上や観光振興を支える骨格的な交通基盤として、また、災
害への対応力を強化する基盤としても、圏央道の早期完成に寄せられる県民の期待には、非常に大きい
ものがある。

そこで、横浜湘南道路については、高速横浜環状南線とともに、引き続き、整備を促進し、早期完成
を図るようお願いしたい。

なお、今後とも効率的な事業執行などにより、事業費の節減に努めていただくよう、併せてお願いし
たい。

・横浜市長の意見：
本路線は、首都圏中央連絡自動車道として、首都圏の広域的な道路ネットワークを形成するとともに、

本市の広域的な交通利便性の向上、既存道路の渋滞緩和、災害時の緊急輸送路の多重化を図るため、高
速横浜環状南線とともに、早期に整備することが必要不可欠です。

さらに、本市では平成22年８月に京浜港が国際コンテナ戦略港湾に選定されており、国際競争力の強
化の観点からも、本路線の整備が急務となっています。

こうしたことから、本事業は必要性が高いため、平成32年度の開通見通しに遅れることなく早期完成
が図られるよう、適切な進捗管理に基づいて、事業を強力に推進されるようお願いします。

また、事業費については、事業の促進を図り本市の負担増とならないよう、高速横浜環状南線も含め
て、有料道路事業を活用するとともに、引き続き、安全に十分配慮しつつコスト縮減を図りながら、効
率的に事業を推進されるようお願いします。

事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
横浜環状道路の横浜環状北線、横浜環状北西線、また、横浜環状南線および関連街路である上郷公田線

等が事業中である。
事業の進捗状況、残事業の内容等

用地取得率は約86%完了
平成25年度から、本線に関わる工事（回転立坑工事や橋梁工事など）に着手、平成26年度にトンネル本

体工事を契約しシールドマシン製作中。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、地権者等との話し合いを継続しながら用地取得を進めると共に、難航している箇所について
は、土地収用法に基づく手続きを進める。
施設の構造や工法の変更等

平成24年２月の岡山県のシールドトンネル事故を受け、有識者からなる協議会を発足した結果、シール
ドトンネルのセグメント厚を見直して（450mm→535mm）施工する。

有識者検討会による、利用者の安全性向上の検討を行った結果、床下避難路のスペース拡大およびＵタ
ーン路・床下避難路連絡坑の設置を実施する。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏
まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）
担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道246号 厚木秦野道路 事業 一般国道 事業 国土交通省
あ つ ぎ は だ の ど う ろ

区分 主体 関東地方整備局

起終点 厚木区間 自：神奈川県厚木市中依知 延長 厚木区間
か な が わ け ん あ つ ぎ し な か え ち

至：神奈川県厚木市飯山 3.6km
か な が わ け ん あ つ ぎ し い い や ま

伊勢原区間 自：神奈川県伊勢原市西富岡 伊勢原区間
か な が わ け ん い せ は ら し に し と み お か

至：神奈川県伊勢原市善波 4.8km
か な が わ け ん い せ は ら し ぜ ん ば

事業概要
一般国道246号は、東京都千代田区から神奈川県内の内陸部を横断し、静岡県沼津市に至る延長約120kmの

主要幹線道路である。厚木秦野道路は、第一東海自動車道東京湾岸道路（東名高速道路）・新東名高速道路・さ
がみ縦貫道路を相互に連絡する広域ネットワークの形成を目的とした延長29.1kmのバイパス事業である。
このうち、厚木区間・伊勢原区間では、並行する国道246号の慢性的な渋滞緩和、安全性向上を図るため延長

約8.4kmを事業中である。
厚木 :Ｈ13年度事業化 Ｈ8年度都市計画決定 Ｈ14年度用地着手 Ｈ26年度工事着手
伊勢原:Ｈ10年度事業化 （Ｈ－年度変更）
全体事業費 約653億円 事業進捗率 46％ 供用済延長 0 km
計画交通量 5,700～10,300台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.6 295/ 664億円 1,038/1,038億円 平成28年

事 業 費：259/ 628億円 走行時間短縮便益： 848/ 848億円
維持管理費： 36/ 36億円 走行費用減少便益： 148/ 148億円

(残事業) 3.5 交通事故減少便益： 42/ 42億円
感度分析の結果
【事業全体】 交通量 ：B/C=1.4～1.7（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C=3.2～3.9（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C=1.5～1.6（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C=3.2～3.9（事業費 ±10％）

事業期間：B/C=1.4～1.7（事業期間±20％） 事業期間：B/C=3.2～3.8（事業期間±20％）

事業の効果等
①交通混雑の緩和
・国道246号（現道）は東京と静岡間の東西方向を結ぶ幹線道路であるが、容量不足による渋滞が発生。
・厚木秦野道路が整備されることにより、国道246号（現道）の通過交通の転換が図られ、交通混雑緩和

が見込まれる。
②交通事故の減少
・国道246号（現道）の事故発生状況は、渋滞と交差点密度の高さに起因すると考えられる追突と

右左折事故が約8割。
・厚木秦野道路が整備されることにより、国道246号（現道）の交通の転換が図られ、交通事故の減少が

見込まれる。
③沿線地域の観光振興
・アウトドア・トレッキングや温泉など多様な観光資源を有する沿線市町村の入込客数は近年増加傾向に

あり、今後更なる観光入込客数の増加が期待される。
④企業立地の促進
・厚木秦野道路の事業化後、沿線市町村（厚木市、伊勢原市）の工場立地件数が増加。
・厚木秦野道路の整備に伴い、圏央道や東名高速道路、新東名高速道路へのアクセス性が向上し、企業立

地の促進が期待される。
⑤救急活動への支援
・厚木秦野道路の整備により、第3次救急医療施設である東海大学医学部付属病院からの30分カバー圏人

口が増加し、救命率の向上が期待される。
⑥災害発生時の緊急ルート強化
・新東名高速道路の厚木南IC（仮称）付近の「神奈川県総合防災センター」は、他県や国から応急活動要

員の集結、物資の受け入れ、搬送車両の集結拠点となる。
・厚木秦野道路の整備により、「神奈川県総合防災センター」から秦野市役所までの代替路線が形成され、

リダンダンシーの確保が期待される。



関係する地方公共団体等の意見

・神奈川県知事の意見：
厚木秦野道路は、さがみ縦貫道路や新東名高速道路等と一体となって、広域的な幹線道路網を形成し、国

道246号の混雑緩和はもとより、地域の活性化や災害への対応力の強化などに寄与する重要な路線である。
昨年3月に、さがみ縦貫道路が全線開通し、今後、新東名高速道路が順次供用されていく中、本路線の整備に

寄せられる県民や企業の期待は大きく、地元自治体からの要望も大変強い。県としては、本事業の促進のた
め、埋蔵文化財調査などについて、引き続き、関係者と調整を図りながら、積極的に支援していくこととしている
ので、早期整備を図るようお願いしたい。また、本路線の未事業化区間については、早期に事業化を図るよう
お願いしたい。
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・国道246号沿線周辺には、東名秦野テクノパーク（平成１５年）などの工業団地や商業施設が多く立地して
いる。平成26年度には、隣接区間の厚木秦野道路（伊勢原西～秦野中井）が事業化された。
更に、平成27年度にはさがみ縦貫道路が全線開通し、高規格幹線道路の整備が進んでいる。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・厚木地区（延長3.6km）は、圏央道（さがみ縦貫道路）の県央厚木ICと国道129号間0.6kmで、平成25年

3月に開通したさがみ縦貫道路と一体で用地取得、埋蔵文化財調査を実施済。厚木地区の用地取得率
（面積ベース）は約11％（平成28年7月末）。現在は、設計協議、環境調査を実施中。

・伊勢原地区（延長4.8km）は、平成30年度開通予定である新東名高速道路（伊勢原北IC（仮称））の
事業進捗に併せて、伊勢原北IC（仮称）周辺の用地取得を重点的に推進し、用地進捗率は約89%
（平成28年7月末）。平成26年度から工事着手。

・今後は、用地取得を推進し、計画的に事業を実施するとともに、引き続き、地元協議を進めて効果的に
事業推進を図る。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・埋蔵文化財発掘調査において、当初の想定以上の遺構が確認されている状況を踏まえ、供用開始年次を

平成35年から平成38年に変更する。
施設の構造や工法の変更等

－

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由
以上の事業の効果および進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏
まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）
担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 一般国道 事業 国土交通省一般国道246号 厚木秦野道路 伊勢原西～秦野中井（ ）
あ つ ぎ は だ の ど う ろ （ い せ は ら に し ～ は だ の な か い ）

区分 主体 関東地方整備局

起終点 延長自：神奈川県伊勢原市善波
か な が わ け ん い せ は ら し ぜ ん ば

5.2km至：神奈川県秦野市西大竹
か な が わ け ん は だ の し に し お お だ け

事業概要
一般国道246号は、東京都千代田区から神奈川県内の内陸部を横断し、静岡県沼津市に至る延長約120kmの

主要幹線道路である。厚木秦野道路は、第一東海自動車道（東名高速道路）・新東名高速道路・さがみ縦貫道路
を相互に連絡する広域ネットワークの形成を目的とした延長29.1kmのバイパス事業である。

このうち、伊勢原西～秦野中井区間では、並行する国道246号の慢性的な渋滞緩和、安全性向上を図るため
延長約5.2kmを事業中である。
26 Ｈ8年度都市計画決定 Ｈ－年度用地着手 Ｈ－年度工事着手Ｈ 年度事業化

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約200億円 事業進捗率 0％ 供用済延長 0 km
計画交通量 8,200台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 / 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業) (事業全体)
分析結果 1.6 - 154 - /249 平成25年(事業全体) / 億円 億円

/ 億円 / 246億円事 業 費： - 139 走行時間短縮便益： -
/ 億円 - / 2 1億円維持管理費 .： - 14 走行費用減少便益：

- / 1 2億円(残事業) － 交通事故減少便益： .

感度分析の結果
【事業全体】 交通量 ：B/C=1.5～1.8（交通量 ±10％ 【残事業】交通量 ：B/C= - （交通量 ±10％））

事業費 ：B/C=1.5～1.8（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C= - （事業費 ±10％）

事業期間：B/C=1.4～1.8（事業期間±20％） 事業期間：B/C= - （事業期間±20％）

事業の効果等
①交通混雑の緩和
・国道246号（現道）は東京と静岡間の東西方向を結ぶ幹線道路であるが、容量不足による渋滞が発生。
・厚木秦野道路（伊勢原西～秦野中井）が整備されることにより、国道246号（現道）の通過交通の転換
が図られ、交通混雑緩和が見込まれる。

②交通事故の減少
・国道246号（現道）の事故発生状況は、渋滞と交差点密度の高さに起因すると考えられる追突と
右左折事故が約8割。

・厚木秦野道路（伊勢原西～秦野中井）が整備されることにより、国道246号（現道）の交通の転換が
図られ、交通事故の減少が見込まれる。

③沿線地域の観光振興
・アウトドア・トレッキングや温泉など多様な観光資源を有する沿線市町村の入込客数は近年増加傾向に
あり、今後更なる観光入込客数の増加が期待される。

④企業立地の促進
・厚木秦野道路の事業化後、沿線市町村（伊勢原市、秦野市）の工場立地件数が増加。
・厚木秦野道路（伊勢原西～秦野中井）の整備に伴い、圏央道や東名高速道路、新東名高速道路へのアク
セス性が向上し、企業立地の促進が期待される。

⑤救急活動への支援
・厚木秦野道路（伊勢原西～秦野中井）の整備により、第３次救急医療施設である東海大学医学部付属病
院からの30分カバー圏人口が増加し、救命率の向上が期待される。

関係する地方公共団体等の意見
神奈川県知事の意見：・

厚木秦野道路は、さがみ縦貫道路や新東名高速道路等と一体となって、広域的な幹線道路網を形成し、国
道246号の混雑緩和はもとより、地域の活性化や災害への対応力の強化などに寄与する重要な路線である。
昨年3月に、さがみ縦貫道路が全線開通し、今後、新東名高速道路が順次供用されていく中、本路線の整備に
寄せられる県民や企業の期待は大きく、地元自治体からの要望も大変強い。そこで、本事業を引き続き促進
し、早期整備を図るとともに、本路線の未事業化区間については、早期に事業化を図るようお願いしたい。

事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
国道246号沿線周辺には、東名秦野テクノパーク（平成１５年）などの工業団地や商業施設が多く立地してい

る。平成27年度には、さがみ縦貫道路が全線開通し、周辺の高規格幹線道路の整備が進んでいる。



事業の進捗状況、残事業の内容等
・伊勢原西～秦野中井区間（延長5.2km）は、国道246号と東名高速道路の秦野中井IC間の5.2kmで
平成38年度開通予定である。用地取得を平成30年度から着手予定。

・今後は、用地取得を推進し、引き続き、地元協議を進めて効率的に事業促進を図る。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
－

施設の構造や工法の変更等
－

事業継続対応方針
対応方針決定の理由
以上の事業の効果および進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）
担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道246号 秦野IC関連 事業 一般国道 事業 国土交通省
はだの

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：神奈川県秦野市八沢 延長
か な が わ け ん は だ の し は っ さ わ

至：神奈川県秦野市菖蒲 0.75km
か な が わ け ん は だ の し し ょ う ぶ

事業概要
秦野ＩＣ関連は、新東名高速道路へのインターチェンジ接続を目的とした延長約0.75kmの道路事業である。秦野
ＩＣ関連が整備されることにより、秦野市域の国道246号周辺から新東名高速道路へのアクセスが確保され、ま
た、新東名高速道路、さがみ縦貫道路、厚木秦野道路との広域的に形成された自動車専用道路ネットワークと接
続されることによって、これらの地域の経済・文化・産業の発展に寄与する。
Ｈ13年度事業化 Ｈ8年度都市計画決定 Ｈ25年度用地着手 Ｈ－年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約51億円 事業進捗率 43％ 供用済延長 ０ km
計画交通量 2,100台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 2.0 28/50億円 100/100億円 平成28年

事 業 費： 24/46億円 走行時間短縮便益： 74/74億円
(残事業) 3.6 維持管理費：3.6/3.6億円 走行費用減少便益： 20/20億円

交通事故減少便益： 5.7/5.7億円
感度分析の結果
【事業全体】 交通量 ：B/C=1.8～2.2（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C=3.2～3.9（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C=1.9～2.1（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C=3.3～4.0（事業費 ±10％）

事業期間：B/C=1.9～2.1（事業期間±20％） 事業期間：B/C=3.5～3.7（事業期間±20％）

事業の効果等
①交通混雑の緩和
・国道246号（現道）は東京と静岡間の東西方向を結ぶ幹線道路であるが、容量不足による渋滞が発生。
・秦野IC関連が整備されることにより、国道246号（現道）の通過交通の転換が図られ、交通混雑緩和

が見込まれる。
②交通事故の減少
・国道246号（現道）の事故発生状況は、渋滞と交差点密度の高さに起因すると考えられる追突と

右左折事故が約8割。
・秦野IC関連が整備されることにより、国道246号（現道）の交通の転換が図られ、交通事故の減少が

見込まれる。
③沿線地域の観光振興
・アウトドア・トレッキングや温泉など多様な観光資源を有する沿線市町村の入込客数は近年増加傾向に

あり、今後更なる観光入込客数の増加が期待される。
④企業立地の促進
・秦野IC関連の事業化後、沿線市町村（秦野市）の工場立地件数が増加。
・秦野IC関連の整備に伴い、新東名高速道路へのアクセス性が向上し、企業立地の促進が期待される。
⑤救急活動への支援
・秦野IC関連の整備により、第3次救急医療施設である東海大学医学部付属病院からの30分カバー圏

人口が増加し、救命率の向上が期待される。
関係する地方公共団体等の意見
・神奈川県知事の意見：

一般国道246号の秦野インターチェンジ関連事業は、県土の骨格を形成する新東名高速道路と一般国道246
号を接続し、交通利便性の向上や地域の活性化などに寄与する重要な事業である。そこで、新東名高速道路
の事業に遅れることなく、本事業を引き続き促進し、早期整備を図るようお願いしたい。

事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
新東名高速道路の整備が進められており、インベスト神奈川による地域産業の活性化支援が展開中である。
平成27年度に新東名高速道路の秦野スマートICが事業化された。
事業の進捗状況、残事業の内容等
・秦野IC関連の事業進捗は、平成21年度に地元説明会を実施し、平成22年度に用地幅杭設置を実施。
・現在、設計協議、埋蔵文化財調査を実施中で、平成25年度より用地取得に着手し、用地取得率

（面積ベース）は約87％（平成28年7月末）
・今後、新東名高速道路の事業進捗に併せて、用地取得を進めるとともに工事着手し、平成32年度完成に

向けて、計画的に事業促進を図る。



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
－

施設の構造や工法の変更等
－

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏ま
えると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道７号 新発田拡幅 事業 一般国道 事業 国土交通省
し ば た

区分 主体 北陸地方整備局

起終点 自：新潟県新発田市奥山新保 延長 5.8km
し ば た おくやましん ぼ

至：新潟県新発田市三日市
し ば た みつ か いち

事業概要
国道7号新発田拡幅は、「市街地部での慢性的な交通渋滞の緩和」、「沿線地域の振興、活性化」などを

目的とした延長5.8kmについて、現道の拡幅を行うものである。

Ｈ3年度事業化 Ｈ2年度都市計画決定 Ｈ6年度用地着手 Ｈ12年度工事着手
全体事業費 約340億円 事業進捗率 44％ 供用済延長 1.8km
計画交通量 21,700 ～ 34,300台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.1 174/336億円 352/381億円

事 業 費：156/314億円 走行時間短縮便益：322/349億円 平成25年
(残事業) 2.0 維持管理費： 18/ 22億円 走行経費減少便益： 22/ 22億円

交通事故減少便益：7.5/8.8億円
感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C= 1.04～1.5 (交通量±10%) （残事業）交通量 ：B/C= 1.8～2.5 (交通量±10%)
事業費 ：B/C= 1.1～1.2 (事業費±10%) 事業費 ：B/C= 1.8～2.1 (事業費±10%)
事業期間：B/C= 1.1～1.2 (事業期間±20%) 事業期間：B/C= 1.9～2.1 (事業期間±20%)

事業の効果等
定性的な効果

①地域産業の活性化・物流効率化
・事業区間周辺には工業団地等が立地しており、食品工業団地の分譲面積・従業員数が拡大している

なか、国道7号は物流活動における主要搬送ルートとして重要な路線であり、新発田拡幅の整備に
より、地域産業の活性化・物流効率化による生産性向上に寄与することが期待できる。

②第三次医療施設へのアクセス向上
・県北地域唯一の第三次医療施設である新潟県立新発田病院への30分圏内カバー人口が増加するとと

もに、走行性向上による迅速な救急搬送に貢献する。
③生活道路の安全性向上

・交通混雑が緩和されることで、市街地へ流入する車両が国道7号へ転換することが期待されるため、
歩行者の安全性確保や通学路の安全性向上が期待できる。

④沿道土地利用開発の促進・まちづくり支援
・新発田市都市マスタープランでは新発田市街地部の国道7号沿線は沿道型商業地として位置づけら

れており、新発田拡幅の整備により、沿道商業施設の活動支援や、新発田市が進めるまちづくりに
寄与する。

⑤主要観光施設へのアクセス向上
・新発田市観光振興基本計画（平成19年度）では国道7号を周辺都市と主要観光地間を結ぶ広域観光

ネットワークに位置づけられており、新発田拡幅の整備により、主要観光施設へのアクセス性が向
上し、地域の観光支援に寄与する。

関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等：

新発田市から交通渋滞の緩和や、物流の効率化に寄与する新発田拡幅事業の早期完成に向けた要望を
頂いている。

知事の意見：
地域の安全・安心確保等のため、事業を継続する必要がある。

事業評価監視委員会の意見
審議の結果、再評価及び対策方針（原案）の「事業継続」は妥当である。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成17年度に北蒲原郡紫雲寺町、加治川村が新発田市へ編入。
・平成27年度までに4車線化の部分供用を行ったが、未供用区間で混雑が発生しており早期の全線供用が

必要。
事業の進捗状況、残事業の内容等

事業の進捗状況：用地進捗率54%、事業進捗率44%（平成28年度末予定）
残事業の内容：小舟町交差点～三日市交差点間の完成4車線化

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
残事業区間である小舟町交差点～三日市交差点間（延長4.0km）について、完成4車線化供用に向けて事

業を推進する。

施設の構造や工法の変更等
建設発生土の有効活用や新技術の活用等により、コスト縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

国道7号は、日本海側の広域幹線道路である他、新発田市中心市街の環状道路として重要な役割を担っ
ている。

新発田拡幅の整備によって、市街地部での慢性的な交通渋滞の緩和や沿線地域の振興、活性化など、期
待される効果は大きいため事業を継続する。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道８号 白根バイパス 事業 一般国道 事業 国土交通省
しろ ね

区分 主体 北陸地方整備局

起終点 自：新潟県新潟市 南 区保坂 延長 5.9km
みなみ く ほ さか

至：新潟県新潟市 南 区戸 頭
みなみ く と がしら

事業概要
国道8号白根バイパスは、「交通渋滞の緩和と交通事故削減」、「快適で安心安全なまちづくりの推進」、

「物流の効率化による企業の生産性向上と地域産業の活性化」などを目的とした延長5.9kmのバイパス事
業である。
Ｈ3年度事業化 Ｓ63年度都市計画決定 Ｈ9年度用地着手 Ｈ12年度工事着手
全体事業費 約400億円 事業進捗率 58％ 供用済延長 3.9km
計画交通量 26,900～41,300台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.2 189/438億円 529/529億円

事 業 費：139/388億円 走行時間短縮便益：433/433億円 平成25年
(残事業) 2.8 維持管理費： 50/ 50億円 走行経費減少便益： 70/ 70億円

交通事故減少便益： 27/ 27億円
感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C= 1.1～1.4 (交通量±10%) （残事業）交通量 ：B/C= 2.5～3.2 (交通量±10%)
事業費 ：B/C= 1.2～1.2 (事業費±10%) 事業費 ：B/C= 2.6～3.0 (事業費±10%)
事業期間：B/C= 1.1～1.3 (事業期間±20%) 事業期間：B/C= 2.6～3.0 (事業期間±20%)

事業の効果等
定性的な効果

①新潟市南区における公共交通の機能強化
・新潟市南区では混雑時間帯等の路線バスの定時性・速達性向上、現道区間から通過交通を排除する

ことによる、現道区間の走行性向上が課題となっており、白根バイパスの整備により「都市基盤と
公共交通の機能強化」を進める南区のまちづくりに寄与する。

②地域産業の活性化
・事業区間周辺には複数の工業団地等が立地、航空機産業の支援など新たな産業を支える拠点もあり、

白根バイパスの整備は、物流効率化による生産性向上や地域産業の活性化等に寄与する。
③第三次医療施設へのアクセス向上

・白根バイパスの整備により、第三次医療施設である新潟市民病院の南区内における30分圏域カバー
人口が増加するなど、迅速な救急搬送に貢献する。

④現道区間の沿道環境改善
・白根バイパスの整備により、大型車等が現道からバイパスに転換することで、騒音など沿道環境の

改善が期待できる。
⑤冬期における円滑な交通の確保

・国道8号現道利用者（冬期に関するアンケート）の多くは積雪時の交通集中状況について問題を感
じており、白根バイパスの整備により冬期の円滑な交通の確保が可能となる。

関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等：

国道8号白根バイパスは、市内外の交流・連携の活性化に向けた機能強化のほか、地域産業の活性化
や路線バスの定時性・速達性向上を始めとする本市南区におけるまちづくり施策の支援など様々な効果
が期待されることから、引き続き事業を継続し、早期完成に向けて速やかな事業執行をお願いしたい。

事業評価監視委員会の意見
審議の結果、再評価及び対策方針（原案）の「事業継続」は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成16年度に市町村合併で旧白根市が新潟市となる。
・平成26年度に暫定2車線で部分供用したが、未供用区間の現道で混雑が発生しており早期の全線供用が

必要。



事業の進捗状況、残事業の内容等
事業の進捗状況：用地進捗率99%、事業進捗率58%（平成28年度末予定）
残事業の内容：新潟市南区保坂～同区鯵潟間の暫定2車線整備、全線4車線化

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
新潟市南区保坂から同区鯵潟間（2.0km）については平成30年度の全線暫定2車線化に向け工事を推進す

るとともに、4車線化については、交通状況を勘案しつつ整備を進める。

施設の構造や工法の変更等
建設発生土の有効活用や新技術の活用等により、コスト縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

白根バイパスは、日本海側の広域幹線道路として、また物流や新潟都市圏の拠点間の連携軸として重要
な路線である。

白根バイパスの整備によって、交通渋滞の緩和と交通事故削減、快適で安心安全なまちづくりの推進、
物流の効率化による企業の生産性向上と地域産業の活性化など、期待される効果は大きいため事業を継続
する。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道８号 直江津バイパス 事業 一般国道 事業 国土交通省
な お え つ

区分 主体 北陸地方整備局

起終点 自：新潟県上越市大潟区犀潟 延長 12.2km
じょうえつ おおがた さいがた

至：新潟県上越市虫生岩戸
じょうえつ むしゅういわと

事業概要
国道8号直江津バイパスは、交通混雑の緩和と交通事故削減、地域開発・産業への支援、物流効率化に

よる企業の生産性向上などを目的とした延長12.2kmのバイパス事業である。

Ｓ41年度事業化 Ｓ42,47年度、Ｈ9年度都市計画決定 Ｓ42年度用地着手 Ｓ43年度工事着手
(Ｈ元,10年度変更)

2.8km(暫定2車線)
全体事業費 約360億円 事業進捗率 63 ％ 供用済延長 2.4km(完成2車線)

7.0km(完成4車線)
計画交通量 16,200 ～ 39,900台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 2.0 130/1,015 億円 209/2,008 億円

事 業 費：104/885億円 走行時間短縮便益：178/1,704億円 平成25年
(残事業) 1.6 維持管理費： 26/131億円 走行経費減少便益： 28/ 244億円

交通事故減少便益：3.3/ 60億円
感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C= 1.8～2.1(交通量±10%) （残事業）交通量 ：B/C= 1.6～1.7(交通量±10%)
事業費 ：B/C= 2.0～2.0(事業費±10%) 事業費 ：B/C= 1.5～1.8(事業費±10%)
事業期間：B/C= 1.9～2.0(事業期間±20%) 事業期間：B/C= 1.5～1.7(事業期間±20%)

事業の効果等
定性的な効果

①北陸新幹線・上越妙高駅と主要観光地間を結ぶ観光ルートとしての機能向上
・平成27年3月に北陸新幹線（上越妙高駅）が開業し、今後は新水族博物館の開館や上信越道4車線化

等による観光入込客数の増加が見込まれており、直江津バイパスの整備は、地域の観光支援に寄与
する。

②第三次医療施設（新潟県立中央病院）へのアクセス向上
・直江津バイパスの整備により、上越地方唯一の第三次医療施設である新潟県立中央病院の30分圏域

カバー人口が約1.6千人増加するなど、迅速な救急医療患者の搬送に貢献する。
③重要港湾直江津港へのアクセス向上

・直江津港搬出入貨物の約3割は大潟区、頸城方面であることから、直江津バイパスはアクセス道路
として重要な役割を担っており、直江津港を利用した物流効率化による企業の生産性向上が期待さ
れる。

関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等：

上越市から早期整備推進の要望を頂いており、特に三ツ屋～下源入間の早期山側3車線化及び犀潟～
下荒浜間の早期4車線化に向けた要望を頂いている。

知事の意見：
地域の安全確保等のため、事業を継続する必要がある。

事業評価監視委員会の意見
審議の結果、再評価及び対策方針（原案）の「事業継続」は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成17年1月に1市6町7村が合併し上越市となる。
・国道8号周辺の開発による交通量増加から混雑が発生しており、三ツ屋～下源入間の山側3車線化が必要。



事業の進捗状況、残事業の内容等
事業の進捗状況：用地進捗率65％、事業進捗率63％（平成28年度末予定）
残事業の内容:三ツ屋～下源入間の山側3車線化、犀潟～下荒浜間の4車線化等

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
三ツ屋～下源入間(1.5km)の山側3車線化については早期完成にむけ工事を推進するとともに、犀潟～下

荒浜間については交通状況を勘案し整備を進める。

施設の構造や工法の変更等
建設発生土の有効活用や新技術の活用等により、コスト縮減に努力する。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

直江津バイパスは、新潟県新潟市から京都府京都市に至る国道8号のうち、上越市大潟区犀潟～同市虫
生岩戸までの延長12.2kmを結ぶ道路であり、上越都市圏の骨格を成す重要な役割を担っている。

直江津バイパスの整備により、交通混雑の緩和と交通事故削減 、地域開発・産業への支援、物流効率
化による企業の生産性向上など、多様な効果が見込まれるため事業を継続する。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道１７号 六日町バイパス 事業 一般国道 事業 国土交通省
む い かま ち

区分 主体 北陸地方整備局

起終点 自：新潟県南魚沼市竹俣 延長 5.1km
みなみうおぬま たけまた

至：新潟県南魚沼市庄之又
みなみうおぬま しょうのまた

事業概要
国道17号六日町バイパスは、「市街地部の交通混雑緩和と死傷事故の削減」、「道路ネットワーク整備による

地域活性化」、「救急医療体制の支援」などを目的とした延長5.1kmのバイパス事業である。
Ｈ6年度事業化 Ｈ5年度都市計画決定 Ｈ10年度用地着手 Ｈ12年度工事着手
全体事業費 約302億円 事業進捗率 60％ 供用済延長 1.7km
計画交通量 9,400～ 12,800台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 0.9 111/364億円 182/312 億円

事 業 費：92/333億円 走行時間短縮便益： 150/258億円 平成28年
(残事業) 1.6 維持管理費：19/ 31億円 走行経費減少便益： 28/ 47億円

交通事故減少便益： 3.2/6.7億円
感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C= 0.8～0.9 (交通量±10%) （残事業）交通量 ：B/C= 1.5～1.9 (交通量±10%)
事業費 ：B/C= 0.8～0.9 (事業費±10%) 事業費 ：B/C= 1.5～1.8 (事業費±10%)
事業期間：B/C= 0.8～0.9 (事業期間±20%) 事業期間：B/C= 1.6～1.7 (事業期間±20%)

事業の効果等
定性的な効果

①雪国観光圏形成による地域活性化
・広域的な観光ネットワークの一部を形成し、雪国観光圏整備計画を支援することが期待される。

②地域間交流活性化による新たな生活圏の形成
・八箇峠道路と連携し、十日町・南魚沼生活圏の一体的な圏域形成を支援することが期待される。

③救急医療施設へのアクセス向上
・第三次医療施設へのアクセス向上が期待される。
・搬送ルートの多様化、それに伴う搬送の確実性・定時性の向上に寄与することが期待される。

④緊急時のリダンダンシーの確保
・信頼性の高い道路ネットワークの構築が期待される。

⑤冬期除雪障害の解消
・冬期間における円滑な交通の確保が期待されるとともに、安全性・信頼性向上が期待される。

関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等：

南魚沼市などで構成される「一般国道17号六日町バイパス促進対策協議会」から整備促進要望を頂い
ている。

知事の意見：
地域の安全・安心確保等のため、事業を継続する必要がある。

事業評価監視委員会の意見
審議の結果、再評価及び対応方針（原案）の「事業継続」は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成16年11月に六日町、大和町が南魚沼市として合併し、平成17年10月には塩沢町が編入合併
・平成27年度までに小栗山～余川間（延長1.7km）が暫定2車線供用
・地域医療の高度化に向けて第三次医療施設「魚沼基幹病院」が平成27年6月に開院

事業の進捗状況、残事業の内容等
事業の進捗状況：用地進捗率71％、事業進捗率60％（平成28年度末予定）
残事業の内容:南魚沼市竹俣～南魚沼市小栗山、南魚沼市余川～南魚沼市庄之又の暫定2車線整備



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
余川地区および小栗山地区の改良工事、竹俣地区の用地買収を進め、早期全線暫定2車線供用に向けて、

引き続き事業を推進する。

施設の構造や工法の変更等
建設発生土の有効活用や新技術の活用等により、コスト縮減を図る。
現道取付部の立体交差を平面交差に見直すことを検討しコスト縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

国道17号は、東京都から新潟市に至る重要な幹線道路であり、広域的な通過交通や沿線地域間の連携を
支える重要な役割を担っている。

六日町バイパスは、市街地部の交通混雑緩和と死傷事故の削減、道路ネットワーク整備による地域活性
化、救急医療体制の支援など、期待される効果は大きいため事業を継続する。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道２５３号 上越三和道路 事業 一般国道 事業 国土交通省
じょうえつさんわ

区分 主体 北陸地方整備局

起終点 自：新潟県 上 越市寺 延長 7.0km
じようえつ てら

至：新潟県 上 越市三和区本郷
じようえつ さん わ ほんごう

事業概要
国道253号上越三和道路は、「広域的なネットワークの強化」、「第三次医療施設へのアクセス向上」、「冬

期を含めた道路交通の安全性・信頼性の確保」などを目的とした延長7.0kmのバイパス事業である。
Ｈ13年度事業化 Ｈ11年度都市計画決定 Ｈ13年度用地着手 Ｈ14年度工事着手
全体事業費 約704億円 事業進捗率 26％ 供用済延長 0.0km
計画交通量 10,700～22,200台/日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.04 385/599億円 625/625億円

事 業 費：380/594億円 走行時間短縮便益： 455/455億円 平成28年
(残事業) 1.6 維持管理費：4.7/4.7億円 走行経費減少便益： 139/139億円

交通事故減少便益： 31/ 31億円
感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C=0.9～1.1(交通量±10%) （残事業）交通量 ：B/C=1.4～1.8(交通量±10%)
事業費 ：B/C=0.98～1.1(事業費±10%) 事業費 ：B/C=1.5～1.8(事業費±10%)
事業期間：B/C=0.96～1.1(事業期間±20%) 事業期間：B/C=1.5～1.7(事業期間±20%)

事業の効果等
定性的な効果

①北陸新幹線上越妙高駅と主要観光地のアクセス機能向上
・北陸新幹線（上越妙高駅）の開業により、上越市への観光客の増加が見込まれており、市内観光施

設へのアクセス性向上、域外との交流促進・地域の活性化に寄与する。
②第三次医療施設（新潟県立中央病院）へのアクセス向上

・上越地方唯一の第三次医療施設である新潟県立中央病院の30分圏域カバー人口が約6.2千人増加す
るなど、迅速な救急医療患者の搬送に貢献する。

③冬期間におけるスムーズな交通の確保
・冬期の路面凍結や積雪時の圧雪、路肩狭小区間におけるすれ違い困難などの問題のある国道253号
（現道）を回避でき、冬期間の安全性・信頼性が向上する。

④日常生活圏の中心都市である上越市街地へのアクセス向上
・国道253号沿線地域と上越市街地は、通勤・通学・買い物など日常生活で密接なつながりがある。
・日常生活圏の中心都市（上越市街地）とのアクセス性が向上し、日常生活の利便性が向上する。

⑤地元の農産業を支援
・国道253号沿線地域のしいたけ・山菜等の特産品は新潟県内や上越市内を中心としたＪＡえちご上
越中央物流センターに集荷されるため、国道253号を利用することが多い。

・上越市へのアクセス性が向上し、地元の農産業を支援する。

関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等：

上越市から、整備促進の要望を頂いており、特に上越三和道路並びに三和安塚道路の早期開通に向け
た整備促進及び未整備区間（安塚IC以東）の早期着工について要望を頂いている。

知事の意見：
地域の安全・安心確保等のため、事業を継続する必要がある。

事業評価監視委員会の意見
審議の結果、再評価及び対策方針（原案）の「事業継続」は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成17年1月に1市6町7村が合併し上越市となる
・平成22年3月に三和安塚道路（浦川原IC～安塚IC）が暫定2車線で供用



事業の進捗状況、残事業の内容等
事業の進捗状況：用地進捗率88％、事業進捗率26％（平成28年度末予定）
残事業の内容 ：設計、埋蔵文化財調査、用地取得、改良工事を推進

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・寺IC～（仮称）鶴町IC間は、平成30年度の暫定2車線供用を目指して整備を進める。
・（仮称）鶴町IC～（仮称）三和IC間の暫定2車線整備に向けて整備を進め、全線4車線化は、交通状況を

勘案しつつ整備時期等について検討する。

施設の構造や工法の変更等
上信越道4車線化におけるトンネル掘削土等、建設発生土の有効活用や新技術の活用等により、コスト

縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

国道253号上越三和道路は、地域高規格道路「上越魚沼地域振興快速道路」延長60kmのうち延長7.0kmの
道路であり、広域ネットワークの一部を構成する重要な役割を担っている。

上越三和道路の整備により、広域的ネットワークの強化、第三次医療施設へのアクセス向上、冬期を含
めた道路交通の安全性・信頼性の確保など、多様な効果が見込まれるため事業を継続する。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道８号 富山高岡バイパス 事業 一般国道 事業 国土交通省
とやまたかおか

区分 主体 北陸地方整備局

起終点 自：富山県富山市金泉寺 延長 24.8km
と やま き んせ ん じ

至：富山県高岡市四屋
たかおか よ つ や

事業概要
国道8号富山高岡バイパスは、交通渋滞の解消や死傷事故件数の削減、物流効率化による地域産業振興

の支援、主要都市間のアクセス向上などを目的とした、延長24.8kmのバイパス事業である。

Ｓ41年度事業化 Ｓ45年度都市計画決定 Ｓ42年度用地着手 Ｓ42年度工事着手
全体事業費 約570億円 事業進捗率 99.8％ 供用済延長 24.8km
計画交通量 40,000～55,300台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 3.3 65/2,323 億円 123/7,593 億円

事 業 費： 54/2,038億円 走行時間短縮便益： 58/6,260億円 平成25年
(残事業) 1.9 維持管理費： 11/ 285億円 走行経費減少便益： 42/ 962億円

交通事故減少便益： 24/ 370億円
感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C= 3.1～3.6 (交通量±10%) （残事業）交通量 ：B/C= 1.9～2.2 (交通量±10%)
事業費 ：B/C= 3.3～3.3 (事業費±10%) 事業費 ：B/C= 1.7～2.1 (事業費±10%)
事業期間：B/C= － (事業期間±20%) 事業期間：B/C= － (事業期間±20%)

事業の効果等
定性的な効果

①物流の効率化により企業の生産性を向上
・坂東交差点の立体化による渋滞緩和により、物流効率化が図られ企業の生産性が向上するとともに、

企業立地促進を支援し、高岡市や射水市の更なる産業振興支援が期待される。
②第三次医療施設へのアクセス向上

・第三次医療施設（厚生連高岡病院）への搬送時間が短縮し、救命救急活動支援に寄与することが期
待される。

③北陸新幹線 新高岡駅・主要観光地間へのアクセス向上
・富山県西部の新幹線新駅である北陸新幹線 新高岡駅や主要観光地間のアクセス時間が短縮すると

ともに、周遊観光などの観光圏域拡大、交流人口の拡大が期待される。
④緊急通行確保路線ネットワーク機能の強化等

・国道8号の信頼性が向上し、災害時における緊急通行確保路線ネットワーク機能の強化及び並行路
線の代替路として期待される。

⑤日常生活圏の各都市間の連携を強化
・日常生活圏（富山市役所～高岡市役所、射水市役所～高岡市役所）の所要時間が短縮し、各都市間

のアクセスが向上することにより、連携強化が期待される。

関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等：

射水市よりH28年度の重点事項として歩道等の残事業を含めた坂東交差点立体化の早期完成について
の要望を頂いている。

知事の意見：
今後ともコスト縮減に努め、早期に効果が発現されるよう整備促進に格段の配慮を願いたい。

事業評価監視委員会の意見
審議の結果、再評価及び対策方針（原案）の「事業継続」は妥当である。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・昭和62年度までに全線4車線完成
・平成17年11月新湊市、小杉町、大門町、大島町、下村が射水市として合併
・平成17年12月下田交差点の立体化事業が供用
・平成28年3月に坂東交差点の本線部立体化が完成

事業の進捗状況、残事業の内容等
事業の進捗状況：用地進捗率99.9％、事業進捗率99.8％（平成28年度末予定）
残事業の内容 ：坂東立体化事業区間（延長1.1km）側道部の歩道整備

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
坂東立体化事業区間（延長1.1km）の側道部の完成に向けて、整備を進める。

施設の構造や工法の変更等
舗装の再生材利用等によりコスト縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

国道8号は北陸地方を縦貫する主要幹線道路であり、広域的な通過交通や沿線地域間の連携を支援する
ために重要な役割を担っている。

富山高岡バイパスの整備により、交通渋滞の解消や死傷事故件数の削減、物流効率化による地域産業振
興の支援、主要都市間のアクセス向上など、期待される効果は大きいため事業を継続する。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

：未供用区間
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道４１号 大沢野富山南道路 事業 一般国道 事業 国土交通省
おおさわのとやまみなみ

区分 主体 北陸地方整備局

起終点 自：富山県富山市楡原 延長 12.0km
と やま にれはら

至：富山県富山市栗山
と やま くりやま

事業概要
国道41号大沢野富山南道路は、「交通混雑の緩和や交通事故の削減」、「物流の信頼性向上や冬期交通の

安定性確保」、「第三次医療施設等へのアクセス向上」などを目的とした、延長12.0kmのバイパス整備を
行うものである。
Ｈ26年度事業化 Ｈ23年度都市計画決定 Ｈ－年度用地着手 Ｈ－年度工事着手
全体事業費 約380億円 事業進捗率 2％ 供用済延長 0.0km
計画交通量 10,900～22,800 台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.8 - /312 億円 - /552 億円

事 業 費： - /261億円 走行時間短縮便益： - /437億円 平成25年
(残事業) - 維持管理費： - / 51億円 走行経費減少便益： - / 71億円

交通事故減少便益： - / 44億円
感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C= 1.5～1.9 (交通量±10%) （残事業）交通量 ：B/C= - ～ - (交通量±10%)
事業費 ：B/C= 1.6～1.9 (事業費±10%) 事業費 ：B/C= - ～ - (事業費±10%)
事業期間：B/C= 1.6～2.0 (事業期間±20%) 事業期間：B/C= - ～ - (事業期間±20%)

事業の効果等
定性的な効果

①物流の信頼性の向上
・中京圏からの有機溶剤等の輸送は、東海北陸自動車道が危険物積載車両が通行不可のため、国道41

号を利用。
・ただし、国道41号では、斜面崩落等の災害危険箇所が存在。
・大沢野富山南道路の整備により、国道41号の災害危険箇所を回避でき、医薬品製造業など地域産業

を支える物流の信頼性が向上する。
②冬期交通の安定性の確保

・国道41号の大沢野富山南道路の現道区間は、冬期の堆雪路肩が確保されている区間が少なく、積雪
時は大型車のすれ違いが困難となっている。

・大沢野富山南道路の現道区間は、富山河川国道事務所管内で唯一運搬排雪作業が行われており、冬
期に通行規制が生じている。

・事業中の猪谷楡原道路とともに大沢野富山南道路を整備することにより、堆雪路肩が確保され冬期
交通の安定性の確保が期待される。

③第三次医療施設等へのアクセス向上
・国道41号は救急搬送時の重要路線である。
・岐阜県飛騨市は、妊婦や産婦の健康診査の委託医療機関に富山市の病院を指定しており、妊婦の約

１割が富山市内で出産している。
・大沢野富山南道路の整備により、地域医療施設への救急搬送支援や通院時の快適性・安全性が期待

できる。

関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等：

富山市や富山県道路整備促進協会から本道路の整備促進についての要望を頂いている。
知事の意見：

事業継続に同意する。今後ともコスト縮減に努め、早期に効果が発現されるよう整備促進に格段の配
慮を願いたい。

事業評価監視委員会の意見
審議の結果、再評価及び対策方針（原案）の「事業継続」は妥当である。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
新規採択時評価以降、周辺に大きな社会経済情勢等の変化はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
事業の進捗状況：用地進捗率0％、事業進捗率2％（平成28年度末予定）
残事業の内容 ：用地取得、詳細設計、工事

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
地元との設計協議を推進し、完了した地区より用地測量を行い、用地買収・工事に着手する予定である。

施設の構造や工法の変更等
建設発生土の有効活用や新技術の活用等により、コスト縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

国道41号大沢野富山南道路は、富山市と高山市を連絡し、東海北陸自動車道、北陸自動車道、中部縦貫
自動車道等の高規格幹線道路を補完する地域高規格道路 富山高山連絡道路の一部を構成する重要な道路
である。

大沢野富山南道路の整備により、交通混雑の緩和や交通事故の削減、物流の信頼性向上や冬期交通の安
定性確保、第三次医療施設等へのアクセス向上など、期待される効果が大きいため事業を継続する。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

：未供用区間

凡 例



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道８号 加賀拡幅 事業 一般国道 事業 国土交通省
か が

区分 主体 北陸地方整備局

起終点 自：石川県加賀市箱宮町 延長 6.4km
か が はこみやまち

至：石川県加賀市黒瀬町
か が く ろ せまち

事業概要
国道8号加賀拡幅は、「交通渋滞の緩和や死傷事故の削減」「主要観光地へのアクセス向上」「沿道のに

ぎわい創出」などを目的とした延長6.4kmについて、現道の拡幅を行うものである。

Ｈ15年度事業化 Ｈ14年度都市計画決定 Ｈ16年度用地着手 Ｈ19年度工事着手
全体事業費 約350億円 事業進捗率 82％ 供用済延長 4.2km
計画交通量 27,000 ～ 34,000台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.8 59/407 億円 248/723 億円

事 業 費： 51/379 億円 走行時間短縮便益： 220/645 億円 平成28年
(残事業) 4.2 維持管理費： 8.0/ 28 億円 走行経費減少便益： 25/ 65 億円

交通事故減少便益： 3.1/ 13 億円
感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C= 1.6～1.9 (交通量±10%) （残事業）交通量 ：B/C= 3.4～4.4 (交通量±10%)
事業費 ：B/C= 1.8～1.8 (事業費±10%) 事業費 ：B/C= 3.9～4.6 (事業費±10%)
事業期間：B/C= 1.8～1.8 (事業期間±20%) 事業期間：B/C= 4.1～4.4 (事業期間±20%)

事業の効果等
定性的な効果

①主要観光地の連携向上
・事業中区間の拡幅により、主要観光地への一層のアクセス向上が期待される。

②緊急輸送道路の機能強化
・災害時においても停車車両等の影響を受けにくい道路空間とすることで、避難車両や緊急車両の通

行を確保することが見込まれる。
③地域の医療施設へのアクセス性向上

・加賀市医療センターの30分圏域カバー人口が増加するなど、迅速な救急医療患者の搬送に貢献する。
④沿道のにぎわい創出

・事業中区間の拡幅により、今後、国道沿線のにぎわいを活かしたまちづくりが期待されている。
⑤地域連携プロジェクト（石川県新長期構想）の支援

・石川県の長期構想「ダブルラダー輝きの美知」構想の骨格となる道路であり、南北に長い県土の交
通ネットワークの多重化を図るとともに、北陸新幹線開業効果を県内全域へ波及させる等、当該構
想の実現に大きく貢献する。

関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見：

加賀市から加賀拡幅事業の整備促進の要望を頂いている。
知事の意見：

引き続き事業を継続し、コスト縮減に努めつつ着実に整備を進め、平成34年度の北陸新幹線敦賀延伸
を見据え、早期完成を図っていただきたい。

事業評価監視委員会の意見
審議の結果、再評価及び対策方針（原案）の「事業継続」は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・平成27年3月 北陸新幹線の開業、加賀市加茂町～加賀市黒瀬町間(延長1.9km)を4車線供用

・平成28年3月 加賀市西島町～加賀市加茂町間(延長0.3km)を4車線供用
・事業中区間の松山交差点では朝・夕のピーク時に著しい渋滞が発生しており、早期の4車線供用が必要



事業の進捗状況、残事業の内容等
事業の進捗状況：用地進捗率97％、事業進捗率82％（平成28年度末予定）

残事業の内容：加賀市松山町～加賀市西島町間（延長2.2km）の4車線供用

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

加賀市松山町～加賀市西島町間（延長2.2㎞）の早期4車線供用に向け、引き続き事業を推進する。

施設の構造や工法の変更等
建設発生土の有効活用や新技術の活用等により、コスト縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

国道8号は北陸地方の主要都市を結ぶ重要な幹線道路であり、広域的な交通や沿線地域間の連携を支え
る重要な役割を担っている。

加賀拡幅により、交通渋滞の緩和や死傷事故の削減、主要観光地へのアクセス向上、沿道のにぎわいの
創出など、多様な効果が見込まれるため事業を継続する。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道４７０号 輪島道路 事業 一般国道 事業 国土交通省
わ じま

区分 主体 北陸地方整備局

起終点 自：石川県輪島市三井町本江 延長 4.7km
わ じま み い まちほんごう

至：石川県輪島市三井町洲衛
わ じま み い まち す え

事業概要
一般国道470号輪島道路は、能越自動車道の一部を構成し、高規格幹線道路網の形成、災害に強いネッ

トワークの形成、第三次医療施設へのアクセス向上、地域の発展・観光の活性化などを目的とした延長
4.7kmの高規格幹線道路の整備を行う事業である。
Ｈ18年度事業化 Ｈ11年度都市計画決定 Ｈ22年度用地着手 Ｈ25年度工事着手
全体事業費 約190億円 事業進捗率 47％ 供用済延長 0.0km
計画交通量 9,000台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 2.0 105/194 億円 388/388 億円

事 業 費： 84/173 億円 走行時間短縮便益： 325/325 億円 平成28年
(残事業) 3.7 維持管理費： 21/ 21 億円 走行経費減少便益： 44/ 44 億円

交通事故減少便益： 20/ 20 億円
感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C= 1.8～2.2 (交通量±10%) （残事業）交通量 ：B/C= 3.4～4.0 (交通量±10%)
事業費 ：B/C= 1.8～2.1 (事業費±10%) 事業費 ：B/C= 3.2～4.0 (事業費±10%)
事業期間：B/C= 1.9～2.1 (事業期間±20%) 事業期間：B/C= 3.6～3.8 (事業期間±20%)

事業の効果等
定性的な効果

①第1次緊急輸送道路の強化、迂回発生時の代替路線を形成
・石川県の第1次緊急輸送道路としての位置づけがあり、災害に強い道路ネットワークの形成が図ら
れる。

・主要地方道七尾輪島線が通行止めとなった時の代替路が形成されることで、リダンダンシーが確保
される。

②救命救急活動の支援及びバス交通の定時性確保
・能登地方唯一の第三次医療施設（能登総合病院）へのアクセス性が向上する。
・輪島市と金沢市やのと里山空港を連結するバスの定時性確保・快適性の向上が期待できる。

③のと里山空港及び輪島港へのアクセス向上
・のと里山空港や輪島港へのアクセス性向上が期待できる。

④主要な観光地へのアクセス向上
・観光地の周遊性向上や輪島市への入込み客数の増加が期待される。

⑤地域連携プロジェクト（石川県新長期構想）の支援
・石川県の長期構想「ダブルラダー輝きの美知」構想の骨格となる道路であり、南北に長い県土の交

通ネットワークの多重化を図るとともに、北陸新幹線開業効果を県内全域へ波及させる等、当該構
想の実現に大きく貢献する。

関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見：

輪島市から、早期開通に向けた道路予算の確保並びに整備促進の要望を頂いている。
知事の意見：

引き続き事業を継続し、コスト縮減に努めつつ、着実に整備を進めていただきたい。

事業評価監視委員会の意見
審議の結果、再評価及び対策方針（原案）の「事業継続」は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

平成25年3月 能登有料道路(現のと里山海道)の無料化 平成27年3月 北陸新幹線の開業

平成27年2月 七尾氷見道路全線暫定2車線開通 平成28年4月 田鶴浜七尾道路 新規事業化



事業の進捗状況、残事業の内容等
事業の進捗状況：用地進捗率94％、事業進捗率47％（平成28年度末予定）
残事業の内容：工事推進を図る。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

早期暫定2車線開通を目指して工事等を推進する。

施設の構造や工法の変更等
建設発生土の有効活用や新技術の活用等により、コスト縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

国道470号輪島道路は、高規格幹線道路「能越自動車道」のうち、輪島市杉平町～輪島市三井町洲衛間
の延長約11.5kmを結ぶ道路であり、国道470号（能越自動車道）の一部を構成するなど重要な役割を担っ
ている。

輪島道路の整備により、高規格幹線道路網の形成、災害に強いネットワークの形成、第三次医療施設へ
のアクセス向上、地域の発展・観光の活性化など、多様な効果が見込まれるため事業を継続する。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道４７０号 輪島道路（Ⅱ期） 事業 一般国道 事業 国土交通省
わ じま

区分 主体 北陸地方整備局

起終点 自：石川県輪島市杉平町 延長 6.8km
わ じま すぎひらまち

至：石川県輪島市三井町本江
わ じま み い まちほんごう

事業概要
一般国道470号輪島道路（Ⅱ期）は、能越自動車道の一部を構成し、高規格幹線道路網の形成、災害に

強いネットワークの形成、第三次医療施設へのアクセス向上、地域の発展・観光の活性化などを目的とし
た延長6.8kmの高規格幹線道路の整備を行う事業である。
Ｈ24年度事業化 Ｈ11年度都市計画決定 Ｈ27年度用地着手 Ｈ－年度工事着手
全体事業費 約300億円 事業進捗率 7％ 供用済延長 0.0km
計画交通量 9,000台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.3 217/237 億円 311/311 億円

事 業 費：202/222 億円 走行時間短縮便益： 259/259 億円 平成28年
(残事業) 1.4 維持管理費： 15/ 15 億円 走行経費減少便益： 33/ 33 億円

交通事故減少便益： 19/ 19 億円
感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C= 1.2～1.4 (交通量±10%) （残事業）交通量 ：B/C= 1.3～1.6 (交通量±10%)
事業費 ：B/C= 1.2～1.4 (事業費±10%) 事業費 ：B/C= 1.3～1.6 (事業費±10%)
事業期間：B/C= 1.2～1.4 (事業期間±20%) 事業期間：B/C= 1.4～1.5 (事業期間±20%)

事業の効果等
定性的な効果

①第1次緊急輸送道路の強化、迂回発生時の代替路線を形成
・石川県の第1次緊急輸送道路としての位置づけがあり、災害に強い道路ネットワークの形成が図ら
れる。

・主要地方道七尾輪島線が通行止めとなった時の代替路が形成されることで、リダンダンシーが確保
される。

②救命救急活動の支援及びバス交通の定時性確保
・能登地方唯一の第三次医療施設（能登総合病院）へのアクセス性が向上する。
・輪島市と金沢市やのと里山空港を連結するバスの定時性確保・快適性の向上が期待できる。

③のと里山空港及び輪島港へのアクセス向上
・のと里山空港や輪島港へのアクセス性向上が期待できる。

④主要な観光地へのアクセス向上
・観光地の周遊性向上や輪島市への入込み客数の増加が期待される。

⑤地域連携プロジェクト（石川県新長期構想）の支援
・石川県の長期構想「ダブルラダー輝きの美知」構想の骨格となる道路であり、南北に長い県土の交

通ネットワークの多重化を図るとともに、北陸新幹線開業効果を県内全域へ波及させる等、当該構
想の実現に大きく貢献する。

関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見：

輪島市から、早期開通に向けた道路予算の確保並びに整備促進の要望を頂いている。
知事の意見：

引き続き事業を継続し、コスト縮減に努めつつ、着実に整備を進めていただきたい。

事業評価監視委員会の意見
審議の結果、再評価及び対策方針（原案）の「事業継続」は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

平成25年3月 能登有料道路(現のと里山海道)の無料化 平成27年3月 北陸新幹線の開業

平成27年2月 七尾氷見道路全線暫定2車線開通 平成28年4月 田鶴浜七尾道路 新規事業化



事業の進捗状況、残事業の内容等
事業の進捗状況：用地進捗率18％、事業進捗率7％（平成28年度末予定）
残事業の内容：設計及び用地買収等を進めるとともに、工事推進を図る。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

来年度の工事着手を目指して設計及び用地買収等を進める。

施設の構造や工法の変更等
建設発生土の有効活用や新技術の活用等により、コスト縮減を図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

国道470号輪島道路は、高規格幹線道路「能越自動車道」のうち、輪島市杉平町～輪島市三井町洲衛間
の延長約11.5kmを結ぶ道路であり、国道470号（能越自動車道）の一部を構成するなど重要な役割を担っ
ている。

輪島道路の整備により、高規格幹線道路網の形成、災害に強いネットワークの形成、第三次医療施設へ
のアクセス向上、地域の発展・観光の活性化など、多様な効果が見込まれるため事業を継続する。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道８号 福井バイパス 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
ふ く い

起終点 自：福井県あわら市笹岡 延長
ささおか

至：福井県越前市塚原町 42.2km
えちぜん つかばらちよう

事業概要

一般国道８号は、新潟県新潟市を起点とし、北陸３県(富山、石川、福井)の主要都市及び滋賀県湖東地

域を経て、京都市に至る延長約570kmの主要幹線道路であり、沿線地域の産業・経済を支えるとともに、

北陸自動車道や名神高速道路などとともに広域ネットワークを形成するなど重要な役割を担っている。

福井バイパスは、あわら市笹岡から越前市塚原町を結ぶバイパスで、地域産業の活性化、交通安全の確

保、災害時の住民避難支援を主な目的として計画された道路である。

S41年度事業化 S45～55年度都市計画決定 S41年度用地着手 S41年度工事着手

（H2年度延伸） （H3年度、H8年度変更）

全体事業費 940億円 事業進捗率 約96％ 供用済延長 36.8km

計画交通量 20,200台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 2.2 85/2,852億円 468/6,198億円 平成25年

事 業 費: 49/2,568億円 走行時間短縮便益：426/5,494億円

(残事業) 5.5 維持管理費: 36/ 284億円 走行経費減少便益： 34/ 629億円

交通事故減少便益：8.7/ 74億円

感度分析の結果

【事業全体】 交 通 量：B/C=1.8～2.6(交通量 ±10%) 【残事業】交 通 量：B/C=4.4～6.7(交通量 ±10%)

事 業 費：B/C=2.2～2.2(事業費 ±10%) 事 業 費：B/C=5.2～5.8(事業費 ±10%)

事業期間：B/C=2.0～2.3(事業期間±20%) 事業期間：B/C=5.3～5.6(事業期間±20%)

事業の効果等

①地域産業の活性化

・福井県地域産業活性化計画に基づき増加する企業立地に関して、残る区間の整備により、さらなる利

便性向上、地域活性化が期待される。

②交通安全の向上

・４車線整備済区間より正面衝突事故が多く発生している未整備区間に並行する現道区間において、残

る区間の整備により、歩道及び中央帯が整備されることで、事故減少が期待される。

③災害時の住民避難支援

・福井県では原子力発電所が有事の際に県内外に避難する防災計画が定められており、残る区間の整備

により、円滑な避難に寄与することが期待される。

④特急停車駅へのアクセス向上

・坂井市丸岡町～JR芦原温泉駅への所要時間が短縮（14分→12分）

⑤共用飛行場へのアクセス向上

・福井市～小松空港への所要時間が短縮（94分→91分）

⑥農林水産品の流通の利便性が向上

・あわら市、坂井市の主要農産物であるコシヒカリ、スイカ等について、主な出荷先である福井市への

流通の利便性向上が見込まれる。

⑦日常活動圏中心都市へのアクセス向上

・あわら市～福井市への所要時間が短縮（44分→41分）

⑧主要観光地へのアクセス向上

・沿線へのアクセス向上により観光客の増加が見込まれる

（金津創作の森：約14.3万人/年、丸岡城：約34.7万人/年）

⑨三次医療施設へのアクセス向上

・あわら市～福井県立病院への所要時間が短縮。（33分→30分）

⑩緊急輸送道路が通行止めになった場合の代替路線を形成



・国道８号、主要地方道福井金津線、主要地方道芦原丸岡線(坂井市丸岡町～あわら市熊坂)が通行止め

になった場合の代替路線となる。

⑪沿道環境の改善

・国道８号あわら市瓜生(騒音レベル：夜間73dB：改善見込み)

・国道８号坂井市丸岡町一本田(騒音レベル：夜間72dB：改善見込み）

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

・平成28年5月、福井県知事・あわら市・敦賀市・池田町より整備促進の要望を受けている。

・平成28年10月、福井バイパス道路建設促進協議会(あわら市長、福井市長、坂井市長より構成)より整

備促進の要望を受けている。

・平成28年10月、あわら市・加賀市議会友好議員連盟より整備促進の要望を受けている。

福井県知事の意見：

福井バイパスの対応方針(原案)｢事業継続｣については異存ありません。

国道8号福井バイパスのあわら市笹岡～坂井市丸岡町玄女間5.4kmについては、平成30年9月開催予定

の「福井しあわせ元気国体」までの開通が公表されたところであるが、国体の競技会場へのアクセス向

上はもとより、更なる企業立地や物流の安定、広域的な周遊観光など、地方創生を加速させるためには

必要不可欠であるため、4車線での早期完成をお願いしたい。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道8号福井バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲にお

いて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

福井バイパスが通過するあわら市の人口は減少、坂井市は増加傾向にある。

また自動車保有台数はあわら市・坂井市ともに増加傾向にある。

福井県は８年連続で一世帯あたりの自動車保有台数が全国一位である。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在までに36.8km(完成４車線)開通済、用地進捗率：約100％、事業進捗率：約96％。

引き続き工事を進め、平成30年9月の「福井しあわせ元気国体」までの開通を目指す。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き事業を推進し、早期の暫定２車線開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば 当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】 【概要図】

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道１５８号 事業 事業 国土交通省

大野 油 坂道路（和泉・ 油 坂区間） 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
お お のあぶらさかど う ろ い ず み あぶらさか

起終点 自：福井県大野市貝皿 延長
お お の かいざら

至：福井県大野市東 市 布 15.5km
お お の ひがしいちぬの

事業概要

中部縦貫自動車道は、長野県松本市を起点とし、岐阜県高山市・福井県大野市を経て、福井県福井市に

至る延長約160kmの高規格幹線道路であり、中央自動車道長野線・東海北陸自動車道・北陸自動車道を相

互に連絡し、交通の円滑化を図るなど、重要な役割を担っている。

大野油坂道路(和泉・油坂区間)は、中部縦貫自動車道の一部を構成し、安全・安心の交通の確保、医療

施設へのアクセス性向上を目的とした延長15.5kmの自動車専用道路である。

H24年度事業化 H-年度都市計画決定 H26年度用地着手 H-年度未着手

(H-年度変更)

全体事業費 595億円 事業進捗率 約2％ 供用済延長 -

計画交通量 7,900台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.3 508/526億円 680/680億円 平成28年

事 業 費:456/474億円 走行時間短縮便益：521/521億円

(残事業) 1.3 維持管理費: 52/ 52億円 走行経費減少便益：141/141億円

交通事故減少便益： 18/ 18億円

感度分析の結果

【事業全体】 交 通 量：B/C= 1.1～1.5(交通量 ±10%) 【残事業】交 通 量：B/C= 1.1～1.6(交通量 ±10%)

事 業 費：B/C= 1.2～1.4(事業費 ±10%) 事 業 費：B/C= 1.2～1.5(事業費 ±10%)

事業期間：B/C= 1.3～1.3(事業期間±20%) 事業期間：B/C= 1.3～1.4(事業期間±20%)

事業の効果等

①安全・安心の交通の確保

・事業区間と並行する国道158号は、過去15年間で大雨、積雪、落石・土砂崩れ等による通行止めが34

回発生し、また平面線形が厳しい箇所が10箇所あり、安全・安心な通行の確保が課題となっている

・大野油坂道路（和泉・油坂区間）の整備により、これらを解消し、安全・安心の交通の確保が期待さ

れる。

②医療施設へのアクセス性向上

・事業区間と並行する国道158号は、全区間が異常気象時通行止区間であり、また線形が厳しい箇所も

あり、救急搬送時の速達性・走行安定性の確保が課題となっている。

・大野油坂道路（和泉・油坂区間）の開通によって、旧和泉村周辺から最寄りの第二次医療施設である

鷲見病院までの所要時間が36分から27分に9分短縮されるほか、第三次医療施設の中濃厚生病院への

アクセス性も向上するなど、医療サービスの選択肢の拡大が期待される。

③農林水産品の流通の利便性向上

・大野市の主要農産物であるさといもについて、主な出荷先である福井市(福井中央卸売市場)、岐阜市

(岐阜市中央卸売市場)への流通の利便性向上が見込まれる。

④隣接した日常活動中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

・大野市～郡上市を最短時間で連絡する。

⑤日常活動圏中心都市へのアクセス向上

・大野市(旧和泉村役場)～郡上市への所要時間が短縮(53分→44分)

⑥拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクトや大規模イベントを支援

・「越前美濃街道広域観光交流」、「大野市和泉地区化石保全計画」や「越前おおのブランド戦略」を支

援する。

⑦主要観光地へのアクセス向上

・沿線へのアクセス向上により観光客の増加が見込まれる。

（大野まちなか観光：約92.4万人/年、九頭竜湖：約30.7万人/年(H27)）



⑧緊急輸送道路が通行止めになった場合の代替路線を形成

・国道158号(大野市貝皿～大野市東市布）が通行止めになった場合の代替路線となる。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

・平成28年8月、中部縦貫自動車道大野油坂道路整備促進連絡協議会(大野市長、大野市議会議長、大野

商工会議所会頭、大野市区長連合会会長他より構成)より早期全線開通の要望を受けている。

・平成28年7月、福井県知事より整備促進の要望を受けている。

・平成28年10月、福井県知事、大野市長、勝山市長より早期全線開通の要望を受けている。

・平成28年8月、大野市長、郡上市長より早期全線開通の要望を受けている。

・平成28年8月、大野・勝山地区広域行政事務組合(勝山市長、大野市長、大野・勝山地区広域行政事務

組合議長、副議長より構成)より早期全線開通の要望を受けている。

福井県知事の意見：

一般国道158号大野油坂道路（和泉・油坂区間）の対応方針（原案）「事業継続」については異存あ

りません。

大野油坂道路については、北陸新幹線敦賀開業に合わせた平成34年度までの全線開通が図られるよう

必要な予算を確保するとともに、本区間及び大野・大野東区間の速やかな用地買収・工事着手と大野東

・和泉区間の迅速な工事の実施をお願いしたい。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道158号大野油坂道路(和泉・油坂区間)」の再評価は、当委員会に提出された資

料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と

判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・事業区間沿線の福井県大野市は、近年、人口は減少傾向、世帯数、自動車保有台数は横ばい傾向にあ

る。

・大野油坂道路のうち、未事業区間であった大野・大野東区間は、平成27年度に事業化し、現在、全線

に渡って事業を推進している。

事業の進捗状況、残事業の内容等

用地進捗率：約4％、事業進捗率：約2％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き用地取得を推進し、早期の開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば 当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】 【概要図】

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。


